
秋
田
藩
佐
竹
家
子
女
の
人
生
儀
礼
と
名
前
徳
川
醤
家
と
比
較
し
て
　
　
　
大
藤
修

e
齢
否
6
苫
目
o
昆
露
知
巳
Z
飴
日
一
目
③
Q
o
『
書
6
〔
匡
穿
8
0
『
弓
冨
o
D
ロ
吟
夢
6
寄
目
ξ
ぎ
巴
吟
言
出
目
‥
卜
〔
o
目
冨
書
8
8
□
『
目
良
晴
塁
曽
5
巨
マ

O口〇一
q
O
，
1
飴
烏
目
田

は
じ
め
に

0
男
子
の
産
育
儀
礼
と
名
前

②男
子
の
成
育
儀
礼
と
名
前

③
男
子
の
成
人
儀
礼
と
名
前

④
女
子
の

産育
儀
礼
と
名
前

⑤
女
子
の成
育
・
成
人
儀
礼
と
名
前

ま
と
め

［論文
要
旨
］

　
本
稿は
、
秋
田
藩
佐
竹
家
子
女
の
近
世
前
半
期
に
お
け
る
誕
生
・
成
育
・
成
人
儀
礼
と
名
前
に
つ
　
　
　
①
幕
藩
制
国
家
の
「
公
儀
」
の
家
と
し
て
国
家
公
権
を
担
う
将
軍
家
と
大
名
家
の
男
子
の
成
育
．
成

い
て検
討
し
、
併
せ
て
徳
川
将
軍
家
と
の
比
較
を
試
み
る
も
の
で
、
次
の
二
点
を
課
題
と
す
る
。
第
　
　
　
　
人
儀
礼
は
、
政
治
的
な
日
程
か
ら
執
行
時
期
が
決
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
が
、
女
子
に
は
そ
う

一は
、
幕
藩
制
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
、
国
家
公
権
を
将
軍
か
ら
委
任
さ
れ
て
領
域
の
統
治
に
　
　
　
　
し
た
事
例
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
。

当
た
る
「
公
儀
」
の
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
近
世
大
名
家
の
男
子
は
、
ど
の
よ
う
な
通
過
儀
礼
　
　
　
②
男
子
の
「
成
人
」
は
、
政
治
的
・
社
会
的
な
成
人
範
疇
と
肉
体
的
な
成
人
範
疇
に
分
化
し
、
と
り

を
経
て
社
会
化
さ
れ
政
治
的
存
在
と
な
っ
た
か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
出
せ
る
か
、
こ
の
　
　
　
わ
け
嫡
子
は
政
治
的
・
社
会
的
な
「
成
人
」
化
が
急
が
れ
た
も
の
の
、
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
大

点を
嫡
子
1
1
嗣
子
と
庶
子
の
別
を
踏
ま
え
、
名
前
の
問
題
と
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
　
　
　
人
に
な
っ
て
か
ら
江
戸
藩
邸
に
お
い
て
「
奥
」
か
ら
「
表
」
へ
と
生
活
空
間
を
移
し
、
そ
の
う
え
で

徳川
将
軍
家
男
子
の
儀
礼
・
名
前
と
比
較
検
討
す
る
。
第
二
は
、
女
子
の
人
生
儀
礼
と
名
前
に
つ
い
　
　
　
初
入
部
し
て
い
た
こ
と
。
幼
少
の
藩
主
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
。
こ
れ
は
君
主
の
身
体
性
と
関
わ
る
。

ても
検
討
し
、
男
子
の
そ
れ
と
の
比
較
を
通
じ
て
近
世
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
に
迫
る
こ
と
。
従
来
、
人
　
　
　
③
女
子
の
成
人
儀
礼
は
身
体
的
儀
礼
の
み
で
、
改
名
儀
礼
や
政
治
的
な
儀
礼
は
し
て
い
な
い
こ
と
。

生

儀礼
を
構
成
す
る
諸
儀
礼
が
個
別
に
分
析
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
一
連
の
も
の
と
し
て
系
統
　
　
　
④
男
子
の
名
前
は
帰
属
す
る
家
・
一
族
の
メ
ン
バ
ー
．
シ
ッ
プ
や
系
譜
関
係
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と

的
に
分
析
し
て
、
個
々
の
儀
礼
の
位
置
づ
け
、
相
互
連
関
と
意
味
を
考
察
し
、
併
せ
て
名
前
も
検
討
　
　
　
　
家
・
社
会
・
国
家
に
お
け
る
位
置
づ
け
1
1
身
分
を
表
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
女
子
の
名
前
に
は
そ

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
し
た
機
能
は
な
い
こ
と
。

7
3
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は

じ
め
に

　
本
稿
は
、
秋
田
藩
主
家
で
あ
っ
た
佐
竹
家
の
子
女
の
近
世
前
半
期
に
お
け
る
誕
生
・

成

育
・
成
人
儀
礼
と
名
前
に
つ
い
て
検
討
し
、
併
せ
て
徳
川
将
軍
家
と
の
比
較
を

試
み

る
も
の
で
あ
る
。
「
生
老
死
と
儀
礼
に
関
す
る
通
史
的
研
究
」
と
い
う
共
同
研

究
の

趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
全
体
を
通
し
て
人
生
儀
礼
を
分
析
し
、

も
っ
て
生
老
死
に
迫
り
、
時
代
的
な
変
化
も
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
が
、
史
料
の
分
析
が
そ
こ
ま
で
進
ん
で
い
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
分
析
対
象

と
す
る
時
期
と
人
生
儀
礼
の
範
囲
を
限
定
す
る
次
第
で
あ
る
。
今
後
、
老
い
の
儀
礼

と
葬
送
儀
礼
も
含
め
、
時
期
的
に
も
広
げ
て
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。
当
面
、
本

稿
で

は
次
の
二
点
を
課
題
と
す
る
。

　
一
つ
は
、
幕
藩
制
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
、
国
家
公
権
を
将
軍
か
ら
委
任
さ

れ
て

領
域
の
統
治
に
当
た
る
「
公
儀
」
の
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
近
世
大
名
家

の

男
子
は
、
ど
の
よ
う
な
通
過
儀
礼
を
経
て
社
会
化
さ
れ
政
治
的
存
在
と
な
っ
た

か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
出
せ
る
か
、
こ
の
点
を
嫡
子
日
嗣
子
と
庶
子
の

別
を
踏
ま
え
、
名
前
の
問
題
と
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
徳
川
将
軍

家
男
子
の
儀
礼
・
名
前
と
比
較
検
討
す
る
。
い
ま
一
つ
は
、
女
子
の
誕
生
・
生
育
・

成
人
儀
礼
と
名
前
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
男
子
の
そ
れ
と
の
比
較
を
通
じ
て
近
世
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
に
迫
る
こ
と
。
以
上
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
人
生
儀
礼
研
究
に
は
以
下
の
分
析
視
角
と
方
法
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え

る
。

　
第
一
は
、
特
定
の
家
の
嫡
子
・
庶
子
・
女
子
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
儀
礼
を
系
統
的
に

分
析

し
、
個
々
の
儀
礼
の
位
置
づ
け
と
意
味
を
嫡
庶
・
性
別
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る

必
要
で

あ
る
。
種
々
の
人
生
儀
礼
を
個
別
に
は
な
く
、
一
連
の
も
の
と
し
て
分
析
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
儀
礼
を
執
行
す
る
た
め
に
は
そ
の
前
提
と
し
て
ど
の
よ
う

な
儀
礼
を
済
ま
せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
が
確
認
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
礼

の

相
互
関
連
性
と
意
義
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
こ
と
に
将
軍
家
や
大
名
家
の
よ
う
な

政
治
権
力
を
担
う
家
の
男
子
が
「
成
人
」
す
る
た
め
の
諸
儀
礼
は
、
多
分
に
政
治
的

日
程
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
る
の
で
、
「
成
人
」
儀
礼
の
構
成
と
そ
の
意
味
を
把
握

す
る
た
め
に
は
、
か
か
る
分
析
方
法
が
と
り
わ
け
求
め
ら
れ
る
。

　
近
年
、
儀
礼
の
分
析
を
通
し
て
近
世
社
会
の
政
治
文
化
構
造
や
秩
序
維
持
シ
ス
テ

ム

を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、
本
稿
の
対
象
と
す
る
武
家
子
女
の

成
人
期
ま
で
の
儀
礼
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
産
育
儀
礼
、
元
服
儀
礼
、
将
軍
へ

の
初
御

目
見
得
儀
礼
、
官
位
叙
任
儀
礼
、
代
替
わ
り
・
家
督
相
続
儀
礼
、
婚
姻
・
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

子
縁
組
儀
礼
な
ど
に
つ
い
て
研
究
成
果
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
生

儀
礼
研
究
の
観
点
か
ら
系
統
的
に
分
析
し
た
も
の
は
少
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

問
題
関
心
か
ら
特
定
の
儀
礼
を
個
別
に
分
析
し
た
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
女
子
の
人

生
儀
礼
研
究
は
手
薄
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
男
女
の
人
生
儀
礼
を
比
較
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

考
察
し
た
研
究
は
乏
し
い
。

　
第
二
は
、
人
生
儀
礼
と
名
前
の
問
題
を
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
必
要
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
前
近
代
の
男
子
は
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
折
々
に
改
名
し
、
人
生
段
階
や

家
・
社
会
に
お
け
る
地
位
・
身
分
の
変
更
を
表
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
女
子
は

室

町
時
代
以
降
、
一
部
の
身
分
の
女
性
を
除
い
て
幼
名
を
成
人
後
も
使
用
し
つ
づ
け

た
が
、
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
を
問
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
従
来
、
日
本
に
お
け
る
人
生
儀
礼
研
究
と
名
前
研
究
は
別
個
に
な
さ
れ
て
き
た
。

人
名
は
多
様
な
問
題
と
関
わ
る
だ
け
に
学
際
的
に
関
心
を
集
め
て
き
て
お
り
、
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

学
に
限
定
し
な
け
れ
ば
研
究
蓄
積
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。
日
本
の
人
名
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
関
す
る
書
物
も
少
な
か
ら
ず
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
が
概
説
的
な
書
物
で

あ
る
の
は
、
一
般
市
民
に
と
っ
て
も
身
近
な
関
心
対
象
で
あ
る
こ
と
の
反
映
で
も
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
史
学
に
お
け
る
実
証
的
な
人
名
研
究
の
蓄
積
は
そ
れ

ほ
ど
多
く
は
な
く
、
関
心
を
寄
せ
る
研
究
者
も
い
ま
だ
一
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

以

下
、
各
時
代
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　

早
く
は
玉
村
竹
二
氏
に
よ
る
通
字
研
究
が
あ
り
、
古
代
の
氏
族
や
籍
帳
研
究
の
一
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（
7
）

環

と
し
て
も
人
名
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
古
代
の
人
名
研
究
を
中
世
人
名
研
究

に
架
橋
し
、
研
究
史
上
画
期
的
な
位
置
を
占
め
る
の
が
、
飯
沼
賢
司
氏
の
「
人
名
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

考
ー
中
世
の
身
分
・
イ
エ
・
社
会
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
人
名
を

史
料
と
見
な
し
、
そ
こ
に
投
影
さ
れ
る
社
会
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
と
い
う
視
角
か

ら
、
古
代
的
人
名
体
系
の
崩
壊
と
中
世
的
人
名
体
系
の
成
立
を
社
会
変
化
と
の
関
係

で
追

究
し
た
も
の
で
、
後
者
が
中
世
的
身
分
体
系
と
中
世
的
「
イ
エ
」
の
成
立
と
対

応

し
て
い
た
こ
と
を
、
き
わ
め
て
ク
リ
ア
ー
に
解
析
し
て
い
る
。
飯
沼
氏
は
そ
の
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

中
世
の
女
性
名
に
つ
い
て
も
分
析
を
加
え
て
い
る
。
中
世
の
村
落
住
民
の
名
前
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

い
て

は
坂
田
聡
氏
と
薗
部
寿
樹
氏
の
研
究
が
あ
り
、
坂
田
氏
は
近
年
の
実
証
的
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

の
成
果
を
踏
ま
え
て
姓
・
苗
字
・
名
前
の
通
史
も
著
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
近
世
で

は
、
筆
者
な
ど
に
よ
る
庶
民
の
襲
名
慣
行
の
研
究
、
今
野
真
氏
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

先
鞭
が
つ
け
ら
れ
た
禁
字
法
令
の
研
究
、
禁
字
を
は
じ
め
と
す
る
幕
藩
権
力
の
名
前

統
制
策
か
ら
君
臣
関
係
や
身
分
格
式
に
迫
る
と
と
も
に
、
武
家
社
会
に
お
け
る
呼
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

名
と
「
家
」
内
秩
序
の
関
係
を
検
討
し
た
近
年
の
堀
田
幸
義
氏
の
研
究
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
武
家
官
位
制
研
究
に
お
い
て
も
名
前
に
関
わ
る
議

論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
成
果
が
出
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
日
本
史
学
界
、
な
か
で
も
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

世
史
の
分
野
に
お
け
る
名
前
へ
の
関
心
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
。
近
世
は
名
前
研

究
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
史
料
は
豊
富
で
あ
り
、
名
前
の
分
析
を
通
じ
て
多
岐
に
わ
た

る
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
可
能
性
を
秘
め
た
研
究
分
野
で
あ
る
の
で
、
今
後
の

研
究
の
進
展
が
待
た
れ
る
。
筆
者
は
、
当
面
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

論
の
観
点
か
ら
名
前
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
さ
て
、
本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
佐
竹
氏
は
、
源
頼
義
第
三
子
義
光
の
孫
の
昌
義

が
「
二
世
紀
に
常
陸
国
久
慈
郡
佐
竹
郷
・
太
田
郷
周
辺
に
本
拠
を
置
き
、
「
佐
竹
」

の

名
字
（
苗
字
）
を
名
乗
っ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
り
、
姓
は
「
源
」
を
称
し
た
。
戦

国
時
代
に
は
北
関
東
の
有
力
大
名
と
な
り
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
、
徳
川
家
康

　
　
よ
し
の
ぶ

の
命
で
義
宣
は
出
羽
国
に
国
替
え
と
な
り
、
初
め
は
安
東
氏
の
本
拠
湊
城
に
入
っ
た

が
、
翌
年
、
秋
田
郡
久
保
田
に
築
城
し
、
藩
政
の
基
礎
固
め
に
努
め
た
。
城
下
町
の

名
が
久
保
田
か
ら
秋
田
に
改
め
ら
れ
る
の
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
で
あ
る
が
、

「久
保
田
藩
」
よ
り
も
「
秋
田
藩
」
の
名
称
の
方
が
一
般
的
に
通
用
し
て
い
る
の
で
、

本
稿
で
は
「
秋
田
藩
」
に
表
記
を
統
一
す
る
。
表
高
は
二
〇
万
五
〇
〇
〇
石
余
、
国

持
大
名
の
格
式
で
、
江
戸
城
の
殿
席
は
代
々
「
大
広
間
詰
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
ま
さ

　
主

た
る
使
用
史
料
は
『
国
典
類
抄
』
で
あ
る
。
本
書
は
九
代
藩
主
佐
竹
義
和
の
命

に
よ
り
文
化
・
文
政
期
に
編
纂
さ
れ
、
藩
政
の
典
例
と
な
る
文
書
・
記
録
を
主
題
別

に
収
録
し
て
お
り
、
佐
竹
家
子
女
の
人
生
儀
礼
に
関
す
る
文
書
・
記
録
も
豊
富
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
。
こ
の
他
、
原
武
男
編
『
新
編
　
佐
竹
氏
系
図
』
、
『
新
訂
　
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

　
（
1
8
）

第
三
巻
を
併
せ
使
用
す
る
。
用
語
と
表
記
に
つ
い
て
断
っ
て
お
く
と
、
「
嫡
出
子
」

は
正
室
腹
の
子
、
「
庶
出
子
」
は
妾
腹
の
子
、
「
嫡
子
」
は
嫡
出
．
庶
出
を
問
わ
ず
嗣

子

に
指
定
さ
れ
た
者
、
「
庶
子
」
は
嫡
子
以
外
の
男
子
を
表
す
。
出
典
註
記
は
、
『
国

典
類
抄
』
は
『
国
』
と
略
記
し
て
、
例
え
ば
＝
ー
四
三
二
」
と
い
う
ふ
う
に
巻
数

と
頁
を
示
し
、
『
新
編
　
佐
竹
氏
系
図
』
は
『
佐
』
と
略
記
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
ず
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
た
だ

　
本
稿
で

は
、
三
代
藩
主
義
処
の
子
女
、
言
い
換
え
れ
ば
四
代
藩
主
義
格
の
兄
弟
・

姉
妹
ま
で
を
主
対
象
と
し
、
問
題
に
よ
っ
て
は
そ
れ
以
降
の
事
例
も
適
宜
取
り
上
げ

る
。
義
格
の
世
代
ま
で
を
一
応
の
区
切
り
と
し
た
の
は
、
そ
れ
以
降
、
養
嗣
子
が
つ

づ
く
た
め
で
あ
る
。
表
1
に
当
該
期
の
佐
竹
家
子
女
の
一
覧
表
を
示
し
た
が
、
こ
の

う
ち
史
料
で
人
生
儀
礼
の
判
明
す
る
者
に
つ
い
て
「
秋
田
藩
佐
竹
家
子
女
の
人
生
儀

礼

と
名
前
一
覧
」
を
作
成
し
、
別
表
と
し
て
末
尾
に
付
し
た
。
以
下
、
こ
れ
に
も
と

つ
い
て

分
析

を
加
え
る
が
、
ま
ず
四
代
ま
で
の
歴
代
藩
主
の
襲
封
事
情
に
つ
い
て
簡

単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
か
ど

　
藩
祖
義
宣
に
は
男
子
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
末
弟
で
一
門
北
家
の
佐
竹
義
廉
の
養

子
と
な
っ
て
い
た
申
（
猿
）
若
丸
を
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
七
月
に
養
嗣
子
（
嫡
子
）

　
　
　
よ
し
な
お

と
し
、
「
義
直
」
と
名
乗
ら
せ
た
が
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
三
月
二
一
日
に
廃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ
た
か

嫡
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
岩
城
貞
隆
（
義
宣
の
次
弟
で
岩
城
家
に
養
子
入
り
し
て
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
た
か

督
相
続
）
の
嫡
子
吉
隆
を
同
年
四
月
二
五
日
に
養
嗣
子
と
し
、
「
義
隆
」
に
改
名
さ
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表1　本稿の対象とする時期の佐竹家子女一覧

父親（養父を含む） 子女の名前 続　柄 生　年 母　親 備　考
　別　表

記号・番号

よししげ

義重
よしのぶ

義宣 嫡子（嫡出） 元亀元年 正室：伊達晴宗女 初代藩主 A①
（1570）

初代藩主義宣
よしなお

義直 養嗣子 慶長17年 義重側室：細谷氏 義宣弟で義宣養嗣子となっ A②
（1612） たが廃嫡

よしたか

同 義隆 養嗣子 慶長14年 岩城貞隆正室：相馬義胤女 2代藩主 A③
（1609）

2代藩主義隆 不明 女子（庶出） 寛永6年 侍妾：多羅尾氏 筑前秋月城主黒田長興室

（1629）

よしおき

同 義眞 庶子（庶出） 寛永10年 同 分家

（1633）

同
よしずみ

義処 嫡子（嫡出） 寛永14年 正室：南佐竹義章女 3代藩主 A④
（1637）

同 千松 庶子（嫡出） 寛永16年 同 1歳で没

（1639）

同 不明 女子（嫡出） 寛永18年 同 11歳で没

（1641）

よしやす

同 義慰 庶子（嫡出） 正保2年 同 29歳で没 B①
（1645）

同
よしなが

義長 庶子（嫡出） 明暦元年 同 分家：佐竹壱岐守家 B②
（1655）

3代藩主義処 吊 女子（嫡出） 寛文8年 正室：出雲松江城主松平直正女 5歳で没 C①
（1668）

かめ

同 亀 女子（嫡出） 寛文10年 同 6歳で没

（1670）

同
よしみつ

義苗 嫡子（嫡出） 寛文11年 同 家督相続前に没 A⑤
（1671）

同 鋳 女子（嫡出） 延宝3年 同 2歳で没 C②
（1675）

同
よしはる

義珍 庶子（嫡出） 延宝5年 同 陸奥中村城主相馬昌胤養子 B③
（1677）

きよ

同 清 女子（嫡出） 延宝7年 同 伊勢久居城主藤堂高通養女

（1679）

いよ

同 ※弥 女子（嫡出） 延宝8年 同 8歳で没 C③
（1680）

同 碧 女子（庶出） 貞享4年 側室：谷氏「お清」 美作津山城主松平長矩室 C④
（1687）

同 茨 女子（庶出） 元禄2年 側室：室谷氏 筑前秋月城主黒田長範室 C⑤
（1689）

同
よしただ

義格 庶子（庶出） 元禄7年 侍妾：布施氏「おりう（隆）」 4代藩主 A⑥

のち嫡子 （1694）

げん

同 源 女子（庶出） 元禄10年 同 7歳で没

（1697）

同 順 女子（庶出） 元禄16年 同 出雲松江城主松平宣維室 C⑥
（1703）

・ 典拠　原　武男編『新編　佐竹氏系図』（加賀谷書店、1973年）。

・ ※を付した3代藩主義処女子「弥」は『新編　佐竹氏系図』では「弁」となっているが、『国典類抄』第1巻所収史料では「弥」となっ

ているので、それを採用した。

・嫡出＝正室腹、庶出＝妾腹、嫡子＝嫡出・庶出を問わず嗣子に指定された男子、庶子＝嫡子以外の男子。
・ 別表記号・番号は「秋田藩佐竹家子女の人生儀礼と名前一覧」に載せた人物に付したもので、Aは嫡子、　Bは庶子、　Cは女子を

示す。同一覧には『国典類抄』所収史料等で人生儀礼の判明する者のみを載せた。
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昆噛左竹家子女の人生儀礼と名前］一・・大藤修

せ
て

い

る
。
義
隆
は
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
二
月
二
六
日
に
遺
領
を
襲
封
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
お
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
や
す

二
代
藩
主
と
な
る
。
彼
に
は
義
眞
（
庶
出
子
）
、
義
処
（
嫡
出
、
嫡
子
）
、
義
慰
（
嫡

　
　
　
　
　
よ
し
な
が

出
、
庶
子
）
、
義
長
（
嫡
出
、
庶
子
）
の
三
人
の
男
子
が
お
り
、
義
処
が
寛
文
一
二

年
（
］
六
七
二
）
二
月
九
日
に
遺
領
を
襲
封
し
て
三
代
藩
主
と
な
る
。
義
処
の
嫡
子

　
　
　
　
　
よ
し
み
つ

は
嫡
出
長
男
の
義
苗
で
あ
っ
た
が
、
襲
封
前
の
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
一
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
は
る

二
八
日
に
死
去
し
、
嫡
出
次
男
の
義
珍
は
す
で
に
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
七
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
た
ね

陸
奥
国
中
村
城
主
相
馬
昌
胤
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
庶
出
三
男
の
千
代
丸
が

嫡
子
と
な
り
、
「
義
格
」
を
名
乗
っ
て
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
八
月
一
二
日
に

遺
領
を
襲
封
、
四
代
藩
主
と
な
っ
て
い
る
。

0
男
子
の
産
育
儀
礼
と
名
前

　

1
　
帯
祝

　
　
　
　
　
よ
し
た
か

　
二
代
藩
主
義
隆
正
室
懐
妊
の
際
に
は
、
「
御
台
様
正
月
よ
り
之
　
御
懐
胎
閏
三
月

十
三

日
　
御
帯
御
祝
」
〔
「
片
岡
宮
内
政
世
日
記
」
寛
永
…
四
年
（
一
六
三
七
）
閏
＝
二

　
（
1
9
）

日
条
〕
と
あ
る
。
帯
祝
は
通
常
、
妊
娠
五
カ
月
目
に
行
わ
れ
、
こ
れ
を
機
に
妊
婦
は

出
産
に
備
え
て
忌
み
の
生
活
に
入
る
が
、
こ
の
場
合
は
正
月
に
懐
妊
し
、
閏
三
月

一
三

日
に
執
行
し
て
い
る
の
で
、
妊
娠
四
カ
月
目
く
ら
い
と
な
る
。
出
生
の
子
は
嫡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
ず
み

子

「徳
千
代
」
（
の
ち
「
徳
寿
丸
」
と
改
名
）
で
、
元
服
し
て
「
義
処
」
を
名
乗
り
、

三
代
藩
主
と
な
っ
た
。

　

こ
の
義
処
襲
封
前
に
「
若
御
前
」
の
最
初
の
懐
妊
が
判
明
し
た
時
に
は
、
仮
帯
結

び
に

際
し
て
飛
脚
で
国
元
に
も
報
知
し
て
い
る
。
仮
帯
は
二
代
藩
主
義
隆
正
室
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

「御
台
」
が
結
び
、
そ
の
後
、
重
臣
の
小
野
崎
大
蔵
内
儀
に
「
御
新
造
様
御
懐
胎
之

帯
」
を
調
え
差
し
上
げ
る
よ
う
命
じ
、
祈
祷
所
の
宝
鏡
院
に
吉
日
を
選
定
さ
せ
、
帯

に
加
持
祈
祷
を
さ
せ
た
上
で
正
式
の
帯
祝
を
行
い
〔
「
多
賀
谷
隆
家
御
家
老
勤
中
日
記
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
五
月
四
日
～
六
月
二
二
日
条
〕
、
一
方
国
元
で
は
家
老
の
梅
津

　
　
　
（
2
2
）
　
ひ
き
め

半
右
衛
門
に
墓
目
御
用
を
申
し
付
け
江
戸
に
上
ら
せ
て
い
る
〔
同
前
寛
文
八
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

九
日
条
・
八
月
一
七
日
条
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち

　

こ
の
時
の
生
児
は
女
子
で
「
市
」
と
名
付
け
ら
れ
た
が
、
世
子
正
室
の
最
初
の
懐

妊
で

は
嫡
子
誕
生
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
国
元
に
も
報
知
し
、
墓
目
役
に
は
家

老

を
任
命
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
仮
帯
は
藩
主
の
正
室
が
結
び
、
正
式
の
帯
祝
用
の
腹

帯

は
重
臣
の
妻
に
調
え
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
嫁
・
姑
の
絆
、
主
家
と
家
臣
家
の
女

性

を
通
じ
た
絆
を
強
め
る
契
機
と
な
る
し
、
そ
う
し
た
女
性
相
互
の
連
帯
の
力
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

よ
っ
て
妊
婦
を
守
り
、
新
た
な
生
命
を
迎
え
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

呪
力
に
よ
っ
て
も
妊
婦
と
胎
児
を
守
ろ
う
と
し
た
。
腹
帯
に
加
持
祈
祷
を
し
て
い
る

の

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
呪
力
を
こ
め
る
た
め
で
あ
る
。
宝
鏡
院
は
、
こ
の
例
の
他

に
も
佐
竹
家
の
様
々
な
儀
礼
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
め

　

義
処
正
室
の
二
度
目
の
出
産
も
生
児
は
女
子
で
あ
っ
た
（
亀
）
。
三
度
目
の
出

産
で
よ
う
や
く
待
望
の
嫡
子
が
誕
生
す
る
が
、
そ
の
懐
妊
時
に
は
、
寛
文
一
一
年

（
一
六

七
一
）
九
月
晦
日
、
「
若
御
前
様
当
四
月
よ
り
御
懐
妊
之
由
」
江
戸
よ
り
国
元

に
知
ら
せ
が
あ
り
、
墓
目
役
、
矢
取
役
、
御
膳
奉
役
を
選
任
し
て
翌
月
中
旬
に
江
戸

に
上
ら
せ
る
こ
と
に
決
定
し
て
い
る
〔
「
多
賀
谷
隆
家
家
老
勤
中
日
記
」
寛
文
一
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

九

月
晦
日
条
・
一
〇
月
一
日
条
〕
。
懐
妊
か
ら
六
カ
月
目
く
ら
い
に
国
元
に
知
ら
せ
が

届
い
て
い
る
の
で
、
帯
祝
を
機
に
国
元
に
も
若
御
前
の
懐
妊
を
報
知
し
た
も
の
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
み
つ

わ
れ
る
。
出
生
の
子
は
嫡
子
「
徳
寿
丸
」
（
の
ち
義
苗
）
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
事
例
か
ら
、
藩
主
や
世
子
の
正
室
が
懐
妊
し
た
時
、
い
ま
だ
嫡
子
不
在
で

あ
れ
ば
、
そ
の
誕
生
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
仮
帯
結
び
や
正
式
の
帯
祝
を
機
に
国

元
の

家
中
に
も
報
知
さ
れ
、
国
元
で
は
出
産
儀
礼
を
分
担
す
る
男
性
役
人
を
決
定
し

て

江
戸

に
上
ら
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
妾
の
懐
妊
や
正
室
で
も
嫡
子
誕
生
後
の
懐

妊

に
つ
い
て
は
、
国
元
に
報
知
さ
れ
た
記
録
は
『
国
典
類
抄
』
に
収
め
ら
れ
て
い
な

い
。
出
生
の
子
が
自
動
的
に
は
嫡
子
に
な
ら
な
い
の
で
、
国
元
に
は
報
知
さ
れ
な

か

っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
三
代
藩
主
義
処
ま
で
は
側
室
も
江
戸
藩
邸
に
住
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
み
ね

そ
こ
で
出
産
し
て
い
る
が
、
四
代
藩
主
義
格
と
五
代
藩
主
義
峰
の
側
室
が
国
元
で
出
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産
し
た
際
に
は
男
子
誕
生
で
あ
っ
て
も
家
中
に
は
披
露
さ
れ
ず
、
江
戸
表
・
他
国
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

の
弘
め

も
し
な
い
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
義
峰
側
室
腹
の
仙
寿

丸
誕
生
時
に
は
家
中
に
内
々
に
知
れ
渡
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
祝
賀
し
た
い
と
い
う
声

が
高
ま
っ
た
た
め
、
身
分
を
限
定
し
て
祝
賀
の
登
城
を
許
可
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

　
　
（
2
7
）

て

い
る
。

　
皿
　
誕
生
儀
礼

　
　
　
よ
し
の
ぶ

　
藩
祖
義
宣
が
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
七
月
一
六
日
に
誕
生
し
た
際
に
は
、
二

人

の

男
性
家
臣
が
出
産
と
祝
儀
に
関
わ
っ
て
役
割
分
担
を
し
、
九
人
の
付
人
が
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

ら
れ
て
い
る
〔
「
義
宣
様
元
亀
元
年
七
月
十
六
日
御
誕
生
御
産
処
御
祝
儀
之
覚
」
〕
。
役
割

は

「御
産
母
湯
」
「
御
墓
目
之
役
」
「
御
矢
取
之
役
」
「
御
酌
」
「
御
膳
之
仕
配
」
「
御

膳
之
役
」
「
御
膳
奉
」
「
義
重
様
御
太
刀
・
御
刀
・
御
産
母
衣
・
鶴
・
御
樽
進
上
」
「
御

弓
・
御
馬
進
上
」
な
ど
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
「
御
産
母
湯
」
役
を
「
北
左

衛
門
」
と
い
う
佐
竹
一
門
の
佐
竹
北
家
の
当
主
が
務
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
室
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勿
）

将
軍
の

足
利
義
教
も
嫡
男
誕
生
の
際
に
自
ら
産
所
に
赴
い
て
産
湯
を
注
い
で
い
る
の

で
、
中
世
に
は
産
湯
役
を
男
性
が
務
め
る
の
は
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
近
世
の

佐
竹
家
で
は
、
出
産
の
場
に
お
け
る
男
性
家
臣
の
役
割
は
墓
目
役
と
矢
取

役

に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
産
湯
役
は
女
性
が
担
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

近
世

に
入
る
と
男
性
が
出
産
に
関
わ
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
化
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

　
（
3
0
）

い

る
。
佐
竹
家
に
お
い
て
も
墓
目
役
と
矢
取
役
を
除
い
て
男
性
は
出
産
に
関
与
し
な

く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
三
代
藩
主
義
処
正
室
が
延
宝

三

年
（
一
六
七
五
）
正
月
二
二
日
に
女
子
を
出
産
し
た
際
に
は
、
家
老
の
梅
津
半
右

衛
門
忠
宴
が
立
ち
会
い
、
産
湯
も
か
け
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
生
児
を
梅
津
の
養

子

に
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
自
分
が
生
児
の
父
親
で
あ
る
こ
と
を
示

す
た
め
の
特
例
的
な
行
為
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
出
産
時
に
は
墓
目
が
重
要
な
儀
礼
を
な
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
武
家
の
射
技
の
鳴

矢
に

用
い
る
大
鏑
の
一
種
で
、
墓
目
の
音
響
は
破
邪
・
降
魔
の
呪
力
を
発
現
す
る
と

い
う
信
仰
か
ら
、
安
産
を
祈
っ
て
誕
生
墓
目
を
射
る
の
が
恒
例
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
嫡
子
誕
生
時
の
墓
目
役
は
、
義
重
（
義
宣
父
）
1
1
和
田
安
房
守
、
義
宣
1
1
小
野

崎
越
前
、
義
処
1
1
小
野
崎
甚
三
郎
、
義
苗
‖
梅
津
茂
右
衛
門
で
、
宿
老
・
家
老
ク
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

ス

の
重
臣
が
務
め
て
い
た
こ
と
が
記
録
で
確
認
で
き
る
。
三
代
藩
主
義
処
正
室
が
長

女

と
次
女
を
出
産
し
た
際
も
、
家
老
の
梅
津
半
右
衛
門
と
後
に
家
老
と
な
る
梅
津
茂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

右
衛
門
が
そ
れ
ぞ
れ
墓
目
役
を
務
め
て
い
る
が
、
い
ま
だ
嫡
子
不
在
で
、
そ
の
誕
生

の
可
能
性
が
あ
っ
た
が
故
で
あ
ろ
う
。

　
『
国
典
類
抄
』
所
収
の
庶
子
誕
生
時
の
墓
目
役
に
関
す
る
記
事
は
、
寛
永
一
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

（
一
六
三

九
）
正
月
九
日
に
二
代
藩
主
義
隆
庶
子
の
千
松
が
生
ま
れ
た
時
の
事
例
の

み

で
、
赤
須
三
郎
が
務
め
て
い
る
。
同
人
は
寛
永
年
中
の
＝
番
座
」
「
二
番
座
」
「
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

回
座
」
に
は
列
し
て
お
ら
ず
、
格
式
の
高
い
家
臣
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
千

松

は
正
室
腹
の
子
で
は
あ
る
が
、
兄
で
嫡
子
の
徳
千
代
（
の
ち
義
処
）
誕
生
時
に
は

中
世
以
来
の
宿
老
で
あ
る
小
野
崎
氏
が
墓
目
役
を
務
め
て
い
る
の
に
比
べ
れ
ば
、
同

役
人

の
格
差

は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
男
子
間
の
嫡
庶
の
差
異
の
み
に

も
と
つ
く
の
で
は
な
く
、
生
ま
れ
る
ま
で
は
性
別
は
不
明
で
あ
る
の
で
、
す
で
に
嫡

子
が
い

る
か
、
嫡
子
不
在
で
そ
の
誕
生
の
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
墓

目
役
人
に
格
差
が
つ
け
ら
れ
た
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
嫡
子
不
在
で
あ
っ
て

も
妾
が
出
産
す
る
場
合
は
、
墓
目
役
も
格
下
の
者
が
務
め
た
に
相
違
な
か
ろ
う
。

　
寛
文
＝
年
（
一
六
七
一
）
一
二
月
二
九
日
、
三
代
藩
主
義
処
嫡
子
の
徳
寿
丸
（
の

ち
義
苗
）
誕
生
の
際
に
は
、
当
時
、
江
戸
に
い
た
一
門
四
家
（
佐
竹
北
家
、
佐
竹
南

家
、
佐
竹
東
家
、
佐
竹
西
家
）
の
当
主
が
翌
正
月
三
日
に
出
生
し
た
ば
か
り
の
「
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

君
様
」
に
「
御
肴
代
」
を
献
上
し
〔
「
御
右
筆
所
日
記
」
寛
文
一
二
年
正
月
三
日
条
〕
、

国
元
の
家
老
の
多
賀
谷
左
兵
衛
隆
家
に
対
し
て
は
藩
主
の
直
書
で
も
っ
て
「
御
曹
司

様
御
誕
生
」
の
報
知
を
し
、
家
老
の
梅
津
半
右
衛
門
忠
宴
と
と
も
に
佐
竹
氏
菩
提
寺

の

天

徳
寺
に
参
詣
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
〔
「
多
賀
谷
隆
家
御
家
老
勤
中
日
記
」
寛
文

　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

一
二
年
正
月
九
日
条
〕
。

　

つ
ま
り
、
佐
竹
宗
家
の
嫡
子
誕
生
を
ま
ず
一
門
が
祝
う
と
と
も
に
先
祖
に
報
告
し
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て

い

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
宗
家
嫡
子
は
一
門
と
の
横
の
つ
な
が
り
と
先
祖

と
の
縦
の
つ
な
が
り
を
併
せ
も
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
は
る

　
義
処
庶
子
の
仁
寿
丸
（
の
ち
義
珍
）
が
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
四
月
四
日
に

誕
生

し
た
際
に
は
、
藩
主
直
書
に
よ
る
国
元
へ
の
報
知
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
生
母
で

あ
る
正
室
の
「
御
広
敷
御
番
」
に
詰
め
て
い
た
家
臣
二
人
が
国
元
に
下
っ
て
知
ら

　
　
　
（
3
7
）

せ
て

い

る
が
、
特
に
天
徳
寺
に
参
詣
し
た
こ
と
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
貞
享
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ

（
一
六

八

七
）
四
月
一
九
日
、
義
処
側
室
が
女
子
「
岩
」
を
産
ん
だ
時
は
、
江
戸
家

老
が
書
状
で
国
元
に
報
知
し
、
「
御
祝
儀
飛
脚
差
上
候
義
無
用
之
由
」
指
示
し
て
い

（認
）

る
。　

父
親
は
同
じ
義
処
で
あ
っ
て
も
、
誕
生
し
た
子
が
嫡
子
か
庶
子
・
女
子
か
で
対
応

に
明
ら
か
に
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

皿
　
七
夜
の
儀
礼
と
名
付
け

　
三

代
藩
主
義
処
の
嫡
子
は
七
夜
に
「
徳
寿
丸
」
と
名
付
け
ら
れ
（
の
ち
義
苗
）
、

生
母
の
里
方
の
出
雲
国
松
江
城
主
松
平
出
羽
守
と
一
門
衆
が
集
ま
り
祝
儀
を
催
し
て

い

る
。
た
だ
し
、
祖
父
義
隆
が
徳
寿
丸
誕
生
の
二
四
日
前
に
死
去
し
て
い
た
た
め
、

七

夜
の
祝
儀
は
三
カ
月
半
ほ
ど
た
っ
て
行
っ
て
い
る
〔
「
多
賀
谷
隆
家
御
家
老
勤
中
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

記
」
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
三
月
二
六
日
条
〕
。
五
代
藩
主
義
峰
の
庶
子
も
七
夜
に

「仙
寿
丸
」
と
名
付
け
ら
れ
た
〔
「
今
宮
義
透
家
老
勤
中
日
記
」
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）

　
　
　
　
（
如
）

一
〇
月
四
日
条
〕
。
他
の
名
付
け
時
期
は
記
録
で
確
認
で
き
な
い
。

　
二
代
藩
主
義
隆
の
庶
子
千
代
松
（
の
ち
義
長
）
の
七
夜
の
祝
儀
に
つ
い
て
は
、
比

較
的
詳
し
い
記
録
が
『
国
典
類
抄
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
義
隆

　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
た
ね

母
の

慶
雲
院
（
相
馬
義
胤
女
）
が
重
臣
た
ち
を
振
る
舞
い
、
「
若
殿
様
」
こ
と
義
隆

嫡
子
の
義
処
よ
り
産
婦
の
「
奥
様
」
に
産
着
・
脇
差
・
酒
樽
・
肴
な
ど
を
遣
わ
し
、
「
奥

様
」
よ
り
女
房
衆
に
お
金
、
奥
付
医
者
と
思
わ
れ
る
「
江
春
」
に
銀
子
一
枚
を
下
し
、

「
子
取
り
は
・
」
（
産
婆
）
に
は
、
「
奥
様
」
よ
り
小
袖
、
「
殿
様
」
こ
と
義
隆
よ
り
銀

子
一
〇
枚
、
「
若
殿
様
」
よ
り
銀
子
五
枚
と
布
団
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
下
賜
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

〔「後
藤
裕
道
御
留
守
居
勤
中
日
記
」
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
九
月
一
〇
日
条
〕
。

　
中
世
で
は
医
師
の
出
産
へ
の
関
わ
り
は
産
前
産
後
の
薬
の
調
合
や
異
常
産
へ
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

処
を
任
と
し
て
い
た
と
さ
れ
、
平
常
産
の
介
助
は
産
婆
が
行
っ
て
い
た
の
で
、
右
の

「
江
春
」
も
医
師
だ
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
七

夜
の
祝
儀
で
は
、
出
産
に
関
わ
っ
た
産
婆
や
医
師
お
よ
び
女
房
衆
に
慰
労
の
金
品
が

生
母
や

そ
の
家
族
か
ら
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が
、
右
の
事
例
か
ら
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

千
代
松
の
母
は
一
門
南
家
の
佐
竹
義
章
息
女
で
あ
る
が
、
一
門
衆
の
参
加
は
記
録
さ

れ
て

い

な
い
。
義
苗
と
義
長
で
は
一
世
代
違
う
が
、
あ
る
い
は
嫡
子
と
庶
子
の
差
異

を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

W
　
幼
名
（
童
名
）
の
特
徴

　
（
i
）
嫡
子
の
幼
名

　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
所
収
の
佐
竹
氏
系
図
を
み
る
と
、
鎌
倉
時
代
よ
り
嫡
出
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
あ
つ

第
一
男
子
が
嫡
子
と
な
る
原
則
が
確
立
し
て
お
り
、
藩
祖
義
宣
の
曾
祖
父
義
篤
の
代

か

ら
幼
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
嫡
子
は
代
々
「
徳
寿
丸
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い

る
。
嫡
出
の
長
男
子
は
、
誕
生
時
か
ら
将
来
佐
竹
宗
家
を
継
ぐ
存
在
で
あ
る
こ
と
を

名
前
で
内
外
に
表
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
二
代
藩
主
義
隆
の
嫡
子
は
、
初
め
「
徳
千
代
」
と
命
名
さ
れ
〔
「
片
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

政
世

日
記
」
寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）
八
月
二
一
日
条
〕
、
七
歳
の
袴
着
儀
礼
に
際
し

て

「徳
寿
丸
」
と
改
め
て
い
る
〔
「
国
事
要
略
」
寛
永
二
〇
年
（
一
六
四
三
）
二
月
一
四

　
（
4
4
）

日
条
〕
。
出
生
時
に
「
徳
寿
丸
」
と
命
名
し
な
か
っ
た
理
由
は
不
明
だ
が
、
佐
竹
氏

が
徳

川
氏
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
最
初
に
誕
生
し
た
嫡
子
で
あ
る
の
で
、
あ
る
い
は

時
の
将
軍
家
光
の
幼
名
「
竹
千
代
」
と
佐
竹
宗
家
先
祖
代
々
の
幼
名
を
合
わ
せ
て

「
徳
千
代
」
と
名
付
け
、
主
君
で
あ
る
徳
川
将
軍
お
よ
び
先
祖
双
方
と
の
絆
を
示
そ

う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
七
歳
の
袴
着
を
機
に
佐
竹
宗
家
先
祖
代
々
の
幼
名
を

襲
名
し
た
の
は
、
先
祖
と
の
関
係
を
よ
り
強
く
意
識
し
た
故
な
の
か
、
こ
れ
ま
た
定

か
で

は
な
い
。
徳
川
将
軍
家
で
は
周
知
の
よ
う
に
、
家
康
の
幼
名
「
竹
千
代
」
が
嫡
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子
名
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
佐
竹
宗
家
の
嫡
子
は
領
国
の
統
治
者
と
な
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い

る
の
で
、
「
徳
寿
丸
」
と
い
う
幼
名
に
は
、
将
来
有
徳
の
君
主
と
な
り
長
寿
を
全
う

す
る
よ
う
に
と
い
う
願
望
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
く
、
佐
竹
氏
の
君
主
理

念

が
示

さ
れ
て
い
よ
う
。
『
新
編
　
佐
竹
氏
系
図
』
所
収
の
佐
竹
一
門
の
系
図
を
み

る
と
「
徳
寿
丸
」
と
命
名
さ
れ
た
人
物
は
見
当
た
ら
ず
、
宗
家
嫡
子
の
幼
名
は
一
門

に
と
っ
て
憧
る
べ
き
特
別
の
名
前
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
他
の
家

臣
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
養
子
を
と
っ
て
嫡
子
に
す
る
か
庶
子
を
途
中
で
嫡
子
に
し
た
場
合
は
、
幼
け
れ
ば

幼
名
を
「
徳
寿
丸
」
に
改
め
、
成
長
し
て
い
れ
ば
宗
家
嫡
子
の
元
服
後
の
通
称
で
あ

る
「
次
郎
」
を
称
さ
せ
、
他
氏
か
ら
迎
え
た
養
子
で
あ
れ
ば
実
名
を
佐
竹
氏
の
通
字

で

あ
る
「
義
」
を
組
み
込
ん
で
改
名
さ
せ
る
措
置
を
と
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
5
）

　

佐
竹
宗
家
の
嫡
子
は
成
人
ま
で
は
家
臣
た
ち
か
ら
「
御
曹
司
様
」
と
呼
ば
れ
る
。

三

代
藩
主
義
処
の
庶
子
千
代
丸
（
の
ち
義
格
）
は
嫡
子
義
苗
が
死
去
し
た
た
め
嫡
子

と
な
り
、
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
年
＝
月
一
五
日
、
七
歳
の
紐
解
儀
礼
に
際

し
て
江
戸
・
国
元
の
家
臣
た
ち
に
披
露
さ
れ
、
「
千
代
丸
様
」
を
以
後
「
御
曹
司
様
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
と
の
命
が
な
さ
れ
て
い
る
〔
「
御
右
筆
処
御
日
記
」
元
禄
一
三
年
＝

　
　
　
　
（
4
6
）

月
二
六
日
条
〕
。
義
処
は
前
年
、
下
国
発
駕
前
に
公
儀
に
千
代
丸
を
嫡
子
に
す
る
こ

と
を
申
し
出
て
許
可
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
伴
い
、
生
母
の
妾
「
お
り
う
（
隆

引
用
者
註
ご
は
「
お
町
の
つ
ぼ
ね
（
局
　
引
用
者
註
）
」
に
移
っ
た
〔
「
後
藤
祐
寿
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
σ
）

本

方
勤
中
日
記
」
元
禄
一
二
年
八
月
三
日
条
〕
。
元
禄
一
五
年
七
月
一
三
日
に
は
、
「
御

曹

司
様
御
母
儀
故
」
、
「
お
袋
様
」
と
唱
え
る
よ
う
江
戸
勤
番
諸
士
へ
仰
せ
渡
し
が
な

さ
れ
て
い
る
〔
「
御
右
筆
処
御
日
記
」
元
禄
一
五
年
七
月
一
三
日
条
、
「
山
方
泰
護
御
大
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

頭
勤
中
日
記
」
同
年
七
月
二
七
日
条
、
「
田
崎
秀
満
日
記
」
同
年
七
月
二
九
日
条
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ゅ
サ
つ

　

こ
の
呼
称
の
変
更
は
、
「
御
姫
様
か
た
」
〔
義
処
六
女
「
岩
」
と
同
七
女
「
久
」
で
あ

　
（
4
9
）

ろ
う
〕
と
「
壱
岐
守
」
〔
二
代
藩
主
義
隆
の
庶
子
義
長
で
、
分
家
大
名
と
な
る
〕
が
「
図
書
頭
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
た
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぶ
た
ね

〔義
処
の
庶
子
義
珍
で
、
陸
奥
国
中
村
城
主
相
馬
昌
胤
の
養
嗣
子
と
な
り
叙
胤
に
改
名
〕
に

相
談
し
た
う
え
で
「
御
前
」
（
義
処
正
室
）
に
仰
せ
上
げ
た
結
果
で
あ
り
〔
「
山
方
泰

護

御
大
番
頭
勤
中
日
記
」
同
前
条
〕
、
藩
主
が
決
め
た
こ
と
で
は
な
い
。
奥
勤
め
の
女

性
の
身
分
に
関
わ
る
事
柄
は
正
室
が
決
定
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
千

代
丸

を
嫡
子
に
し
「
御
曹
司
様
」
と
呼
称
を
変
え
る
こ
と
は
表
の
領
域
の
決
定
事
項

で

あ
り
、
藩
主
が
決
定
権
を
も
つ
。
千
代
丸
の
呼
称
変
更
か
ら
一
年
八
カ
月
も
た
っ

て

生
母

の

呼
称
変
更
が
な
さ
れ
た
の
は
、
「
表
」
と
「
奥
」
の
意
思
決
定
権
者
の
違

い
に
よ
ろ
う
。

　
他
出
し
た
親
族
男
性
が
相
談
を
受
け
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。
奥
向
の
こ
と
に

つ
い
て

佐
竹
家
内
部
の
男
性
に
相
談
す
る
と
、
表
の
領
域
か
ら
の
介
入
に
つ
な
が
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
相
談
相
手
と
し
て
は
、
血
縁
者
で
あ
り
な
が
ら
佐
竹
家
か
ら
出

て

い

る
男
性
の
ほ
う
が
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
（
‥
1
1
）
庶
子
の
幼
名

　
表
2
に
中
世
末
期
～
近
世
前
半
期
に
お
け
る
佐
竹
家
庶
子
の
幼
名
嫡
子
一
覧
を
示

し
た
。
嫡
子
の
幼
名
は
代
々
襲
名
さ
れ
先
祖
と
の
つ
な
が
り
が
表
示
さ
れ
た
の
に
対

し
、
庶
子
の
幼
名
は
個
別
的
で
、
先
祖
と
の
系
譜
関
係
は
示
さ
れ
な
い
。
父
親
に
よ
っ

て

特
色
が
あ
り
、
父
親
個
人
と
し
て
の
願
望
や
意
向
・
好
み
が
投
影
し
て
い
る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
全
体
的
に
長
寿
を
願
っ
て
「
寿
」
「
鶴
」
「
松
」
「
千
」
「
千
代
」
「
仙
」
を
用
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
じ
き
　
　
　
　
の
う
け

名
前
が
多
い
が
、
義
重
は
特
徴
的
な
名
前
を
付
け
て
い
る
。
「
喝
食
丸
」
「
能
化
丸
」

は
寺
院
・
仏
教
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
、
「
喝
食
」
は
禅
宗
・
律
宗
寺
院
の
侍
童
の
呼

称
、
「
能
化
」
は
師
と
し
て
他
を
教
化
で
き
る
者
で
、
主
と
し
て
仏
菩
薩
を
指
す
。

系
図
を
み
る
と
中
世
の
佐
竹
氏
は
庶
子
を
仏
門
に
入
ら
せ
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い

の

で
、
出
家
さ
せ
る
こ
と
を
予
定
し
た
名
付
け
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は

他
家
を
継
ぐ
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
、
喝
食
丸
は
陸
奥
国
白
川
城
主
白
川
義
親
の
養
嗣

子

と
な
っ
て
実
名
「
義
勝
」
を
名
乗
り
、
能
化
丸
は
豊
臣
秀
吉
の
命
に
よ
り
、
陸
奥

国
平
城
主
岩
城
常
隆
の
跡
を
継
い
で
実
名
「
貞
隆
」
を
名
乗
る
。

　

岩
城
貞
隆
は
嫡
子
に
自
分
の
幼
名
と
同
じ
「
能
化
丸
」
と
命
名
、
こ
の
能
化
丸
は
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表2　中世末期～近世前半期における佐竹家庶子の幼名一覧

父親 庶子の幼名（生年　嫡出・庶出の別　元服後の実名）

義篤 菊寿丸（庶出　早世）、乙寿丸（1543　庶出　義昌）

義昭 鶴寿丸（1550　嫡出　義尚）

義重 喝食丸（1557　嫡出　義勝）、能化丸（1583　嫡出　貞隆）

申（猿）若丸（1612　庶出　義直）

義隆（2代藩主） 所化丸（1633　庶出　義箕）、千松（1639　嫡出　早世）

松之助（1645　嫡出　義慰）千代松（1655　嫡出　義長）

義処（3代藩主） 仁寿丸（1677　嫡出　義珍）、千代之助（のち千代丸　1694　庶出　義格）

義峰（5代藩主） 仙寿丸（1731　庶出　早世）

・典拠「新訂　寛政重修諸家譜』第3巻、原
・ 幼名の記されていない者は省いた。

武男編『新編　佐竹氏系図』。

竹
壱
岐
守
家
か
ら
宗
家
に
養
子
に
入
り
五
代
藩
主
と
な
っ
た
義
峰
は
、

に
つ
い
て
国
元
の
祈
祷
所
宝
鏡
院
に
諮
問
し
、
答
申
を
受
け
て
自
己
の
幼
名
と
同
じ

「仙
寿
丸
」
と
命
名
し
て
い
る
〔
「
今
宮
義
透
御
家
老
勤
中
日
記
」
享
保
一
六
年
（
一
七
三
こ

　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

九

月
二
九
日
・
晦
日
条
〕
。
義
篤
は
末
子
に
「
乙
寿
丸
」
と
命
名
し
て
い
る
が
、
「
乙
」

は

「
末
」
を
表
す
。
庶
子
は
成
人
名
に
改
め
る
ま
で
は
家
臣
の
記
録
で
は
「
幼
名
＋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

様
」
で
表
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
日
常
の
呼
び
名
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

一
二
歳

で
父
の

遺
領
を
継
ぎ
、
元

服

し
て
実
名
を
「
昌
隆
」
と
名
乗

り
、
の
ち
に
「
吉
隆
」
と
改
め
た

が
、
佐
竹
宗
家
当
主
義
宣
の
養
嗣

子
と
な
っ
て
「
義
隆
」
と
改
名
し
、

　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
け

妾

腹
の

長
男
に
「
所
化
丸
」
、
正

室
腹
の
次
男
に
は
既
述
の
よ
う
に

最

初
「
徳
千
代
」
、
の
ち
佐
竹
宗

家
嫡
子
名
の
「
徳
寿
丸
」
と
命
名

し
、
後
者
は
三
代
藩
主
義
処
と
な

る
。
「
所
化
」
も
仏
語
で
、
仏
菩

薩
な
ど
に
よ
り
教
化
さ
れ
る
修
行

僧
を
指
し
、
当
初
は
出
家
さ
せ
る

こ
と
を
予
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
実
際
に
は
分
知
し
て
分
家

　
　
　
　
　
　
よ
し
お
き

さ
せ
、
実
名
「
義
實
」
を
名
乗
ら

せ
て

い
る
。

　
庶
子
が
父
の
幼
名
を
襲
名
し
た

例

も
あ
る
。
二
代
藩
主
義
隆
の
庶

子
義
長
が
分
家
し
て
創
設
し
た
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
庶
子
の
幼
名

V
　
産
屋
明
の
儀
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ぶ
や
あ
き

　

産
婦
が
産
の
忌
を
終
え
産
屋
か
ら
出
て
平
常
の
生
活
に
戻
る
産
屋
明
は
、
男
子
出

産
時
に

つ
い
て
は

二
例
確
認
で

き
る
。
一
例
は
三
代
藩
主
義
処
正
室
が
嫡
子
徳
寿
丸

（
の

ち
義
苗
）
を
出
産
し
た
時
の
も
の
で
、
二
二
日
目
に
行
っ
て
い
る
が
、
「
御
曹
司

様
御
誕
生
正
月
二
十
日
二
御
産
屋
よ
り
　
御
台
様
被
為
　
出
」
〔
「
梅
津
忠
宴
御
家
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

勤
中
日
記
」
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
正
月
二
〇
日
条
〕
と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

儀
礼
の

内
容
は
不
明
で
あ
る
。
も
う
一
例
は
二
代
藩
主
義
隆
正
室
が
庶
子
千
代
松

（の
ち
義
長
）
を
出
産
し
た
時
の
も
の
で
、
二
一
日
目
に
産
屋
明
と
な
っ
て
い
る
が
、

家
老
・
留
守
居
の
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
（
A
）
　
「
御
台
様
二
十
一
夜
過
候
而
表
へ
御
出
被
　
成
、
　
慶
雲
院
様
（
義
隆
母

　
　
　
　

引
用
者
註
）
御
祝
儀
之
御
振
舞
御
座
候
、
拙
者
方
こ
も
御
酒
肴
被
下
候
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
　
　
〔
「
梅
津
忠
国
御
家
老
勤
中
日
記
」
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
九
月
二
四
日
条
。

　
　
　
　
読
点
は
引
用
者
が
付
し
た
。
以
下
同
〕

　
（
B
）
　
「
奥
様
こ
て
御
枕
直
之
御
悦
有
、
何
も
御
肴
進
上
申
候
、
従
　
奥
様
何
も

　
　
　
　
江

御
樽
肴
被
下
候
、
私
共
江
も
蕨
樽
弐
荷
被
下
候
」
〔
「
後
藤
祐
道
御
留
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
　
　
　

居
勤
中
日
記
」
明
暦
元
年
九
月
二
四
日
条
〕

　
（
A
）
は
「
表
へ
御
出
被
　
成
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
単
に
産
屋
の
外
に
出
る

と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
大
名
の
江
戸
藩
邸
は
大
名
家
族

の

私
的
な
生
活
空
間
で
女
中
衆
の
勤
め
る
「
奥
」
と
、
公
務
を
行
う
「
表
」
の
空
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
べ

と
が
区
画
さ
れ
て
い
た
。
三
代
藩
主
義
処
正
室
が
女
子
「
鍋
」
を
出
産
し
た
時
の
産

屋
明
で
は

　
（
C
）
　
「
御
台
様
御
機
嫌
能
今
日
表
之
御
座
敷
江
被
為
出
、
御
火
合
之
御
祝
儀
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
　
　
之
」
〔
「
梅
津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
二
月
六
日
条
〕

　
と
あ
る
の
で
、
「
奥
」
の
空
間
に
設
け
ら
れ
た
産
屋
か
ら
「
表
」
の
空
間
に
出
て
、

表
座
敷
で
祝
儀
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
祝
儀
を
主
催
し
た
の
は
藩
主
の

母
、
言
い
換
え
れ
ば
産
婦
の
姑
で
あ
っ
た
こ
と
が
（
A
）
か
ら
知
ら
れ
る
。
（
B
）
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で

は
そ
れ
を
「
御
枕
直
之
御
悦
」
、
（
C
）
で
は
「
御
火
合
之
御
祝
儀
」
と
表
現
し
て

お

り
、
後
者
に
お
い
て
は
藩
主
を
除
く
家
族
と
親
族
・
重
臣
た
ち
が
参
加
し
た
こ
と

が
続
け
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
産
婦
は
産
藏
を
伝
染
さ
せ
な
い
た
め
に
産
屋
に
入
っ
て
い
る
時
は
別
火
で
調
理
し

た
物
を
食
す
る
が
、
産
稜
の
忌
が
明
け
る
と
、
同
じ
火
で
調
理
し
た
物
を
家
族
・
親

族
・
重
臣
た
ち
と
共
食
す
る
火
合
わ
せ
と
、
稜
れ
た
枕
を
清
浄
な
枕
に
替
え
る
枕
直

し
の
儀
礼
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、
以
上
の
事
例
か
ら
判
明
す
る
。
注
目
さ
れ
る
の

は

藩
主

の
参
加
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
産
の
忌
が
明
け
た
と
は
い
え
、

産
婦
に
は
い
ま
だ
産
稜
が
残
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
、
藩
主
は
接
触
を
避

け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
千
代
松
出
産
の
際
は
、
二
一
日
目
の
産
屋
明
の
儀
礼
を
済
ま
せ
た
後
、
二
日
後
に

産
婦
の
「
奥
様
」
よ
り
奥
の
「
御
奉
公
之
衆
」
全
員
に
吸
い
物
が
振
る
舞
わ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

る
〔
「
後
藤
祐
道
御
留
守
居
勤
中
日
記
」
明
暦
元
年
九
月
二
六
日
条
〕
。
産
屋
明
の
儀
礼

が
表
座
敷
で
催
さ
れ
る
な
ら
ば
、
当
然
、
奥
女
中
た
ち
は
参
加
で
き
な
い
。
そ
こ
で

後
日
、
奥
女
中
衆
へ
の
振
る
舞
い
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

W
　
宮
参
と
箸
初

（
i
）
宮
参

本
稿
の

対
象
と
す
る
時
期
で
は
男
子
の
宮
参
に
つ
い
て
三
例
確
認
で
き
る
。

（
A
）
　
二
代
藩
主
義
隆
庶
子
の
千
代
松
（
の
ち
義
長
）
は
誕
生
か
ら
三
二
日
目
に

　
　
　
神
田
明
神
へ
参
詣
〔
「
梅
津
忠
国
御
家
老
勤
中
B
記
」
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）

　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
　
一
〇
月
五
日
条
〕
。

（
B
）
　
三
代
藩
主
義
処
嫡
子
徳
寿
丸
（
の
ち
義
苗
）
の
場
合
は
、
祖
父
義
隆
死
去

　
　
　
後
の
忌
中
の
た
め
誕
生
か
ら
三
カ
月
半
ほ
ど
た
っ
て
七
夜
の
祝
い
を
し
、

　
　
　
そ
れ
か
ら
五
日
目
に
神
田
明
神
へ
参
詣
〔
「
御
記
録
所
御
日
記
」
寛
文
二

　
　
　
年
（
＝
ハ
七
一
）
三
月
＝
ハ
日
麓

（
C
）
　
義
処
庶
子
仁
寿
丸
（
の
ち
義
珍
）
は
誕
生
か
ら
五
〇
日
目
に
神
田
明
神
に

　
　
　
　
参
詣
〔
「
梅
津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
五
月
二
三

　
　
　
　
　
（
9
5
）

　
　
　
　
日
条
〕
。

　
（
D
）
　
義
処
庶
子
千
代
之
助
（
の
ち
義
格
）
は
誕
生
か
ら
三
カ
月
余
た
っ
た
元
禄

　
　
　
　
八
年
（
一
六
九
五
）
三
月
一
三
日
、
浅
草
鳥
越
明
神
へ
参
詣
〔
「
八
島
朝

　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
　
　
　
見
取
纏
」
〕
。

　
（
B
）
は
忌
中
の
た
め
に
宮
参
が
遅
れ
て
い
る
が
、
他
の
事
例
で
も
時
期
は
一
定

し
て
い
な
い
。
参
詣
対
象
は
（
A
）
（
B
）
（
C
）
で
は
神
田
明
神
で
あ
る
。
そ
れ
は

当
時
、
上
屋
敷
が
神
田
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
神
田
上
屋
敷
は
延
宝

八
年
（
一
六
八
〇
）
に
焼
失
し
た
。
そ
の
た
め
藩
主
と
そ
の
家
族
は
浅
草
の
下
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

に
移
り
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
下
谷
に
上
屋
敷
を
与
え
ら
れ
た
。
下
谷
屋
敷

　
　
　
　
（
6
2
）

に
生
ま
れ
た
（
D
）
千
代
之
助
は
浅
草
鳥
越
明
神
へ
参
詣
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
が

嫡
子
に
な
る
と
神
田
明
神
と
浅
草
観
音
へ
の
参
詣
を
行
い
〔
「
山
方
泰
護
御
大
番
頭
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

中
日
記
」
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
一
一
月
二
六
日
条
〕
、
五
代
藩
主
義
峰
の
養
嗣
子

よ
し
か
た

義
堅
死
後
、
義
堅
の
男
子
左
吉
が
嗣
子
に
な
っ
た
時
も
、
佐
竹
宗
家
の
嫡
子
名
「
徳

寿
丸
」
に
改
め
た
う
え
で
神
田
明
神
と
鳥
越
明
神
へ
参
っ
て
い
る
〔
「
田
崎
秀
満
徳
寿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

丸
様
御
付
御
頭
役
勤
中
江
戸
詰
日
記
」
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
九
月
二
七
日
条
〕
。
神

田
上
屋
敷
か
ら
移
住
し
た
の
ち
も
嫡
子
は
神
田
明
神
へ
参
詣
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
嫡
子
と
し
て
の
儀
礼
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
宮
参
の
際
の
お
供
の
身
分
・
人
数
に
も
嫡
子
と
庶
子
で
は
大
き
な
格
差
が
あ
っ
た
。

（
B
）
と
（
C
）
の
場
合
は
日
記
に
行
列
編
成
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

義
処
嫡
子
徳
寿
丸
の
宮
参
行
列
は
、
お
供
衆
が
九
グ
ル
ー
プ
に
編
成
さ
れ
、
家
老
の

梅
津
与
左
衛
門
以
下
江
戸
藩
邸
の
惣
家
中
が
参
加
し
、
威
容
を
誇
る
陣
容
に
な
っ
て

い

る
。
対
し
て
義
処
庶
子
仁
寿
丸
の
そ
れ
は
三
グ
ル
ー
プ
編
成
で
、
生
母
正
室
の
付

人
、
祖
母
に
当
た
る
二
代
藩
主
義
隆
後
室
（
未
亡
人
）
光
聚
院
の
付
人
、
お
よ
び
叔

父

に
当
た
る
分
家
大
名
佐
竹
壱
岐
守
義
長
の
付
人
を
中
心
と
す
る
陣
容
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
将
来
「
御
家
」
の
主
と
な
る
嫡
子
の
宮
参
は
家
中
挙
げ
て
の
「
御
家
」
の
行

事
と
し
て
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
庶
子
の
そ
れ
は
親
族
主
催
の
行
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中
世
の
公
家
・
武
家
の
成
育
儀
礼
は
、
髪
型
と
服
装
を
大
人
の
そ
れ
に
近
づ
け
て

い

く
「
髪
置
」
（
頭
髪
を
伸
ば
し
始
め
る
儀
式
）
、
「
袴
着
」
、
「
帯
直
」
（
紐
付
き
の

小
袖
を
脱
ぎ
、
付
け
紐
の
な
い
小
袖
を
着
て
帯
を
締
め
る
儀
式
で
、
帯
解
と
か
紐
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

と
も
言
う
）
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
近
世
に
入
っ
て
か
ら
一
八

世
紀

初
頭
ま
で
の
佐
竹
家
と
徳
川
将
軍
家
に
お
け
る
男
子
の
成
育
儀
礼
の
一
覧
を
表

3
、
4
に
示
し
て
お
い
た
が
、
こ
れ
を
み
る
と
、
近
世
の
徳
川
将
軍
家
と
大
名
佐
竹

家
も
そ
の
伝
統
を
踏
襲
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
木
謙
一
氏
に
よ
れ
ば
、
髪
置

は
中
世
で
は
公
家
は
二
歳
、
武
家
は
三
歳
の
＝
月
の
吉
日
を
選
ん
で
行
っ
て
い
た

の

が
、
近
世
で
は
公
家
・
武
家
と
も
に
三
歳
の
＝
月
一
五
日
に
行
う
よ
う
に
な
り
、

袴
着
と
帯
直
は
古
く
は
男
女
と
も
に
三
歳
か
ら
八
歳
頃
ま
で
に
行
い
、
期
日
も
一
定

し
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
近
世
以
降
、
五
歳
ま
た
は
七
歳
の
＝
月
一
五
日
に
行
う

　
　
　
　
　
　
　
（
路
）

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

1

成
育
儀
礼
の
構
成
と
実
施
年
齢
・
月
日

②
男
子
の
成
育
儀
礼
と
名
前

事
と
し
て
簡
素
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
・
1
1
）
箸
初

　
は
し
ぞ
め

　
箸
初
の
儀
礼
が
確
認
で
き
る
の
は
、
二
代
藩
主
義
処
庶
子
仁
寿
丸
〔
「
梅
津
忠
宴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

御
家
老
勤
中
日
記
」
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
八
月
一
二
日
条
〕
、
五
代
藩
主
義
峰
庶
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

仙
寿
丸
〔
「
大
越
貞
国
御
家
老
勤
中
日
記
」
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
二
月
六
日
条
〕

の

二
例
の
み
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
一
二
九
日
目
に
行
っ
て
い
る
。
前
者
の
時
は
江

戸
家
老
の
梅
津
半
右
衛
門
忠
宴
も
祝
儀
に
参
加
し
、
国
元
に
い
た
家
老
梅
津
茂
右
衛

門
と
、
当
時
家
老
で
は
な
い
も
の
の
家
老
筋
の
家
柄
で
あ
っ
た
梅
津
与
左
衛
門
も
祝

儀
の
肴
を
献
上
し
て
い
る
。
た
だ
嫡
子
の
箸
初
の
記
録
が
み
え
な
い
の
で
、
嫡
庶
で

差
異
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

表3　佐竹家所生男子の成育儀礼一覧　（）内の数字は年齢

人　物 生年月日 髪　置 袴着・帯直 下帯（揮）召初 備　考

2代藩主義隆嫡子徳千代 寛永14年（1637） 寛永16年11月15日 寛永20年2月14日 正保2年11月16日 元服（10）

（嫡出　義処　A④） 8月21日
（3） （7） （9）

徳寿丸に改名

同庶子千代松 明暦元年（1655） 明暦3年11月15日
（嫡出　義長　B②） 9月4日

（3）

3代藩主義処嫡子徳寿丸 寛文11年（1671） 延宝元年11月15日 延宝5年2月23日 延宝7年2月24日 元服（11）

（嫡出　義苗　A⑤） 12月29日 （3） （7） （9）

同庶子仁寿丸 延宝5年（1677） 延宝6年12月2日 天和元年4月9日 元服・帯直・

（嫡出　義珍　B③） 4月4日
（2） （5） 中剃（7）

同庶子（のち嫡子）千代之助 元禄7年（1694） 元禄9年11月27日 元禄13年11月15日 元禄15年6月19日 元服（16）

（庶出　義格　A⑥） 12月11日 （3） （7） （9）

髪置・袴着同時 紐解・嫡子成披露

千代丸に改名

・ 別表「秋田藩佐竹家子女の人生儀礼と名前一覧」に基づく。

・17世紀における佐竹家所生の男子のうち史料で成育儀礼の確認できる者のみを掲げた。
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表4　徳川将軍家所生男子の成育儀礼一覧　（）内の数字は年齢

人　物 生年月日 髪　置 袴　着 備　考

3代将軍家光嫡子竹千代 寛永18年（1641） 寛永20年正月11日 正保2年正月3日 元服（5）、中剃（8）

（庶出　家綱） 8月3日
（3） （5）

同庶子長松（庶出　綱重） 寛永21年（1644） 正保3年正月11日 慶安元年正月11日 中剃（7）、元服（10）

5月24日
（3） （5）

同庶子徳松（庶出　綱吉） 正保3年（1646） 正保4年11月27日 慶安3年正月26日 元服（8）

正月8日
（2） （5）

6代将軍家宣庶子（のち 宝永6年（1709） 宝永7年7月25日 正徳3年正月4日 元服（5）、同年4月

嫡子）鍋松（庶出　家継） 7月3日
（2） （5） 2日将軍宣下

「幕府酢胤伝」（『徳川諸家系譜』第2巻、続群書類従完成会、1974年）による。

18世紀初頭までの徳川将軍家所生男子のうち上記系譜に成育儀礼が記載されている者のみを掲げた。

　
で

は
、
佐
竹
家
と
徳
川
将

軍

家
で
は
ど
う
で
あ
っ
た

か
。
髪
置
は
佐
竹
家
で
は
五

人
中
四
人
が
三
歳
、
二
歳
は

一
人

の

み
、
徳
川
家
で
は
二

歳
と
三
歳
が
二
人
ず
つ
、
袴

着
は
佐
竹
家
で
は
七
歳
が
多

く
、
徳
川
家
で
は
全
員
五
歳

で

あ
る
。
し
か
し
、
実
施
月

日
は
一
一
月
一
五
日
に
定
例

化

し
て
は
い
な
い
。
二
木
氏

の

言

わ
れ
る
よ
う
な
定
例
化

は
い
つ
頃
成
立
し
て
い
る
の

か
、
階
層
・
男
女
・
嫡
庶
の

差

異
を
踏
ま
え
て
検
討
を
要

し
よ
う
。
徳
川
将
軍
家
男
子

の

成
育
儀
礼
の
実
施
年
齢
は

概
し
て
早
く
、
元
服
も
幼
少

の

う
ち
に
実
施
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
幕
藩
制
国
家
の

最
高
権
力
を
担
っ
て
い
た
た

め
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
政

治
的
企
図
か
ら
所
生
の
男
子

を
早
く
社
会
的
に
「
成
人
」

さ
せ
る
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
佐
竹
家
で
は
元
服
前
の
九
歳
で
下
帯
（
揮
）
召
初
の
儀
礼
を
し
て
お
り
、
一
七

世
紀
段
階
の
佐
竹
家
男
子
の
成
育
儀
礼
は
「
三
歳
髪
置
↓
七
歳
袴
着
・
帯
直
↓
九
歳

下

帯
召
初
」
を
基
本
と
し
、
嫡
子
は
こ
の
通
り
に
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
庶
子
に
つ

い
て

は
例
外
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
三
代
藩
主
義
処
庶
子
の
仁
寿
丸
は
二
歳
で
髪

置
、
五
歳
で
袴
着
、
七
歳
で
元
服
・
帯
直
・
中
剃
（
頭
の
中
央
部
だ
け
髪
を
取
り
去

る
儀
式
）
を
し
、
義
処
庶
子
の
千
代
之
助
は
三
歳
で
髪
置
と
袴
着
を
同
時
に
行
い
、

嫡
子
と
な
っ
た
の
ち
に
七
歳
で
「
紐
解
」
（
帯
直
）
を
し
、
家
中
へ
の
嫡
子
成
の
披

露

を
行
っ
て
い
る
。
庶
子
は
嫡
子
が
異
な
る
年
齢
で
段
階
的
に
行
っ
て
い
た
儀
礼
を

同
時
に
済
ま
せ
て
、
儀
礼
執
行
の
手
間
と
費
用
を
省
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
な
お
、
千
代
之
助
は
髪
置
・
袴
着
の
際
に
「
千
代
丸
」
に
改
め
、
二
代
藩
主
義
隆

嫡
子
徳
千
代
は
七
歳
で
袴
着
・
帯
直
を
行
い
「
徳
寿
丸
」
に
改
め
て
い
る
が
、
こ
れ

は
例
外
的
な
改
名
で
あ
り
、
後
で
述
べ
る
成
人
儀
礼
の
一
環
と
し
て
の
改
名
と
は
性

格
を
異
に
す
る
。

皿
　
儀
礼
の
執
行
役
人

　
三

代
藩
主
義
処
嫡
子
徳
寿
丸
の
髪
置
御
用
は
、
「
御
代
々
之
御
嘉
例
御
北
之
家
二

而
被
相
勤
候
二
付
」
一
門
北
家
当
主
の
佐
竹
左
衛
門
、
「
代
々
御
祝
儀
相
勤
候
二
付
」

太
田

九
郎
左
衛
門
が
御
用
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
太
田
は
当
時
「
赤
津
」
の
苗
字
を
名

乗
っ
て
い
た
が
、
太
田
の
苗
字
で
代
々
祝
儀
を
勤
め
て
き
た
故
、
太
田
で
勤
め
〔
「
梅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
一
〇
月
二
二
日
条
〕
、
ま
た
袴
着

に
お
い
て
も
両
人
が
水
干
着
用
役
を
勤
め
て
い
る
〔
「
梅
津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
二
月
二
三
日
条
〕
。

　
一
方
、
義
処
庶
子
千
代
之
助
の
場
合
は
、
同
時
に
行
っ
た
髪
置
・
袴
着
の
御
用
は
「
子

共
多
く
持
目
出
度
者
と
て
」
大
嶋
介
兵
衛
が
勤
め
て
い
る
〔
「
後
藤
祐
寿
御
本
方
勤
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

日
記
」
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
一
二
月
一
九
日
条
〕
。

　
嫡
子
の
儀
礼
で

は
先
例
を
重
視
し
、
佐
竹
宗
家
の
嘉
例
を
務
め
て
き
た
由
緒
の
あ

る
家
の
者
を
役
人
に
任
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
庶
子
の
儀
礼
で
は
縁
起
を
か
つ
い
で

場
当
た
り
的
に
役
人
を
選
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
祝
儀
も
嫡
子
の
そ
れ
は
盛
大

に
行
わ
れ
、
義
処
嫡
子
徳
寿
丸
の
袴
着
儀
礼
後
の
「
御
祝
詞
之
御
振
舞
」
に
は
「
御
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客
」
と
し
て
親
類
の
出
羽
亀
田
藩
主
岩
城
重
隆
嫡
子
権
之
介
、
幕
臣
の
神
尾
若
狭
守

（御
使
番
）
、
神
尾
市
左
衛
門
（
新
御
番
頭
）
、
神
尾
伊
右
衛
門
（
市
左
衛
門
件
）
、
能

勢
市
十
郎
（
新
御
番
頭
）
、
千
本
兵
左
衛
門
（
御
使
番
）
、
土
屋
平
十
郎
、
鈴
木
喜
右

衛
門
（
御
台
所
頭
）
、
鈴
木
宇
右
衛
門
（
喜
右
衛
門
件
）
、
そ
れ
に
侍
医
と
思
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

三

人
も
招
か
れ
て
い
る
〔
「
梅
津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
延
宝
五
年
三
月
七
日
条
〕
。

③
男
子
の
成
人
儀
礼
と
名
前

1

成
人
儀
礼
の
構
成
と
実
施
年
齢
・
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
や
き

　
成
人

男
子
の
象
徴
は
身
体
面
で
は
烏
帽
子
を
か
ぶ
る
加
冠
、
前
髪
を
取
っ
て
月
代

を
し
た
髪
型
、
振
袖
を
普
通
の
長
さ
の
袖
に
留
め
る
「
袖
留
」
、
名
前
の
面
で
は
幼

名
を
改
め
て
実
名
と
通
称
を
名
乗
る
こ
と
で
あ
る
が
、
近
世
大
名
家
の
男
子
の
場
合

は
将
軍
に
初
御
目
見
得
し
て
主
従
関
係
を
結
び
、
官
位
叙
任
を
受
け
る
こ
と
が
重
要

な
意
味
を
も
つ
。

　
（
i
）
佐
竹
家
の
場
合

　
表

5
に
佐
竹
家
男
子
の
成
人
儀
礼
を
一
覧
表
に
し
て
示
し
た
。
こ
れ
を
み
る
と
、

佐
竹
家
で
は
身
体
・
名
前
の
面
で
の
成
人
儀
礼
と
時
期
的
に
連
続
し
て
将
軍
へ
の
初

御

目
見
得
と
官
位
叙
任
儀
礼
、
嫡
子
・
藩
主
の
場
合
は
加
え
て
初
入
部
儀
礼
を
行
っ

て

お

り
、
後
者
も
成
人
儀
礼
の
一
環
を
成
し
て
い
る
。
ま
た
成
育
・
成
人
儀
礼
の
一

環

と
し
て
手
習
初
、
読
書
初
、
弓
初
、
兵
法
初
、
切
合
初
、
馬
稽
古
初
な
ど
の
文
武

の

稽
古
初
を
行
っ
て
い
る
（
別
表
A
⑥
義
格
の
例
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
つ
ま
り
、

男
子
の
成
人
儀
礼
は
身
体
的
儀
礼
、
改
名
儀
礼
、
政
治
的
儀
礼
、
文
武
修
練
儀
礼
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
の
ぶ

　
戦

国
時
代
に
生
ま
れ
育
っ
た
義
宣
は
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
二
月
、
一
三
歳

で
元
服
し
て
い
る
が
、
そ
の
末
弟
で
元
和
七
年
（
一
⊥
ハ
ニ
一
）
七
月
に
義
宣
の
養
嗣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
な
お

子
と
な
っ
た
申
（
猿
）
若
丸
は
同
年
七
月
七
日
、
一
〇
歳
で
元
服
し
て
実
名
「
義
直
」
、

通

称
「
彦
次
郎
」
改
め
、
同
年
二
月
一
四
日
に
将
軍
徳
川
秀
忠
に
初
御
目
見
得

し
て
い
る
。
義
直
廃
嫡
後
、
岩
城
吉
隆
が
寛
永
三
年
（
＝
ハ
ニ
六
）
四
月
二
五
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
た
か

一
六
歳
で
義
宣
の
養
嗣
子
と
な
る
と
、
翌
二
六
日
に
実
名
を
「
義
隆
」
に
改
め
た
う

え
で
二
七
日
に
は
将
軍
家
光
と
大
御
所
秀
忠
に
初
御
目
見
得
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
ず
み

　

二
代
藩
主
義
隆
嫡
子
義
処
以
下
は
佐
竹
家
所
生
の
男
子
で
、
嫡
子
・
庶
子
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
は
ん
　
　
な
の
り
ぞ
め

に
成
人
儀
礼
の
最
初
に
は
元
服
（
加
冠
）
や
御
判
・
名
乗
初
（
花
押
の
使
用
と
実

名
の
名
乗
り
を
始
め
る
儀
式
）
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
年
齢
は
嫡
子
は

九
、
一
〇
、
＝
歳
、
庶
子
は
七
、
一
三
、
一
四
歳
と
ま
ち
ま
ち
で
、
い
ず
れ
も
肉
体
的

な
成
人
年
齢
と
さ
れ
て
い
た
一
五
歳
未
満
で
行
っ
て
い
る
。
三
代
藩
主
義
処
庶
子
仁

寿
丸
が
最
も
早
く
七
歳
で
元
服
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
来
、
帯
直
・
中
剃
の
後
に

行
う
べ
き
元
服
を
同
時
に
済
ま
せ
て
手
間
と
費
用
を
省
い
た
た
め
で
あ
り
、
幼
名
か

ら
成
人
名
（
実
名
・
通
称
）
へ
の
改
名
は
一
六
歳
と
元
服
か
ら
間
隔
が
空
い
て
い
る
。

こ
れ
を
例
外
と
す
れ
ば
嫡
子
の
方
が
庶
子
よ
り
も
早
く
元
服
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
よ
し
や
す

　
義
隆
庶
子
義
慰
以
外
は
全
員
、
実
名
の
名
乗
初
を
し
て
間
も
な
く
将
軍
へ
の
初
御

目
見
得
を
済
ま
し
、
そ
の
後
、
一
六
～
一
九
歳
で
袖
留
や
前
髪
取
が
な
さ
れ
、
そ
の

前
後
に
官
位
叙
任
を
受
け
て
い
る
。
嫡
子
・
庶
子
と
も
中
剃
や
前
髪
取
を
し
た
際
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

髪
は
国
元
に
運
ば
れ
て
、
佐
竹
氏
の
氏
神
を
祭
る
八
幡
宮
へ
納
め
ら
れ
た
。

　
大
友
一
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
将
軍
へ
の
初
御
目
見
得
を
済
ま
さ
な
い
う
ち
は
武
家
社

会

に
お
い
て
一
人
前
扱
い
は
さ
れ
ず
、
年
中
行
事
に
お
い
て
家
臣
か
ら
十
分
な
祝
い

を
受
け
ら
れ
ず
、
対
外
的
な
交
際
も
制
約
さ
れ
、
嫡
子
・
藩
主
の
将
軍
へ
の
初
御
目

見
得
は
対
外
的
な
活
動
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
乗
出
」
と
称
し
た
と
い

（4
7
）

う
。
こ
の
指
摘
に
従
え
ば
、
佐
竹
家
に
お
け
る
男
子
の
成
人
儀
礼
の
あ
り
方
は
、
将

軍
へ
の
初
御
目
見
得
を
早
く
済
ま
せ
て
幕
藩
制
国
家
の
公
儀
の
一
員
と
し
て
認
め
ら

れ

る
必
要
か
ら
、
そ
の
前
提
条
件
の
元
服
・
名
乗
初
は
若
年
で
行
い
、
服
装
・
髪
型

に
関
わ
る
成
人
儀
礼
の
袖
留
や
前
髪
取
は
そ
の
あ
と
肉
体
的
な
成
長
を
待
っ
て
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

た

も
の
、
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
幕
府
へ
の
縁
組
許
可
申
請
も
元
服
・
名
乗
初
↓
将
軍
へ
の
初
御
目
見
得
↓
官
位
叙
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表5　佐竹家男子の成人儀礼一覧　（）内の数字は年齢

　　　　　よしのぶ
○義重嫡子義宣（嫡出　初代藩主　幼名「徳寿丸」A①）

元服：天正10年2月（13）〔実名「義宣」、通称「次郎」〕→襲封（生前相続）：天正14年（17）→従四位下・侍従・右京大夫：

天正18年12月23日（21）→転封（常陸国→出羽国）：慶長7年（33）→従四位上・左近衛権中将：寛永3年8月29日（59）
　　　　　　　　　　　よしなお
○初代藩主義宣養嗣子義直（義重庶子　庶出　幼名「申（猿）若丸」A②）

義宣養嗣子：元和7年7月（10）→元服：同年7月7日〔実名「義直」　通称「彦次郎」〕→乗出（将軍秀忠に初御目見得）：同

年11月14日→廃嫡：寛永3年3月21日（15）
　　　　　　よしたか
○義宣養嗣子義隆（岩城貞隆嫡子　嫡出　幼名「能化丸」A③）

岩城貞隆の遺領襲封：元和6年（12）→名乗初：同年閏12月18日〔実名「昌隆」のち「吉隆」　通称「四郎次郎」〕→従5位下・

修理大夫：寛永元年12月29日（16）→佐竹義宣養嗣子：寛永3年4月25日（18）→実名を「義隆」に改名：同年4月26日→

乗出（将軍家光・大御所秀忠に初御目見得）：同年4月27日→従四位下・侍従：同年8月28日→遺領襲封：寛永10年2月26

日（25）→家督御礼（将軍家光へ）：同年3月28日→家督後初入部：同年5月27日→婚礼：同年7月28日〔正室：南佐竹義章女〕

→左近衛権少将：寛文6年12月28日（58）
　　　　　　　　　　よしずみ
02代藩主義隆嫡子義処（嫡出　幼名「徳千代」のち「徳寿丸」A④）

元服：正保3年7月28日（10）〔実名「義処」　通称「次郎」〕→乗出（将軍家光に初御目見得）：同年8月12日→袖留：承応元

年11月15日（16）→従四位下・右京大夫：承応3年12月26日（18）→縁組：明暦2年4月13日（20）→結納：同年5月6

日→初入部：同年6月19日→婚礼：寛文元年4月26日（25）〔正室：出雲国松江城主松平直政女〕→侍従任官：寛文9年12月

25日（33）→遺領襲封：寛文12年2月9日（36）2月9日（36）→家督御礼（将軍家綱へ）：同年2月21日→家督後初入部：

同年6月→左近衛権少将：元禄11年12月9日（62）
　　　　　よしやす
○義隆庶子義慰（嫡出　幼名「松之助」　B①）

名乗初：明暦3年11月15日（13）〔実名「義慰」〕→袖留：万治3年11月15日（16）→名改：寛文8年3月3日（24）〔松之

助を通称「玄蕃」に改名〕→没：寛文13年4月20日（29）

○義隆庶子義長（嫡出　幼名「千代松」　B②）

御判・名乗初：寛文8年9月22日（14）〔実名「義知」　通称「左近」〕→将軍家綱へ初御目見得：同年→袖留：寛文10年11月

10日（16）→従五位下・左近将監：同年12月28日（21）→壱岐守：延宝4年12月16日（22）〔実名を「義長」に改名〕→婚礼：

延宝6年12月13日（24）〔正室：陸奥国中村城主相馬昌胤女〕→分家：元禄14年2月11日（47）〔新田2万石分知〕
　　　　　　　　　よしみつ
03代藩主義処嫡子義苗（嫡出　幼名「徳寿丸」A⑤）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　よししげ
元服：天和元年2月23日（11）〔実名「義林」　通称「次郎」〕→乗出（将軍綱吉に初御目見得）：同年4月11日→従四位下：貞

享元年12月25日（14）→修理大夫：同年12月28日→縁組：貞享2年2月25日（15）→袖留：貞享3年H月12日（16）→結納：

貞享4年6月3日（17）→前髪取：同年12月晦日→婚礼：元禄2年2月11日（19）〔正室：和歌山城主徳川光貞女〕→初入部：

元禄7年6月24日（21）→名改：元禄9年12月28日（26）〔実名を「義苗」と改名〕→没：元禄12年6月18日（29）
　　　　　よしはる
○義処庶子義珍（嫡出　幼名「仁寿丸」B③）

元服・帯直・中剃：天和3年11月27日（7）→名改：元禄5年11月2日（16）〔実名「義珍」　通称「求馬〕→将軍綱吉に初御目見得：

同年12月15日→袖留・額直：元禄7年8月13日（18）→前髪取：元禄8年6月22日（19）→養子成：元禄9年7月25日（20）
　　　　　　　　　まさたね　　　　　　　　　　のぶたね
〔陸奥国中村城主相馬昌胤養子　実名を叙胤に改名〕→従五位下・図書頭：同年12月22日→婚礼：元禄10年正月15日（21）〔正

室：相馬昌胤女〕

　　　　　　　　　　　よしただ
○義処庶子（のち嫡子）義格（庶出　幼名「千代之助」のち「千代丸」　A⑥）

御判・名乗初：元禄15年12月11日（9）〔実名「義格」〕→乗出（将軍綱吉に初御目見得）：元禄16年4月1日（10）〔「千代丸」

を通称「源次郎」に改名〕→遺領襲封：同年8月12日→家督御礼（将軍綱吉へ）：同年8月28日→従四位下・侍従1宝永5年

12月18日（15）→大膳大夫：同年12月19日→束帯召初：宝永6年5月1日（16）→表へ出初：同年6月27日→袖留・額直：

同年7月19日→前髪取：同年11月6日→初入部：正徳元年5月19日（18）→没：正徳5年7月19日（22）

・ 別表「秋田藩佐竹家子女の人生儀礼と名前一覧」に基づく。
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【秋田藩佐竹家子女の人生儀礼と名前］・・…大藤修

任
を
済
ま
せ
た
の
ち
に
行
っ
て
い
る
。
婚
姻
儀
礼
は
「
縁
組
」
（
幕
府
か
ら
縁
組
許

可
）
↓
「
結
納
」
↓
「
婚
礼
」
と
い
う
三
段
階
か
ら
成
り
、
各
成
人
儀
礼
の
前
後
に

行
わ

れ
、
］
九
歳
～
二
五
歳
で
婚
礼
を
挙
げ
て
い
る
。

　

佐
竹
家
の
正
室
は
義
宣
の
代
ま
で
は
岩
城
家
、
大
橡
家
、
伊
達
家
、
那
須
家
、
多

賀
谷
家
な
ど
常
陸
ま
た
は
近
隣
の
下
野
・
陸
奥
の
国
人
領
主
家
や
大
名
家
か
ら
迎
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

ら
れ
て
お
り
、
戦
国
期
特
有
の
婚
姻
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
が
幕
藩
体
制

下

に
お
い
て
は
大
き
く
様
変
わ
り
す
る
。
初
代
藩
主
義
宣
嫡
子
義
隆
正
室
は
一
門
佐

竹
南

家
の
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
二
代
藩
主
義
隆
嫡
子
義
処
は
松
江
城
主
松
平
家
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
し
げ
　
　
　
　
よ
し
み
つ

ら
、
三
代
藩
主
義
処
嫡
子
義
林
（
の
ち
義
苗
）
は
和
歌
山
城
主
徳
川
家
か
ら
正
室
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
な
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
た
ね

迎
え
て
い
る
。
義
隆
庶
子
義
長
は
、
陸
奥
中
村
城
主
相
馬
昌
胤
息
女
と
婚
姻
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
は
る

ち
に
分
家
し
て
佐
竹
壱
岐
守
家
を
創
設
。
義
処
庶
子
義
珍
は
、
相
馬
昌
胤
の
養
子
と

な
り
、
そ
の
息
女
と
婚
姻
し
て
家
督
を
相
続
し
た
。

　
　
　
　
　
よ
し
た
だ

　
四
代
藩
主
義
格
は
婚
姻
前
に
死
去
し
た
が
、
以
降
の
歴
代
藩
主
は
、
婚
姻
後
に
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
は
る

家
大
名
の
佐
竹
壱
岐
守
家
か
ら
宗
家
に
入
っ
て
家
督
を
継
い
だ
七
代
義
明
と
、
一
二

　
よ
し
た
か

代
義
尭
（
陸
奥
相
馬
家
か
ら
壱
岐
守
家
に
養
子
入
り
、
家
女
と
婚
姻
後
佐
竹
宗
家
を

継

ぐ
）
以
外
は
、
非
一
族
の
有
力
大
名
家
か
ら
正
室
を
迎
え
て
い
る
。
婚
姻
相
手
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
ま
さ

筑
前
黒
田
家
（
五
代
義
峰
正
室
）
、
加
賀
前
田
家
（
六
代
義
真
）
、
土
佐
山
内
家
（
八

　
よ
し
あ
つ
　
　
　
　
　
よ
し
ち
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
ま
さ

代
義
敦
、
一
一
代
義
睦
）
、
下
総
堀
田
家
（
九
代
義
和
）
、
越
中
富
山
前
田
家
（
一
〇

　
よ
し
ひ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

代
義
厚
）
と
全
国
に
わ
た
っ
て
い
る
。

　
戦

国
期
に
あ
っ
て
は
同
盟
や
停
戦
の
手
段
と
し
て
近
隣
の
有
力
大
名
家
や
国
人
領

主

家

と
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
が
、
幕
藩
制
下
に
お
い
て
は
格
式
を
重
視
し
て

徳

川
御
三
家
、
徳
川
家
門
・
譜
代
大
名
家
、
外
様
国
持
大
名
家
と
婚
姻
が
結
ば
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

婚
姻
圏
は
全
国
に
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

　
嫡
子
の
婚
姻
儀
礼
は

「御
家
」
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
『
国
典
類
抄
』
第
一

巻
所
収
の

関
係
記
録
は
き
わ
め
て
詳
細
で
あ
る
。
婚
姻
は
姻
戚
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
形
成
す
る
の
み
な
ら
ず
、
祝
宴
・
贈
答
儀
礼
を
通
じ
て
将
軍
、
幕
府
重
役
、
大

奥
、
諸
大
名
家
と
の
関
係
を
密
に
し
、
家
中
の
結
束
を
固
め
る
契
機
と
も
な
る
。
婚

姻
儀
礼

は
嫡
子
本
人
に
と
っ
て
も
「
御
家
」
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
た

の

で
あ
る
。

　
（
”
1
1
）
徳
川
将
軍
家
の
場
合

　
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
徳
川
将
軍
家
男
子
の
成
人
儀
礼
は
表
6
の
通
り
で
あ
る
。

元
服
年
齢
は
家
康
一
五
歳
、
秀
忠
一
二
歳
、
家
光
一
七
歳
で
、
秀
忠
と
家
光
は
官
位

叙
任
↓
元
服
を
経
て
将
軍
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
家
光
の
男
子
三
人
は
幼
年
で

元
服

し
、
同
時
に
初
官
位
叙
任
を
受
け
、
成
長
後
に
袖
留
や
前
髪
取
な
ど
を
し
て
い

る
。①

家
光
嫡
子
竹
千
代
は
四
歳
で
実
名
「
家
綱
」
を
名
乗
り
、
五
歳
で
袴
着
に
続
け
て

元
服

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
将
軍
家
光
が
病
気
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
、
世
子
の
成
人

儀
礼
を
急
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
家
綱
は
一
一
歳
で
将
軍
に
就
任
し
、
そ
の
後

　
　
　
　
ひ
た
い
な
お
し
　
　
す
み

に
一
六
歳
で
額
直
（
額
の
角
の
髪
を
剃
る
儀
式
）
と
袖
留
、
一
九
歳
で
前
髪
取
を
行
っ

て

い
る
。

②
家
光
庶
子
の
長
松
と
徳
松
は
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
歳
と
八
歳
で
元
服
し
、
実
名
「
綱

重
」
　
「
綱
吉
」
を
名
乗
り
、
綱
重
は
袖
留
（
一
三
歳
）
↓
袖
直
（
一
五
歳
）
↓
前
髪

取

（
一
七

歳
）
を
経
て
一
九
歳
で
分
家
し
て
甲
斐
国
府
中
藩
主
と
な
り
、
一
方
綱
吉

は
一
六
歳
で
分
家
し
て
上
野
国
館
林
城
主
と
な
っ
た
の
ち
に
袖
留
（
一
六
歳
）
、
前

髪
取
（
一
七
歳
）
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
早
く
大
名
に
取
り
立
て
徳
川
一
門
を

拡
大
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
幼
年
の
う
ち
に
元
服
と
実
名
の
名
乗
初
を
行
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

③
六
代
将
軍
家
宣
の
嫡
子
と
な
っ
た
鍋
松
は
、
四
歳
の
時
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）

一
〇

月
一
四
日
に
家
宣
が
死
去
す
る
と
、
翌
日
か
ら
「
上
様
」
と
称
さ
れ
、
同
月

一
八

日
、
代
替
御
礼
を
請
け
、
一
二
月
二
五
日
に
は
実
名
「
家
継
」
を
名
乗
っ
て
従

二
位
・
権
大
納
言
叙
任
を
受
け
、
翌
年
正
月
四
日
に
袴
着
、
三
月
二
六
日
に
元
服
を

行
っ
た
う
え
で
同
年
四
月
二
日
、
将
軍
に
就
く
が
、
八
歳
で
死
去
し
た
。
徳
川
宗
家

の

家
督
相
続
か
ら
将
軍
就
任
ま
で
五
カ
月
半
も
間
隔
が
空
い
て
い
る
の
は
、
将
軍
に

な
る
前
提
と
し
て
成
人
儀
礼
を
済
ま
せ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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表6　徳川将軍家男子の成人儀礼一覧　（）内の数字は年齢

○初代将軍家康（幼名「竹千代」）

元服：弘治2年正月15日（15）〔実名「元信」　通称「次郎」〕→実名を「元康」に改名：弘治3年（16）→実名を「家康」に改

名：永禄6年8月（22）→従五位下・三河守：永禄9年12月29日（25）…　　→征夷大将軍・右大臣：慶長8年2月12日（62）

○家康庶子（のち嫡子）秀忠（庶出　幼名「長松」のち「竹千代」）

従五位下・武蔵守：天正15年8月8日（9）→正五位下：天正16年正月5日（10）→元服井従四位・侍従：天正18年正月15日（12）

〔実名「秀忠」〕→左少将：天正19年10月（13）→右中将・参議：同年11月8日→従三位・権中納言：天正20年9月9日（14）

…　　→正二位・征夷大将軍・内大臣：慶長10年4月16日（27）

02代将軍秀忠嫡子家光（嫡出　幼名「竹千代」）

従三位：元和6年正月5日（17）→正三位：同年正月7日→権大納言：同年正月11日→元服：同年9月7日（実名「家光」）→

右近衛大将・右馬寮御監：元和9年3月15日（20）→正二位・征夷大将軍・内大臣：同年7月27日

03代将軍家光嫡子家綱（庶出　幼名「竹千代」）

名乗初：正保元年12月17日（4）〔実名「家綱」〕→袴着：正保2年正月3日（5）→元服井従三位・権大納言：同年4月23日（5）

→正三位：同年同月同日→中剃：慶安元年3月（8）→正二位・征夷大将軍・右近衛大将・右馬寮御監・内大臣：慶安4年8月

18日（11）→右大臣：承応2年8月12日（13）→額直・袖留：明暦2年5月3日（16）→前髪取：万治2年4月28日（19）

○家光庶子綱重（庶出　幼名「長松」）

中剃：慶安3年11月25日（7）→元服井従三位・右中将・左馬頭：承応2年8月12日（10）〔実名「綱重」〕→袖留：明暦2年

5月3日（13）→袖直：万治元年12月13日（15）→前髪取：万治3年12月25日（17）→分家（甲斐国府中城主）：万治4年

閏8月9日（19）

○家光庶子綱吉（庶出　幼名「徳松」）

元服井従三位・近衛中将・右馬頭：承応2年8月12日（8）〔実名「綱吉」〕→分家（上野国館林城主）：寛文元年（1661）8月9

日（16）→袖留：同年12月9日→前髪取：寛文2年12月18日（17）…　　→正二位・征夷大将軍・右近衛大将・右馬寮御監・

内大臣1延宝8年8月21日（35）

06代将軍家宣庶子（のち嫡子）家継（庶出　幼名「鍋松」）

代替御礼請：正徳2年10月18日（4）→名乗初井従二位・権大納言：同年12月25日〔実名「家継」〕→袴着：正徳3年正月4日（5）

→元服：同年3月26日→正二位・征夷大将軍・右近衛大将・右馬寮御監・内大臣叙任：同年4月2日→没：正徳6年4月晦日（8）

　
ぱ

鐘㌫増蟻竃儲
禍

膿剖
誠

ニ
ニ

ロ
し
　
　
　

系
譜
す

府
系
示

幕

記

を

川
上
と

徳

ち
こ

「
う
た

ビ
の
し

巻
子
略

2
男
省

第
生
を

』
所
任

譜
家
叙

系
軍
位

家
将
官

諸
川
の

川
徳
間

徳
の
の

π

で

そ

ヨ
ま
ま

伝

頭

」

胤

初
↓

酢
紀
．

府
世
．

幕
8
・

「
　
－
　
「

　

こ
れ
以
降
も
、
将
軍
家
の
嫡
子
は
、
紀
州
藩
主
吉
宗

の

八
代
将
軍
就

任
に
伴
い
将
軍
世
子
と
な
っ
た
家
重
が

一
五
歳

で
、
一
〇
代
将
軍
家
治
の
養
嗣
子
と
な
っ
た
家

斉

が
一
〇
歳
で
元
服
し
て
い
る
他
は
、
五
歳
で
元
服
す

る
の
が
恒
例
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
家
綱
の
五
歳
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

服
が
先
例
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
将
軍
家
に
あ
っ

て

は
、
男
子
の
元
服
を
大
名
佐
竹
家
に
お
け
る
よ
り
も

さ
ら
に
幼
年
で
執
り
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上

の

佐

竹
家
と
徳
川
将
軍
家
の
事
例
か
ら
、
「
公

儀
」
の
家
と
し
て
幕
藩
制
国
家
の
公
権
を
担
う
将
軍
家

と
大
名
家
に
あ
っ
て
は
、
男
子
の
元
服
（
加
冠
）
と
実

名
名
乗
初
は
肉
体
的
な
成
長
と
は
無
関
係
に
政
治
的
日

程
に
よ
っ
て
執
行
時
期
が
決
め
ら
れ
、
本
来
、
加
冠
と

一
体
化
し
て
い
た
袖
留
・
前
髪
取
は
肉
体
的
成
長
を
待
っ

て

行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

将
軍
家
や
大
名
家
の
男
子
の
「
成
人
」
は
、
政
治
的
・

社
会
的
な
成
人
範
疇
と
肉
体
的
な
成
人
範
疇
に
分
化
し

て

い

る
わ
け
で
あ
る
（
こ
れ
に
文
武
の
能
力
的
成
人
範

鴫
を
加
え
て
も
よ
か
ろ
う
）
。
と
り
わ
け
嫡
子
は
政
治
的
・

社
会
的
成
人
化
が
急
が
れ
て
い
る
。

　
家
継
は
数
え
五
歳
で
将
軍
と
な
っ
た
が
、
肉
体
的
・

精
神
的
に
は
幼
年
で
あ
っ
て
も
、
将
軍
就
任
の
前
提
と

し
て
実
名
名
乗
初
、
官
位
叙
任
、
袴
着
、
元
服
を
行
っ

て

お
り
、
政
治
的
・
社
会
的
に
は
「
成
人
」
し
た
存
在

と
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
室
町
時
代

の

足
利
将
軍
家
で
も
元
服
を
し
た
の
ち
に
将
軍
宣
下
を

受
け
て
い
る
。
二
木
謙
一
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
元
服
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と
い
う
儀
礼
が
、
為
政
者
た
る
将
軍
の
資
格
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

ら
で
あ
ろ
う
」
と
解
釈
さ
れ
る
。

　
村
落
社
会
で
は
、
男
子
は
一
人
前
の
労
働
能
力
を
備
え
領
主
と
村
に
労
役
義
務
を

担
う
よ
う
に
な
る
一
五
歳
を
境
に
画
一
的
に
子
供
か
ら
大
人
に
移
行
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
政
治
権
力
を
担
う
武
家
男
子
の
「
成
人
」
は
、
そ
れ
と
は
意
味
合
い
を
ま
っ

た
く
異
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

皿
　
元
服

　

武
家
の
元
服
儀
礼
に
お
い
て
最
も
重
要
な
役
割
を
担
う
の
は
烏
帽
子
を
か
ぶ
ら
せ

る
加
冠
役
で
あ
る
。
佐
竹
家
に
お
け
る
加
冠
役
は
、
記
録
で
確
認
で
き
る
限
り
で
は
、

二
代
藩
主
義
隆
嫡
子
徳
寿
丸
（
の
ち
義
処
）
の
元
服
時
に
は
一
門
北
家
当
主
の
佐
竹

　
　
よ
し
ち
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
∀

河
内
義
親
が
〔
「
田
崎
秀
叙
日
記
」
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
七
月
二
八
日
条
〕
、
三
代

藩
主
義
処
嫡
子
徳
寿
丸
（
の
ち
義
苗
）
の
元
服
時
は
北
家
当
主
佐
竹
左
衛
門
義
明
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

〔「
梅
津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
二
月
二
一
二
日
条
〕
、
義
処
庶

子
仁
寿
丸
（
の
ち
義
珍
）
の
元
服
時
は
小
野
崎
藤
兵
衛
が
〔
「
真
崎
隆
紀
御
家
老
勤
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

日
記
」
天
和
三
年
＝
月
二
七
日
条
〕
、
そ
れ
ぞ
れ
務
め
て
い
る
。

　
小
野
崎
家
も
名
門
で
は
あ
る
が
、
一
門
の
佐
竹
北
家
に
比
べ
れ
ば
格
下
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
嫡
子
と
庶
子
で
は
加
冠
役
の
格
式
に
格
差
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な

み

に
、
徳
川
将
軍
家
で
は
世
子
元
服
時
の
加
冠
役
は
、
家
綱
以
降
、
譜
代
大
名
筆
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

す
な
わ
ち
将
軍
家
筆
頭
家
臣
の
井
伊
家
当
主
が
代
々
務
め
て
い
る
。

　
儀
礼
の

規
模

に
も
格
差
が
認
め
ら
れ
る
。
三
代
藩
主
義
処
嫡
子
徳
寿
丸
の
元
服
の

儀
式
に

は
、
親
類
大
名
家
の
出
羽
国
亀
田
藩
岩
城
家
（
二
代
藩
主
義
隆
実
家
）
と
出

雲

国
松
江
藩
松
平
家
（
義
処
正
室
実
家
）
か
ら
の
来
客
、
分
家
親
族
の
佐
竹
壱
岐
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
お
き

義
長
（
義
隆
庶
子
）
と
佐
竹
四
郎
三
郎
義
眞
（
義
隆
庶
子
）
、
家
老
他
の
重
臣
、
侍

医
な
ど
も
出
席
し
、
「
此
外
諸
士
群
参
」
し
て
祝
い
、
祝
儀
の
饗
宴
に
は
幕
府
の
御

使
番
、
新
御
番
頭
な
ど
を
勤
め
る
旗
本
と
そ
の
子
弟
一
〇
人
も
招
か
れ
て
い
る
〔
「
梅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
天
和
元
年
二
月
二
一
二
日
条
〕
。
対
し
て
義
処
庶
子
仁
寿
丸
の

元
服
式
に
は
、
加
冠
役
な
ど
の
役
を
務
め
る
家
臣
の
他
は
家
族
と
分
家
親
族
し
か
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
路
）

席
し
て
い
な
い
〔
「
真
崎
兵
庫
御
家
老
勤
中
日
記
」
天
和
三
年
＝
月
二
七
日
条
〕
。

　
嫡
子
の
元
服
は
家
中
挙
げ
て
の
「
御
家
」
の
行
事
と
し
て
な
さ
れ
、
対
外
的
な
お

披
露

目
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
庶
子
の
そ
れ
は
身
内
の
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
判

明
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
義
宣
は
常
陸
時
代
に
佐
竹
氏
の
氏
神
を
祀
る
八
幡
宝
殿
に
お
い
て
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

服
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
〔
「
御
記
録
処
御
書
物
」
〕
。
秋
田
移
封
に
伴
い
八
幡
宮
も
秋
田

に
移
さ
れ
た
が
、
義
処
嫡
子
徳
寿
丸
が
江
戸
屋
敷
で
元
服
す
る
際
に
は
書
院
上
壇
床

台
に
秋
田
よ
り
八
幡
宮
を
勧
請
し
、
神
前
に
お
い
て
儀
式
を
執
行
し
て
い
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

確
認
で
き
る
〔
「
梅
津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
天
和
元
年
二
月
二
一
二
日
条
〕
。
先
述
し

た
よ
う
に
、
切
り
取
っ
た
髪
も
国
許
の
八
幡
宮
に
奉
納
し
て
お
り
、
佐
竹
家
男
子
の

成
人
儀
礼
に
お
い
て
は
氏
神
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
八
幡
宮
は

平
安
時
代
末
以
降
、
源
氏
の
氏
神
と
な
っ
た
が
、
佐
竹
氏
は
「
当
家
は
頼
義
将
軍
の

後
胤
な
り
、
嫡
子
八
幡
太
郎
義
家
、
次
男
加
茂
次
郎
義
綱
、
三
男
新
羅
三
郎
義
光
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

号
す
、
・
…
義
綱
を
佐
竹
の
元
祖
と
号
し
」
（
「
佐
竹
御
家
譜
」
）
と
い
う
出
自
認

識

を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
如
上
の
よ
う
な
行
為
と
な
っ
て
表
出
し
た
も
の
と
解
さ

れ
る
。皿

　
成
人
名
へ
の
改
名
と
呼
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つ
み
ょ
う

　
成
人
儀
礼
の
一
環
と
し
て
幼
名
を
成
人
名
に
改
め
る
。
こ
の
成
人
名
に
は
実
名
と

通
称
が
あ
る
。
御
判
・
名
乗
初
は
、
佐
竹
家
、
徳
川
将
軍
家
と
も
に
加
冠
（
元
服
）

儀
礼

と
と
も
に
幼
少
の
う
ち
に
行
っ
て
お
り
、
嫡
子
の
方
が
早
い
。
そ
れ
は
、
実
名

を
名
乗
り
、
個
人
の
表
徴
で
あ
る
花
押
を
用
い
る
こ
と
は
、
一
人
前
の
男
子
た
る
要

件
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
元
服
と
と
も
に
御
判
・

名
乗
初
の
儀
礼
を
済
ま
せ
て
お
く
こ
と
が
、
将
軍
に
初
御
目
見
得
す
る
前
提
条
件
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
佐
竹
家
男
子
の
実
名
と
通
称
の
命
名
法
、
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
と
機
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能
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
い
み
な

　
（
・
1
）
実
名
（
名
乗
・
謹
）

　
日
本
の
名
前
の
歴
史
上
、
画
期
を
な
す
の
は
嵯
峨
天
皇
期
（
八
〇
九
～
八
二
三
年
）

に

名
前
の
唐
風
化
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
童
名
（
幼
名
）
と
実

名
（
成
人
名
）
を
区
別
し
、
実
名
に
は
嘉
字
（
意
味
の
良
い
字
や
縁
起
の
良
い
字
）

二
字
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
、
以
後
、
こ
れ
が
男
子
の
実
名
の
基
本
と
な
っ
て
広
ま
っ

　
　
　
　
（
9
0
）

た

の
で
あ
る
。

　
中
国
で
は
父
系
血
縁
組
織
（
宗
族
）
が
発
達
し
、
姓
に
よ
っ
て
父
系
血
縁
を
表
示

し
た
が
、
そ
の
内
部
の
世
代
序
列
は
「
輩
字
」
（
系
字
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。
こ

れ

は
兄
弟
が
同
一
の
一
字
を
共
有
し
て
同
一
の
世
代
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

で
、
韓
国
で
は
「
行
列
字
」
と
称
す
る
。
こ
の
「
輩
字
」
は
日
本
に
導
入
さ
れ
る
と
、
「
家
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
お
り
じ

の
形
成
に
伴
い
家
系
を
示
す
「
通
字
」
に
転
換
し
た
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
家
筋
に

限

定
さ
れ
ず
、
養
親
子
の
擬
制
を
含
む
父
系
血
統
に
沿
っ
て
継
承
さ
れ
、
一
族
の
シ

ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。
佐
竹
氏
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。

　
佐
竹
氏
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
源
頼
義
の
後
胤
と
い
う
出
自
認
識
を
も
っ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
よ
し

り
、
平
安
時
代
末
期
に
佐
竹
の
苗
字
を
最
初
に
名
乗
っ
た
昌
義
以
来
、
「
頼
義
」
の

へ
ん

き

偏
諒
の
「
義
」
を
通
字
と
し
、
佐
竹
氏
所
生
の
男
子
に
は
「
義
」
と
他
の
嘉
字
一
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

を
組
み
合
わ
せ
て
実
名
を
付
与
し
て
佐
竹
一
族
の
標
識
と
し
て
い
る
。
姓
は
「
源
」

を
称
す
る
。
他
氏
か
ら
入
っ
た
養
子
は
「
義
」
を
組
み
込
ん
だ
実
名
に
改
名
し
、
他

氏
の

養
子
に
な
っ
た
男
子
は
そ
の
氏
の
通
字
を
継
承
し
て
改
名
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

初

代
藩
主
佐
竹
義
宣
の
養
嗣
子
と
な
っ
た
岩
城
吉
隆
は
「
義
隆
」
に
改
名
し
、
三
代

藩
主
佐
竹
義
処
庶
子
の
義
珍
は
陸
奥
国
中
村
城
主
相
馬
昌
胤
の
養
嗣
子
と
な
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぶ
た
ね

相
馬
氏
の
通
字
「
胤
」
を
継
承
し
て
「
叙
胤
」
に
改
名
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。

　

徳
川
将
軍
家
で
は
三
代
将
軍
家
光
以
後
、
家
康
の
「
家
」
を
通
字
と
す
る
が
、
嫡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

子
の

み

が
継
承
し
、
庶
子
に
は
「
家
」
以
外
の
将
軍
の
偏
誰
を
付
与
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
佐
竹
氏
の
通
字
「
義
」
が
養
親
子
の
擬
制
を
含
む
父
系
血
統
で
継
承
さ
れ
る

一
族
の

シ
ン
ボ
ル
で
、
源
頼
義
後
胤
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
示
し
て
い
た

の

に
対
し
、
将
軍
家
の
通
字
「
家
」
は
家
康
の
後
継
者
た
る
将
軍
と
世
子
の
シ
ン
ボ

ル

で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
将
軍
家
嫡
子
の
幼
名
も
家
康
の
「
竹
千
代
」
が
継
承
さ
れ

て

お
り
、
や
は
り
家
康
の
後
継
者
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
佐
竹
氏
に
あ
っ
て
は
、
源
頼
義
の
後
胤
と
い
う
出
自
と
父
系
血
縁
に
よ
る
紐
帯
が

強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
養
嗣
子
の
選
定
に
も
表
れ
て
い
る
。
藩
祖
義
宣
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
か
ど

末
弟
で
一
門
北
家
の
佐
竹
義
廉
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
申
（
猿
）
若
丸
を
養
嗣
子

と
し
、
廃
嫡
し
た
後
は
義
宣
の
次
弟
で
あ
る
岩
城
貞
隆
の
嫡
子
を
養
嗣
子
と
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
く
に
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
お
き

る
。
三
代
藩
主
義
処
が
弟
の
義
長
に
二
万
石
を
、
甥
の
義
都
（
庶
出
の
兄
義
眞
の
子
）

に
一
万
石
を
そ
れ
ぞ
れ
分
知
し
て
、
姓
と
苗
字
を
同
じ
く
す
る
大
名
家
を
創
設
し
た

の

も
、
佐
竹
宗
家
に
嗣
子
が
不
在
の
事
態
に
備
え
、
同
じ
父
系
血
縁
に
連
な
る
男
子

を
確
保
し
て
お
く
措
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
門
の
北
・
南
・
西
・
東
の
佐
竹

家
は
家
臣
の
立
場
に
あ
る
の
で
、
大
名
格
の
同
姓
・
同
苗
分
家
を
創
設
し
、
宗
家
に

嗣
子
が
い
な
い
場
合
は
そ
こ
か
ら
養
嗣
子
を
迎
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
実

際
、
四
代
藩
主
義
格
が
佐
竹
義
長
の
男
子
を
養
嗣
子
と
し
た
の
を
初
め
と
し
て
、
以

降
は
そ
う
し
た
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　

仙
台
藩
主
伊
達
氏
は
、
君
臣
関
係
を
規
律
す
る
た
め
に
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
藩

主

家
成
員
の
名
前
を
中
心
に
同
名
禁
止
令
や
個
別
の
禁
字
法
令
を
幾
度
も
発
布
し
、

一
八
世
紀
初
頭
に
は
伊
達
氏
の
通
字
「
宗
」
も
禁
字
に
指
定
し
、
一
八
世
紀
半
ば
に

は
藩
主
家
の
歴
代
家
長
や
嫡
系
成
員
を
中
心
と
し
た
体
系
的
な
禁
字
シ
ス
テ
ム
を
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

築
し
、
家
臣
家
と
は
隔
絶
し
た
存
在
と
し
て
藩
主
家
を
位
置
づ
け
た
。
こ
れ
に
対
し

佐
竹
氏
は
、
通
字
「
義
」
を
宗
家
が
独
占
す
る
こ
と
は
し
て
お
ら
ず
、
分
家
大
名
の

佐
竹
壱
岐
守
家
と
一
門
家
臣
の
佐
竹
北
家
・
東
家
・
南
家
・
西
家
の
当
主
は
代
々
「
義
」

　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

を
継
承
し
て
い
る
。

　
佐
竹
宗
家
で
は
代
々
、
元
服
の
時
に
氏
神
を
祀
る
八
幡
宮
で
「
御
名
乗
」
（
実
名
）

の

候
補
を
三
つ
調
え
、
元
服
し
た
本
人
が
神
前
で
そ
の
中
か
ら
選
択
し
て
「
御
幣
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

に
付
け
る
の
を
慣
例
と
し
た
〔
「
御
当
家
旧
記
」
〕
。
「
義
篤
公
よ
り
　
御
代
々
撰
者
之

（9
7
）

覚
」
に
よ
る
と
、
名
乗
の
撰
者
は
藩
祖
義
宣
ま
で
は
僧
侶
、
二
代
藩
主
義
隆
と
三
代
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藩
主
義
処
は
佐
竹
氏
の
祈
祷
所
の
宝
鏡
院
で
あ
る
。
以
降
も
宝
鏡
院
が
名
乗
・
御
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

を
占
考
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
で
確
認
で
き
る
。

　

実

名
を
途
中
で
改
名
し
た
事
例
も
あ
る
。
三
代
藩
主
義
処
嫡
子
徳
寿
丸
は
、
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
し
げ

歳

で

元
服

し
た
際
は
宝
鏡
院
が
占
考
し
「
義
林
」
と
名
乗
っ
た
も
の
の
〔
「
梅
津
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

宴

御
家
老
勤
中
日
記
」
元
和
元
年
（
一
六
八
一
）
二
月
二
三
日
条
〕
、
藩
主
義
処
が
「
若

殿
様
御
名
乗
字
反
り
悪
く
と
兼
々
被
　
聞
召
」
、
今
度
は
一
乗
院
へ
命
じ
て
調
え
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
o
o
l
）

せ

〔「
山
方
泰
護
御
寺
社
方
日
記
」
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
二
月
八
日
条
〕
、
二
六
歳
の

　
　
　
よ
し
み
つ

時
に
「
義
苗
」
と
改
名
し
、
老
中
戸
田
山
城
守
忠
政
に
届
け
出
て
許
可
を
得
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
1
）

〔「
御
記
録
処
御
日
記
」
元
禄
九
年
一
二
月
二
八
日
条
〕
。
い
か
に
実
名
の
善
し
悪
し
を
気

に
か
け
て
い
た
か
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
実
名
の
善
し
悪
し
が
そ
の
人
物
の
運
命

を
左
右
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
名
実
一
体
」
の
観
念
に

も
と
つ
い
て
い
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
国
持
大
名
の
嫡
子
は
、
佐
竹
氏
と
藤
堂
氏
を
除
き
、
将
軍
の
御
前
で
元

服

し
て
将
軍
の
偏
誰
を
賜
与
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
仙
台
藩
主
伊
達

氏

は
、
二
代
藩
主
忠
宗
か
ら
一
〇
代
斉
宗
ま
で
、
歴
代
藩
主
は
将
軍
の
偏
誰
と
伊
達

氏
始
祖

「
朝

宗
」
以
来
の
通
字
「
宗
」
や
四
代
藩
主
「
綱
村
」
以
降
通
字
化
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

「
村
」
を
組
み
合
わ
せ
て
実
名
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
仙
台
藩
主
と
嫡
子
の
実

名
は
、
将
軍
と
の
主
従
関
係
と
伊
達
氏
先
祖
と
の
系
譜
関
係
を
示
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
佐
竹
氏
の
場
合
、
将
軍
の
偏
詳
は
賜
与
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
実

名
は
先
祖
と
の
系
譜
関
係
の
み
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
男
子
全
員
が
通
字

「義
」
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
名
に
は
嫡
庶
の
区
別
を
表
示
す
る
機

能
は
な
い
。
そ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
通
称
で
示
さ
れ
る
。

　
大
名
が
家
臣
に
偏
諒
を
賜
与
し
て
い
る
例
は
多
い
が
、
佐
竹
氏
に
あ
っ
て
も
同
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
た
だ

で

あ
る
。
例
え
ば
四
代
藩
主
義
格
は
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
五
月
一
九
日
に
初

入
部
し
た
直
後
の
二
二
日
、
家
格
上
位
の
一
門
・
引
渡
・
廻
座
の
面
々
に
対
し
、
一

門
に
は
佐
竹
氏
通
字
の
「
義
」
、
引
渡
・
廻
座
に
は
「
格
」
の
偏
講
を
賜
与
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
佐
竹
北
家
と
佐
竹
東
家
は
以
前
よ
り
「
義
」
を
名
乗
っ
て
い
る
の
で
、
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
1
）

め

て

賜
与
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
一
門
の
中
で
重
き
を
な
し
た

北
家

と
東
家
を
例
外
と
し
て
、
家
臣
は
藩
主
か
ら
偏
議
を
賜
与
さ
れ
な
い
限
り
藩
主

の

実
名
と
同
じ
字
を
実
名
に
使
用
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
　
　
　
　
よ
し
み
ね

　

五
代
藩
主
義
峰
嫡
孫
の
徳
寿
丸
が
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
一
二
月
二
六
日
、
実

　
　
よ
し
ま
さ

名
「
義
真
」
を
名
乗
っ
た
際
に
は
、
実
名
に
「
真
」
の
字
や
「
ま
さ
」
と
同
音
の
字

を
用
い
て
い
る
者
に
改
名
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
〔
「
今
宮
義
透
御
家
老
勤
中
日
記
」
寛

　
　
　
　
　
　
　
（
0
4
1
）

保
三
年
正
月
一
二
日
条
〕
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
義
真
の
う
ち
の
「
真
」
の
字
の
み
を

禁
字

に
指
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
佐
竹
氏
通
字
の
「
義
」
の
方
は
、

そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
い
た
一
門
以
外
の
家
臣
は
さ
す
が
に
自
主
的

に
悼
っ
た
の
に
対
し
、
藩
主
・
嫡
子
の
実
名
で
あ
っ
て
も
通
字
以
外
の
字
は
家
臣
も

使
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
も
禁
止
の
対
象
に
し
、
し
か
も
同
音
の
名
前
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
∀

不
可

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
秋
田
藩
に
お
け
る
禁
字
例
の
初
見
と
さ
れ
る
。

　
秋
田
藩
の
政
務
を
執
り
行
っ
た
会
所
の
記
録
係
が
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
6
1
）

ら
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
至
る
約
百
年
間
の
藩
法
を
書
き
留
め
た
「
町
触
控
」

を
み
る
と
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
以
降
、
藩
主
家
子
女
の
誕
生
時
の
命
名
や
そ

の
後
の

改
名
に
際
し
て
、
「
同
文
字
」
お
よ
び
「
同
唱
」
の
名
前
の
者
は
改
め
る
よ

う
領
民
レ
ベ
ル
に
ま
で
令
達
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま

た
、
藩
主
と
そ
の
家
族
が
死
去
し
た
際
に
は
、
死
者
の
身
分
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

期
間
、
鳴
物
と
普
請
を
禁
じ
る
措
置
が
と
ら
れ
、
「
町
触
控
」
に
は
そ
の
関
係
の
法

令
も
多
く
収
録
し
て
あ
る
。
遅
く
と
も
一
八
世
紀
後
期
に
は
、
藩
主
家
家
族
の
生
と

死
の
儀
礼
が
領
民
の
生
活
に
も
直
接
関
わ
り
、
規
制
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
（
・
1
1
）
通
称

　
実
名
は
人
格
の
象
徴
で
あ
り
、
名
乗
る
こ
と
、
他
人
の
実
名
を
呼
ぶ
こ
と
は
忌
避

　
　
（
鵬
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
み
ょ
う

さ
れ
た
。
そ
こ
で
通
称
（
仮
名
）
を
用
い
た
。
佐
竹
家
の
嫡
子
は
中
世
以
来
、
「
次

郎
」
あ
る
い
は
「
彦
次
郎
」
（
初
代
藩
主
義
宣
養
嗣
子
義
直
）
、
「
源
次
郎
」
（
四
代
藩
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主
義
格
）
の
よ
う
に
「
次
郎
」
に
一
字
を
冠
し
た
名
前
を
通
称
と
す
る
。
「
彦
」
は

男
子
の
美
称
で
あ
り
、
「
源
」
は
佐
竹
氏
の
姓
で
あ
る
。
「
次
郎
」
は
こ
の
場
合
、
出

生
順

を
示
す
輩
行
名
で
は
な
く
、
「
跡
次
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
伊
達
家

の
嫡
子

も
、
中
世
で
は
「
次
郎
」
、
藩
祖
政
宗
以
降
は
「
藤
次
郎
」
ま
た
は
「
総
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

郎
」
を
通
称
と
し
て
い
る
。
「
藤
」
は
伊
達
氏
の
姓
「
藤
原
」
に
ち
な
み
、
「
総
」
は

総
領
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
一
方
、
佐
竹
家
の
庶
子
は
、
二
代
藩
主
義
隆
庶
子
義
慰
は
「
玄
蕃
」
、
同
庶
子
義

知
（
の
ち
義
長
）
は
「
左
近
」
、
三
代
藩
主
義
処
庶
子
義
珍
は
「
求
馬
」
を
通
称
と

し
て
い
る
。
義
慰
は
一
三
歳
で
実
名
の
名
乗
初
を
し
て
い
る
が
、
通
称
は
幼
名
「
松

之

助
」
を
そ
の
ま
ま
用
い
、
二
四
歳
に
な
っ
て
「
玄
蕃
」
に
改
名
し
て
い
る
（
表
5

参
照
）
。
義
珍
は
七
歳
で
帯
直
・
中
剃
と
同
時
に
元
服
も
済
ま
せ
て
い
る
も
の
の
、

幼
名
「
仁
寿
丸
」
を
実
名
「
義
珍
」
、
通
称
「
求
馬
」
に
改
め
た
の
は
二
四
歳
に
な
っ

て

か

ら
で
あ
る
。
こ
の
改
名
は
、
「
仁
寿
丸
様
御
成
長
被
遊
候
二
付
、
御
内
々
　
御

目
見
之
御
願
被
　
仰
入
」
〔
「
梅
津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）

　
　
　
　
（
m
）

一
一
月
二
日
条
〕
、
「
仁
寿
丸
様
御
名
御
改
之
儀
、
山
城
守
様
江
御
相
談
被
遊
候
処
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

求
馬
様
二
被
為
成
可
然
由
被
　
仰
遣
候
」
〔
同
前
元
禄
五
年
一
一
月
二
二
日
条
〕
と
あ

る
よ
う
に
、
成
長
し
た
た
め
幕
府
に
将
軍
へ
の
初
御
目
見
得
願
い
を
す
る
前
提
と
し

て

行
っ
た
の
で
あ
り
、
老
中
戸
田
山
城
守
に
相
談
し
て
「
求
馬
」
に
改
め
て
い
る
。

　

義
処
嫡
子
千
代
丸
は
、
九
歳
で
実
名
「
義
格
」
を
名
乗
り
、
三
カ
月
半
ほ
ど
の
ち

に

将
軍
へ
の
初
御
目
見
得
を
行
う
に
当
っ
て
幕
府
に
願
い
出
て
、
通
称
「
源
次
郎
」

に
改
め
て
い
る
が
〔
「
広
瀬
有
族
御
刀
番
勤
中
日
記
」
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
三
月

　
　
（
皿
）

晦
日
条
〕
、
他
の
嫡
子
は
元
服
時
に
実
名
・
通
称
に
改
名
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
、

庶
子
の
成
人
名
へ
の
改
名
に
は
か
な
り
変
則
的
な
事
例
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
…
川
）
成
人
後
の
呼
称

　
『
国
典
類
抄
』
所
収
の
家
臣
の
日
記
で
成
人
後
の
嫡
子
・
庶
子
が
ど
の
よ
う
に
表

記

さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
（
別
表
「
秋
田
藩
佐
竹
家
子
女
の
人
生
儀
礼

と
名
前
一
覧
」
参
照
）
。
そ
れ
は
家
臣
に
よ
る
呼
称
で
も
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
初
代
藩
主
義
宣
の
養
嗣
子
猿
（
申
）
若
丸
は
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
七
月
七

日
の
元
服
時
に
実
名
「
義
直
」
、
通
称
「
彦
次
郎
」
に
改
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
梅
津
政
景
日
記
」
で
は
、
同
年
二
月
一
四
日
に
将
軍
に
初
御
目
見
得
す
る
以
前

は
「
御
猿
若
様
」
と
幼
名
で
表
記
し
、
そ
れ
が
済
ん
だ
の
を
機
に
「
彦
次
郎
殿
」
と

表
記
を
改
め
て
い
る
。

　
義
直
廃
嫡
後
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
四
月
二
五
日
、
一
八
歳
で
養
嗣
子
と
な
っ

た
吉
隆
は
、
翌
二
六
日
に
実
名
を
「
義
隆
」
に
改
め
る
前
は
「
修
理
様
」
あ
る
い
は

「
修
理
大
夫
様
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
が
（
岩
城
吉
隆
時
代
に
従
五
位
下
・
修
理
大

夫

に
叙
任
さ
れ
て
い
た
）
、
改
名
後
は
「
義
隆
様
」
と
な
る
。
そ
し
て
、
将
軍
へ
の

初
御
目
見
得
を
経
て
同
年
八
月
二
九
日
、
従
四
位
下
・
侍
従
に
叙
任
さ
れ
た
の
を
機

に
「
若
殿
様
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
一
七
世
紀
初
期
に
お
い
て
は
、
元
服
、
成
人
名
へ
の
改
名
を
済
ま
せ
て
い
て
も
、

た
だ
ち
に
「
若
殿
様
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
二
代
藩
主
義
隆
嫡
子
義
処
、
三
代
藩
主
義
処
の
最
初
の
嫡
子
義
苗
、
義
苗
死
後
嫡

子

と
な
っ
た
義
格
の
場
合
は
、
元
服
、
成
人
名
へ
の
改
名
を
機
に
「
通
称
＋
様
」
あ

る
い
は
「
若
殿
様
」
と
表
記
さ
れ
、
将
軍
へ
の
御
目
見
得
後
は
「
若
殿
様
」
が
定
着

す
る
傾
向
に
あ
る
。
近
世
後
期
に
は
嫡
子
の
成
人
に
伴
う
呼
称
変
更
が
領
民
に
も
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
あ
つ
　
　
よ
し
ま
さ

達
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
初
見
で
あ
る
八
代
藩
主
義
敦
嫡
子
義
和
の
場
合
は
、

天

明
五
年
（
一
七
八
五
）
五
月
七
日
、
「
先
月
二
十
五
日
、
就
御
吉
辰
、
御
曹
司
様

御
元
服
御
祝
儀
、
無
御
滞
相
済
、
同
日
よ
り
奉
称
若
殿
様
と
、
且
御
実
名
可
奉
称
義

　
　
　
　
　
　
（
3
1
1
）

和
公
と
旨
被
仰
出
」
と
あ
り
、
こ
の
段
階
で
は
元
服
後
た
だ
ち
に
「
若
殿
様
」
と
呼

ば
れ
て

い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
藩
主
に
な
る
と
、
「
屋
形
様
」
あ
る
い
は
「
殿
様
」
と
表
記
さ
れ
る
。
秋
田
藩
主

家
の
嫡
系
成
員
は
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
位
置
と
身
分
の
変
化
に
応
じ
て
、

「御
曹
司
様
」
↓
「
若
殿
様
」
↓
「
屋
形
様
」
「
殿
様
」
と
呼
称
が
変
化
す
る
わ
け
で

あ
る
。
近
世
後
期
に
は
、
庶
子
の
嫡
子
成
り
、
嫡
子
の
元
服
や
襲
封
に
伴
う
呼
称
の
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（
肚
）

変
化
が
領
民
に
も
布
達
さ
れ
て
い
る
。
義
敦
死
去
に
伴
う
義
和
襲
封
に
際
し
て
は
、

天

明
五
年
六
月
一
七
日
、
「
若
殿
様
御
事
可
奉
称
屋
形
様
と
、
御
前
様
御
事
可
奉
称

　
　
　
（
m
）

後
室
様
と
」
と
布
達
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
藩
主
の
呼
称
は
「
屋
形
様
」
に

統
一
さ
れ
、
藩
主
の
正
室
は
「
御
前
様
」
、
藩
主
死
去
後
は
「
後
室
様
」
と
呼
ば
れ

て

い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
嫡
子
の
正
室
は
家
臣
の
日
記
で
は
「
若
御

前
様
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

　
］
方
、
庶
子
は
、
幼
名
の
う
ち
は
「
幼
名
＋
様
」
、
成
人
名
の
通
称
に
改
名
す
る

と
「
通
称
＋
様
」
で
呼
ば
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
些

　
堀
田
幸
義
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
仙
台
藩
伊
達
家
で
は
、
近
世
前
期
段
階
で
は
嫡

子

も
そ
の
兄
弟
と
も
ど
も
「
個
人
名
＋
様
」
で
呼
ば
れ
て
い
た
の
が
、
嫡
庶
長
幼
の

序
に
よ
っ
て
家
内
秩
序
が
規
律
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
元
禄
期
以
降
、
嫡
子
1
1
「
御

曹
司
様
」
、
藩
主
1
1
「
屋
形
様
」
、
前
藩
主
1
1
「
大
屋
形
様
」
と
い
う
身
分
呼
称
が
成

立

し
て
い
る
。
藩
主
正
室
の
呼
称
は
大
名
家
出
身
の
場
合
は
「
御
前
様
」
、
将
軍
家

や
公
家
出
身
の
場
合
は
「
姫
君
様
」
と
出
自
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
が
、
隠
居
し
た

前
藩
主
の
正
室
の
呼
称
は
「
大
御
前
様
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。

　
佐
竹
家
で
は
一
七
世
紀
半
ば
に
は
嫡
子
固
有
の
身
分
呼
称
が
ほ
ぼ
成
立
し
て
お

り
、
仙
台
藩
よ
り
も
早
い
。
佐
竹
家
に
あ
っ
て
は
中
世
段
階
か
ら
嫡
出
長
男
子
は

代
々
「
徳
寿
丸
」
と
名
付
け
ら
れ
、
出
生
時
か
ら
嗣
子
で
あ
る
こ
と
が
内
外
に
示
さ

れ
て

お
り
、
早
く
よ
り
嫡
庶
長
幼
の
序
の
家
内
秩
序
が
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
が
嫡
子
の
身
分
呼
称
成
立
時
期
の
差
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
伊
達
家
で
は
襲
封
ま
で
は
嫡
子
は
「
御
曹
司
様
」
と
呼
ば
れ
た
の
に
対
し
、

佐
竹
家
で
は
成
人
を
機
に
「
御
曹
司
様
」
か
ら
「
若
殿
様
」
に
呼
称
を
変
え
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
徳
川
将
軍
家
で
は
、
世
子
は
「
若
君
様
」
、
官
位
叙
任
を
受
け
る
と
官

職
名
、
家
督
を
継
ぐ
と
「
上
様
」
、
将
軍
宣
下
後
は
「
公
方
様
」
、
隠
居
後
は
「
大
御

　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
l
l
）

所
様
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

W
　
乗
出
と
官
位
叙
任

　
（
i
）
乗
出

　
大
名
家
の
男
子
は
将
軍
へ
の
初
御
目
見
得
を
済
ま
せ
て
武
家
社
会
で
は
じ
め
て
一

人
前
に
扱
わ
れ
、
対
外
的
な
活
動
に
乗
り
出
し
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
嫡
子
・
藩
主
の
初
御
目
見
得
は
「
乗
出
」
と
称
さ
れ
、
『
国
典
類

抄
』
で
も
「
乗
出
」
の
項
目
を
設
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

　
そ

の
項

目
に
収
録
さ
れ
た
関
係
記
録
を
み
る
と
、
乗
出
で
は
将
軍
へ
御
目
見
得

し
、
太
刀
・
黄
金
・
馬
代
を
献
上
す
る
と
と
も
に
、
若
君
や
御
台
、
側
室
、
奥
女
中

の
老
女
、
老
中
・
若
年
寄
・
側
衆
・
奏
者
番
・
大
目
付
・
目
付
・
諸
奉
行
等
々
の
幕

府
の
重
役
た
ち
に
も
献
上
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
将
軍
、
世
子
、
大
奥

女
性
、
幕
府
重
役
た
ち
と
も
関
係
を
結
び
、
こ
れ
か
ら
政
治
的
・
社
会
的
活
動
を
展

開
し
て
い
く
上
で
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
（
一
1
1
）
官
位
叙
任
と
名
前
・
姓

　
佐
竹
家
の
男
子
は
嫡
子
・
庶
子
と
も
に
江
戸
時
代
に
は
、
実
名
の
名
乗
初
↓
将
軍

へ
の

初
御
目
見
得
の
儀
礼
を
済
ま
せ
た
の
ち
に
、
嫡
子
は
一
四
～
一
八
歳
で
、
庶
子

は
二
〇
歳
を
過
ぎ
て
官
位
初
叙
任
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
幕
藩
制
国
家

の

身
分
体
系
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
格
式
が
付
与
さ
れ
る
。
そ
れ
が
対
外
的
な
儀
礼
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

書
札
礼
な
ど
の
基
準
の
一
つ
と
な
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

　
表
5
を
み
る
と
、
二
代
藩
主
義
隆
嫡
子
義
処
以
降
は
年
末
に
官
位
叙
任
を
受
け
る

の

が
恒
例
化

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
寛
永
期
の
参
勤
交
代
制
の
確
立
に
伴
い
大

名
は
隔
年
で
江
戸
に
居
住
し
、
子
弟
は
江
戸
藩
邸
で
出
生
・
成
人
す
る
と
こ
ろ
と

な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大
名
や
そ
の
子
弟
に
年
末
に
一
斉
に
官
位
を
叙
任
し
正
月
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勿
1
）

賀
の
格
を
付
与
す
る
こ
と
が
定
例
化
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
名
家
子
弟
の
成

人
儀
礼

の
一
環
と
し
て
の
官
位
叙
任
が
幕
藩
制
国
家
の
年
中
行
事
に
組
み
込
ま
れ
、

身
分
格
式
を
獲
得
す
る
こ
と
が
国
家
的
シ
ス
テ
ム
化
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
佐
竹
義
宣
は
天
正
］
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
初
官
位
叙
任
で
従
四
位
下
・
侍
従
・
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右
京
大
夫
と
な
っ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
、
国
持
大
名
の
格
式
で
あ
っ

た
佐
竹
家
の
嫡
子
は
最
初
か
ら
四
品
1
1
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
対
し
て
庶

子

は
諸
大
夫
1
1
従
五
位
下
で
あ
り
（
表
5
参
照
）
、
嫡
庶
の
別
は
官
位
の
格
差
に
も

示
さ
れ
て
い
る
。

　
近
世
の
武
士
は
官
位
叙
任
を
受
け
る
と
官
途
名
（
在
京
の
官
職
名
）
や
受
領
名
（
国

司
名
）
を
通
称
と
し
た
。
武
士
が
名
乗
る
そ
れ
が
、
「
太
政
大
臣
－
左
大
臣
ー
右
大

臣
ー
内
大
臣
－
大
納
言
ー
中
納
言
ー
宰
相
（
参
議
）
ー
中
将
ー
少
将
ー
侍
従
ー
四
品

ー
諸
大
夫
－
布
衣
」
と
い
う
近
世
武
家
官
位
の
体
系
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
官
職
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

な
く
、
名
前
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

そ
の
カ
ラ
ク
リ
は
近
年
、
橋
本
政
宣
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
将
軍
は
「
四
品
」
あ
る
い
は
「
諸
大
夫
」
と
の
み
仰
せ
付
け
、
そ
れ
を
受

け
た
側
が
希
望
の
名
乗
を
伺
書
と
い
う
形
で
幕
府
に
申
請
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る

と
朝
廷
へ
の
手
続
き
が
と
ら
れ
、
発
給
さ
れ
た
叙
任
文
書
に
は
「
従
四
位
下
」
「
従

五
位

下
」
と
い
う
位
階
と
名
乗
と
し
て
希
望
し
た
官
途
名
や
受
領
名
が
記
さ
れ
る
の

だ
と
い
う
。

　
佐
竹
家
嫡
子
は
官
位
叙
任
を
機
に
「
右
京
大
夫
」
「
修
理
大
夫
」
「
大
膳
大
夫
」
な

ど
を
通
称
と
し
た
。
記
録
で
は
そ
れ
を
「
名
改
」
と
表
現
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
三

代
藩
主
義
処
嫡
子
の
次
郎
義
林
（
の
ち
義
苗
）
は
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
一
二

月
二
五
日
に
将
軍
か
ら
「
四
品
」
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
と
、
老
中
に
伺
っ
た
う
え
で

通
称

「次
郎
」
を
「
修
理
大
夫
」
に
改
め
た
が
、
そ
の
際
の
記
録
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。　

　
「
次
郎
様
御
名
之
義
御
老
中
江
御
伺
之
処
、
修
理
大
夫
と
御
改
之
旨
議
定
ス
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

　
　
〔
「
御
記
録
処
御
日
記
」
貞
享
元
年
一
二
月
二
七
日
条
〕

　
　
「
歳
暮
之
為
御
礼
　
若
殿
様
今
日
御
登
　
城
、
　
御
名
を
も
御
改
　
修
理
大
夫

　
　
様
二
被
為
　
成
候
」
〔
「
梅
津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
貞
享
元
年
一
二
月
二
八
日

　
　
（
4
2
1
）

　
　
条
〕

　
四

代
藩
主
義
格
が
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
一
二
月
一
八
日
、
従
四
位
・
侍
従

に
叙
任
さ
れ
、
翌
日
よ
り
通
称
を
「
大
膳
大
夫
」
に
改
め
た
際
に
は
、
「
同
十
二
月

十
八
日
、
於
江
戸
屋
形
様
御
官
位
被
遊
、
同
翌
十
九
日
に
大
膳
大
夫
様
と
御
名
公
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
1
）

様
よ
り
御
改
之
由
」
と
久
保
田
城
下
町
に
も
通
達
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
仙
台
藩
主
伊
達
氏
の
場
合
は
、
藩
祖
政
宗
が
称
し
た
「
陸
奥
守
」
が
伊
達

家
当
主
の
通
名
と
な
っ
て
お
り
、
二
代
忠
宗
以
降
代
々
、
襲
封
を
機
に
そ
れ
を
継
承

　
　
　
　
（
惚
）

し
て
い
る
が
、
佐
竹
家
で
は
当
主
名
の
襲
名
は
し
て
い
な
い
。
近
世
大
名
が
名
乗
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
卿
）

受
領
名
は
全
般
的
に
み
れ
ば
現
実
の
支
配
国
と
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
領

国
支
配
の
正
統
性
の
根
拠
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か

し
な
が
ら
伊
達
氏
の
場
合
は
、
中
世
以
来
、
奥
州
の
支
配
者
と
し
て
の
正
統
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仰
）

奥
州
守
護
職
（
探
題
職
）
と
い
う
地
位
に
求
め
て
お
り
、
「
陸
奥
守
」
と
い
う
通
称

に
は
伊
達
氏
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ

（朋
）

・
つ
。

　

と
こ
ろ
で
、
幕
府
が
武
家
官
位
制
に
よ
っ
て
上
級
武
士
を
編
成
す
る
よ
う
に
な
る

と
、
私
的
に
官
途
名
・
受
領
名
を
通
称
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
規
制
さ
れ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

う
に
な
る
。
小
宮
木
代
良
氏
に
よ
る
と
、
家
綱
政
権
後
期
の
寛
文
期
に
そ
の
動
き

が
出
て
き
て
、
大
名
家
臣
の
名
前
が
例
え
ば
「
佐
渡
守
」
「
中
務
大
輔
」
か
ら
「
下

司
」
を
と
っ
た
「
佐
渡
」
「
中
務
」
に
変
わ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
仙
台
藩
で
も
、

一
七
世
紀
前
半
に
は
官
途
名
・
受
領
名
を
非
公
式
に
名
乗
る
者
は
武
士
の
み
な
ら
ず

従
属
農
民
層
に
ま
で
広
く
存
在
し
て
い
た
の
が
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
に

か

け
て
整
理
さ
れ
、
官
途
名
・
受
領
名
は
身
分
格
式
を
象
徴
す
る
「
名
」
と
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
団
）

い

っ

た
こ
と
が
、
堀
田
幸
義
氏
の
詳
細
な
分
析
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。

　
武
家
官
位
の
実
質
的
な
授
与
主
体
は
将
軍
で
あ
る
が
、
形
式
的
に
は
将
軍
の
執
奏

に
も
と
づ
き
朝
廷
が
官
位
叙
任
文
書
を
発
給
す
る
手
続
き
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

天
皇
と
の
間
に
も
君
臣
関
係
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
官

位
叙
任
文
書
の
宛
名
に
は
「
姓
」
が
、
一
方
、
将
軍
発
給
の
領
知
宛
行
状
の
宛
名
に

は
「
苗
字
」
（
官
職
が
侍
従
以
上
の
場
合
は
居
城
の
地
名
u
小
路
名
）
が
、
そ
れ
ぞ

れ
記

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
後
者
の
場
合
、
苗
字
よ
り
も
小
路
名
の
方
が
厚
礼
で
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あ
る
）
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
と
の
君
臣
関
係
に
お
い
て
は
姓
が
、
将
軍
と
の
君
臣
関

係

に
お
い
て
は
苗
字
や
居
城
地
名
が
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

姓

は
、
中
国
に
生
ま
れ
た
父
系
血
統
の
標
識
で
あ
り
、
中
華
の
冊
封
体
制
に
組
み

込

ま
れ
た
東
ア
ジ
ア
の
周
辺
諸
国
に
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
列
島
で
は
、
五

世
紀
、
倭
の
五
王
の
中
国
王
朝
へ
の
朝
貢
と
皇
帝
か
ら
の
冊
封
を
機
に
王
と
そ
の
一

族
が

「
倭
」
姓
を
用
い
、
姓
制
度
を
継
受
し
た
が
、
武
（
雄
略
天
皇
）
を
最
後
と
し

て

中
華
の
冊
封
体
制
か
ら
離
脱
し
、
「
倭
」
姓
も
用
い
な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
律

令
制
国
家
の
も
と
で
姓
制
度
も
導
入
さ
れ
、
天
皇
が
姓
を
賜
与
し
て
「
臣
民
」
（
王
民
）

と
し
て
国
民
編
成
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
有
姓
者
1
1
王
民
、
無
姓
者
1
1
奴
蝉
（
賎
民
）

と
い
う
身
分
区
別
が
生
ま
れ
、
姓
を
賜
与
す
る
主
体
で
あ
る
天
皇
自
身
は
姓
を
も
た

　
　
　
　
　
　
（
蹴
）

な
い
こ
と
に
な
る
。

　
天
皇
か

ら
官
位
を
授
与
さ
れ
る
た
め
に
は
、
朝
臣
と
し
て
の
由
緒
を
有
す
る
姓
を

も
っ
て
い
る
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
武
家
領
主
た
ち
は
自
ら
の
系
譜

を
由
緒
づ
け
、
源
平
藤
橘
な
ど
の
天
皇
の
賜
姓
に
由
来
す
る
「
姓
」
を
名
乗
る
と
と

も
に
、
京
都
の
権
門
勢
家
に
画
策
し
て
官
位
を
得
ん
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
幕
藩
制

下
の

武
家
官
位
制
は
将
軍
に
よ
る
上
級
武
士
の
編
成
・
統
制
の
シ
ス
テ
ム
に
作
り
換

え
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
大
名
が
任
命
さ
れ
る
諸
大
夫
以
上
は
最
終
的
に
は
勅
許

を
要
し
、
叙
任
文
書
に
は
「
姓
」
が
用
い
ら
れ
た
。
武
家
官
位
制
に
つ
い
て
論
じ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
1
）

際
に

は
こ
の
点
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
苗
字
（
名
字
）
は
、
中
世
に
諸
階
層
に
お
い
て
、
家
名
・
家
産
・
家
業
を

三

位
一
体
と
し
て
父
系
直
系
の
ラ
イ
ン
で
継
承
し
て
い
く
永
続
的
な
組
織
体
で
あ
る

「
家
」
が
形
成
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
主
と
し
て
本
宅
所
在
地
の
地
名
に
ち
な
ん
で
家

名
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
武
士
相
互
で
授
受
さ
れ
る
文
書
の
差
出
人
名
と
宛
名
で
は

苗
字
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
主
従
の
絆
を
強
め
る
た
め
に
主
君
が
家
臣
に
自
己
の
苗

字
を
賜
与
し
た
例
は
多
い
。

　
武
士

は
苗
字
と
姓
を
も
っ
た
が
、
武
士
相
互
の
社
会
関
係
に
お
い
て
は
苗
字
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
期
）

天
皇
と
の
関
係
に
お
い
て
は
姓
が
機
能
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

V
　
文
武
初
と
表
へ
出
初
・
初
入
部

　
（
i
）
文
武
初

　
『
国
典
類
抄
』
第
一
巻
に
は
「
文
武
御
初
」
と
い
う
項
目
を
設
け
て
嫡
子
・
藩
主

の

そ
れ
に
関
す
る
記
録
を
収
め
て
あ
る
。
四
代
藩
主
義
格
に
つ
い
て
は
系
統
的
に
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
団
）

認
で
き
る
の
で
、
早
い
順
に
次
に
列
記
し
て
お
こ
う
。

　
①
元
禄
一
七
年
（
一
七
〇
四
）
二
月
一
六
日
（
＝
歳
）
　
読
書
初

　
②
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
正
月
一
一
日
（
一
四
歳
）
　
　
弓
初

　
③
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
二
月
八
日
（
一
七
歳
）
　
　
　
切
合
（
剣
術
）
初

　
④

同
年
九
月
一
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
稽
古
初

　
義
格
は
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
八
月
一
二
日
、
一
〇
歳
で
遺
領
を
襲
封
し

て

お
り
、
上
記
の
文
武
初
は
藩
主
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
宝
永
七
年
正
月

二
五

日
に
手
習
初
を
し
た
記
録
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
読
書
初
の
後
で
正
月
に

行
っ
て
い
る
の
で
年
頭
行
事
と
し
て
も
の
で
、
人
生
儀
礼
と
し
て
の
そ
れ
は
＝
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）

で
の
読
書
初
の
前
に
済
ま
せ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
読
書
初
で
は
、
林
大
学
頭
門
弟

の
太

田
勝
五
郎
を
師
範
と
し
て
『
大
学
』
か
ら
読
み
は
じ
め
て
い
る
。
年
頭
行
事
と

し
て
も
講
釈
初
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
八
歳
の
時
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
＝

月
五
日
に
は
、
初
め
て
『
論
語
』
学
而
篇
の
講
釈
を
受
け
て
い
る
。

　
武
術
初
の
方
は
一
四
歳
で
弓
初
を
行
い
（
た
だ
し
、
正
月
＝
日
の
執
行
で
あ
る

の
で
年
頭
行
事
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
武
術
初
の
最
初
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
確
認
で
き
る
）
、
切
合
（
剣
術
）
初
と
馬
稽
古
初
は
一
六
歳
で
束
帯
召
初
、
表

へ
出
初
、
袖
留
、
前
髪
取
を
済
ま
せ
た
後
、
翌
年
、
一
七
歳
で
執
行
し
て
い
る
。
後

者
は

政
治
的
に
も
肉
体
的
に
も
成
人
し
た
う
え
で
行
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上

の

よ
う
に
、
大
名
家
子
弟
の
人
生
儀
礼
に
は
文
武
初
の
儀
礼
も
組
み
込
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

て

お
り
、
そ
の
修
練
を
通
じ
て
治
者
・
武
士
と
し
て
の
能
力
を
培
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
・
1
1
）
表
へ
出
初

　
大
名
家
の
江
戸
屋
敷
は
「
表
」
と
「
奥
」
が
空
間
的
に
分
離
し
て
お
り
、
子
女
は
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奥
で
育
て
ら
れ
、
男
子
は
成
人
後
に
表
に
移
る
。
四
代
藩
主
義
格
は
一
〇
歳
で
遺
領

を
襲
封
し
、
そ
の
後
、
将
軍
綱
吉
へ
の
家
督
御
礼
、
官
位
叙
任
を
経
て
、
一
六
歳
の

時
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
五
月
一
日
、
家
宣
の
将
軍
宣
下
の
た
め
に
江
戸
城
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
銘
1
）

登
っ
た
の
に
際
し
て
束
帯
召
初
の
儀
礼
を
行
っ
た
う
え
で
、
同
年
六
月
二
七
日
、
「
御

先
代
之
通
今
日
よ
り
表
江
被
為
　
出
」
、
「
表
衆
」
の
御
目
見
得
を
受
け
、
以
後
、
昼

間
は
毎
日
表
に
出
て
、
夕
飯
も
表
の
「
御
座
之
間
」
で
と
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
〔
「
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
囎
）

藤
祐
元
日
記
」
宝
永
六
年
六
月
二
七
日
条
〕
。
「
御
先
代
之
通
」
と
あ
る
か
ら
、
先
例
に

従
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
つ
ま
り
、
藩
主
で
あ
っ
て
も
、
肉
体
的
・
精
神
的
に
大
人
に
な
っ
た
暁
に
初
め
て

表
の
空
間
に
出
て
表
の
役
人
た
ち
の
御
目
見
得
を
受
け
、
公
務
に
従
事
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
そ
の
前
後
で
、
藩
の
意
思
決
定
と
藩
政
運
営
の
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う

に
異
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
藩
政
史
研
究
に
と
っ
て

重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
。

　
（
…
川
）
初
入
部

　
二

代
藩
主
義
隆
嫡
子
義
処
、
三
代
藩
主
義
処
嫡
子
義
林
（
の
ち
義
苗
）
、
義
苗
死

後
嫡
子
と
な
り
一
〇
歳
で
義
処
の
遺
領
を
襲
封
し
た
義
格
は
、
い
ず
れ
も
初
名
乗
、

元

服
、
袖
留
、
前
髪
取
と
い
う
身
体
・
名
前
の
面
で
の
成
人
儀
礼
と
将
軍
へ
の
初
御

目
見
得
、
官
位
叙
任
と
い
う
政
治
的
成
人
儀
礼
を
す
べ
て
済
ま
せ
た
の
ち
に
、
義
処

は
二
〇
歳
、
義
林
は
二
四
歳
、
義
格
は
一
八
歳
で
初
入
部
し
て
い
る
（
表
5
参
照
）
。

　
つ

ま
り
、
大
名
家
子
弟
の
成
人
た
る
要
件
を
す
べ
て
兼
ね
備
え
た
う
え
で
初
入
部

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
義
格
が
一
〇
歳
で
藩
主
と
な
り
な
が
ら
一
八
歳
ま
で
初
入

部
し
な
か
っ
た
の
は
、
成
人
儀
礼
を
完
了
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ

か
る
。

　
『
国
典
類
抄
』
第
二
巻
に
は
元
禄
七
年
三
六
九
四
）
の
義
林
入
部
時
の
記
録
が

　
　
　
　
　
　
（
削
）

収
め

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
次
の
点
が
知
ら
れ
る
。
①
領
内
の
各
宿
所
で
給
人

た
ち
の
御
目
見
得
を
受
け
、
領
民
た
ち
も
行
列
を
見
物
し
て
い
る
。
②
父
義
処
が
嫡

子

と
し
て
初
め
て
久
保
田
城
に
入
っ
た
の
同
じ
六
月
一
九
日
に
入
城
し
、
た
だ
ち
に

菩
提
寺
天
徳
寺
の
先
祖
代
々
の
廟
所
に
参
詣
、
以
後
、
一
カ
月
近
く
か
け
て
順
次
、

各
層
の
家
臣
た
ち
の
謁
見
を
受
け
て
い
る
。
②
城
下
の
惣
町
と
土
崎
湊
惣
町
で
は
踊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
）

り
が
献
上
さ
れ
て
上
覧
し
て
い
る
。

　
大
名
家
嫡
子
は
、
肉
体
的
に
も
政
治
的
・
社
会
的
に
も
成
人
し
た
う
え
で
国
元
の

家
臣
・
領
民
お
よ
び
の
先
祖
の
前
に
姿
を
現
し
、
家
臣
た
ち
と
主
従
の
絆
を
結
ん
で

い

る
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
か

ら
、
初
入
部
は
嫡
子
に
と
っ
て
、
成
人
儀
礼
の
総
仕
上
げ
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
従
来
、
も
っ
ぱ
ら
家
督
相
続
後
の
初
入
部
が

注
目
さ
れ
、
家
中
統
制
と
領
民
支
配
の
上
で
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
指

　
　
　
　
　
（
湿
）

摘

さ
れ
て
い
る
が
、
嫡
子
の
初
入
部
の
意
義
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま

た
家
督
相
続
後
の
初
入
部
で
あ
っ
て
も
、
幼
少
相
続
の
場
合
は
か
な
り
年
数
が
た
っ

て

肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
大
人
に
な
っ
て
か
ら
初
入
部
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
家
督
相
続
儀
礼
と
い
う
よ
り
も
成
人
儀
礼
で
あ
っ
た
と
み
な
し
た
ほ
う
が
よ

い
。
仙
台
藩
で
は
三
代
藩
主
伊
達
綱
宗
の
逼
塞
後
、
亀
千
代
丸
（
の
ち
綱
村
）
が
二

歳
で
襲
封
し
て
い
る
が
、
入
部
し
た
の
は
一
七
歳
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
藩
主
に
し
ろ
嫡
子
に
し
ろ
、
幼
少
で
は
君
主
と
し
て
の
「
威
厳
」
「
御
威
光
」
を

家
臣
や
領
民
に
示
せ
な
い
。
そ
こ
で
、
肉
体
的
・
精
神
的
な
成
人
年
齢
に
達
し
て
か

ら
、
江
戸
藩
邸
お
い
て
「
奥
」
か
ら
「
表
」
へ
と
生
活
空
間
を
移
し
、
そ
の
う
え
で

初
入
部
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
君
主
の
身
体
性
と
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

④
女
子
の
産
育
儀
礼
と
名
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
ず
み

　
『
国
典
類
抄
』
の
「
御
姫
様
御
式
」
に
は
、
三
代
藩
主
義
処
以
降
の
女
子
の
人
生

儀
礼
に
関
す
る
記
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
義
処
女
子
の
う
ち
人
生
儀
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
み
ね

の

判
明
す
る
者
に
つ
い
て
検
討
し
、
適
宜
、
五
代
藩
主
義
峰
女
子
の
事
例
も
参
照
す

る
。
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㎜割左竹家子女の入生儀礼と名前］……大藤修

1
　
誕
生
儀
礼

　

出
産
ま
で
は
性
別
は
不
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
藩
主
や
世
子
の
正
室
が
懐
妊

し
た
時
、
い
ま
だ
嫡
子
不
在
で
あ
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
仮
帯
結
び
や

正
式
の
帯
祝
を
機
に
国
元
の
家
中
に
も
報
知
さ
れ
、
墓
目
役
に
は
家
老
ク
ラ
ス
の
重

臣
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
、
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

　

誕
生

し
た
の
が
女
子
で
あ
っ
て
も
国
元
へ
は
飛
脚
で
も
っ
て
知
ら
せ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ

義
処
側
室
の
「
お
清
」
が
五
女
「
岩
」
を
出
産
し
た
際
に
は
国
元
か
ら
「
御
祝
儀
飛

脚
差
上
候
義
無
用
之
由
」
指
示
し
て
い
る
〔
「
梅
津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
貞
享
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち

年
（
一
六
八
七
）
四
月
二
一
日
条
〕
。
義
処
襲
封
前
、
そ
の
「
若
御
前
」
が
長
女
「
市
」

を
産
ん
だ
際
は
、
国
元
の
み
な
ら
ず
親
類
大
名
や
交
友
の
あ
る
諸
大
名
に
も
報
知
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て

祝
儀

を
受
け
て
お
り
、
出
産
し
た
の
が
正
室
か
側
室
か
で
、
当
然
な
が
ら
対
応
の

仕
方
と
祝
儀
に
格
差
が
存
在
す
る
。

　

女
子
の
誕
生
で
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
事
例
も
み
ら
れ
る
。
義
処
襲
封
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
べ

「
御
台
」
が
延
宝
三
年
（
＝
ハ
七
五
）
正
月
二
二
日
に
三
女
「
鍋
」
を
出
産
し
た
時

に

は
、
家
老
の
梅
津
半
右
衛
門
忠
宴
が
仰
せ
付
け
ら
れ
て
胞
衣
刀
（
「
御
衣
那
刀
」

と
表
記
）
を
差
し
上
げ
、
産
湯
も
か
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
誕
生
の
「
御
姫
様
」
を

「娘
分
」
（
養
女
）
に
さ
れ
た
の
で
、
「
代
物
五
百
八
拾
七
文
二
姥
手
前
よ
り
買
」
い
、

代
物
に
鯉
二
つ
を
添
え
て
献
上
し
て
い
る
〔
「
梅
津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
延
宝
三

　
　
　
　
　
（
蝿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝿
）

年
正
月
二
二
日
条
〕
。
名
前
も
養
父
の
梅
津
が
付
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
1
）

　
加
藤
美
恵
子
氏
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
天
皇
家
・
将
軍
家
で
は
跡
継
ぎ
の
男
子
誕
生

時
に
は
天
皇
・
将
軍
自
ら
が
胞
衣
緒
を
裁
つ
儀
礼
を
行
っ
て
世
嗣
の
認
知
を
し
て
い

た
の
が
、
近
世
以
降
、
産
稜
の
禁
忌
か
ら
男
性
が
出
産
に
関
わ
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
化

さ
れ
、
出
産
へ
の
関
与
を
専
門
の
産
婆
に
転
嫁
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
梅
津

忠
宴
が
出
産
に
関
与
し
た
の
は
、
予
め
生
児
を
養
子
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た

め

自
分
が
父
親
で
あ
る
こ
と
を
示
す
行
為
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
生

児
の
性
別
を
問
わ
ず
養
子
に
す
る
約
束
だ
っ
た
の
か
、
女
子
の
場
合
に
限
っ

て

い

た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
、
義
処
に
は
男
子
は
嫡
子
徳
寿
丸
し
か
い
な

か

っ

た
点
を
考
え
る
と
、
後
者
の
可
能
性
の
方
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
、
嫡
子
が
死
亡

す
る
事
態
に
備
え
て
予
備
の
男
子
を
確
保
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
し
、
し
か
も
正

室
の
出
産
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
代
物
を
献
上
し
て
、
誕
生
後
た
だ
ち
に
生
児
を

買
い
取
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
梅
津
の
日
記
で
は
、
「
今

度
御
誕
生
之
　
御
姫
様
」
と
表
記
し
て
い
た
の
が
、
買
い
取
り
「
な
へ
」
（
鍋
）
と

名
付
け
て
以
降
は
「
お
な
へ
様
」
と
表
記
し
て
い
る
（
藩
主
の
他
の
女
子
に
つ
い
て

は
「
名
前
＋
姫
様
」
と
表
記
）
。

　
七
夜
の
正

月
二
八
日
、
梅
津
は
「
お
な
へ
様
」
に
産
着
を
献
上
、
正
月
晦
日
に
は

「
お

な
へ
様
」
を
取
り
上
げ
た
「
鶴
屋
姥
」
に
祝
儀
銀
三
枚
を
遣
わ
し
た
。
二
月
六

日
、
梅
津
よ
り
「
お
な
へ
様
」
へ
「
御
産
脇
指
」
を
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
産
屋
に
召

し
出
さ
れ
、
義
隆
後
室
の
光
聚
院
と
「
御
台
」
よ
り
御
礼
を
下
さ
れ
て
い
る
〔
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
踊
）

「
梅
津
忠
宴
家
老
勤
中
日
記
」
延
宝
三
年
正
月
二
八
日
条
～
二
月
六
日
条
〕
。
産
楊
の
禁
忌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
産
屋
に
梅
津
は
召
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
の
産
屋

明
、
宮
参
、
箸
初
に
お
い
て
も
梅
津
は
養
父
と
し
て
の
儀
礼
を
果
た
し
て
い
る
、
こ

れ

に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。

皿
　
名
付
親
と
女
子
名
の
特
徴

　
（
i
）
名
付
親

　
三

女
「
鍋
」
の
名
付
け
は
養
父
の
家
老
梅
津
半
右
衛
門
忠
宴
が
行
っ
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ゅ
う

は
先
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
五
女
「
久
」
に
つ
い
て
は
、
兄
で
義
処
庶
子
の
仁
寿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
は
る

丸

（当
時
＝
二
歳
、
の
ち
義
珍
）
が
七
夜
に
名
付
け
て
い
る
〔
「
御
右
筆
所
御
日
記
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）
　
　
　
　
　
じ
ゅ
ん

元
禄
二

年
（
一
六
八
八
）
六
月
二
七
日
条
〕
。
九
女
「
順
」
の
名
付
け
は
誕
生
か
ら
ニ

カ
月
余
た
っ
て
家
老
の
梅
津
半
右
衛
門
忠
昭
が
「
親
分
」
と
な
っ
て
行
っ
た
〔
「
梅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
旦
）

津
忠
昭
御
家
老
勤
中
日
記
」
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
九
月
一
二
日
条
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
み
ね

　
他
の

義
処
女
子
の
名
付
親
は
不
明
で
あ
る
が
、
五
代
藩
主
義
峰
の
長
女
と
次
女

の

名
付
親
は
家
老
の
小
野
岡
市
太
夫
で
あ
る
〔
「
大
越
貞
国
御
家
老
勤
中
日
記
」
享
保
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（
2
5
1
）

五
年
（
一
七
二
〇
）
一
〇
月
一
七
日
条
、
「
今
宮
義
透
御
家
老
勤
中
日
記
」
享
保
七
年
正
月

　
　
（
旧
）

二
四
日
条
〕
。

　
以
上
か

ら
、
女
子
の
名
付
親
に
は
家
老
が
な
っ
て
い
る
例
が
多
い
の
が
特
徴
で
、

兄
が
名
付
け
る
例
も
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
女
子
は
藩
主
家
と
家
老
家
の
絆
を

強
化
す
る
媒
体
物
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
男
子
の
場

合
、
嫡
子
の
幼
名
は
「
徳
寿
丸
」
と
代
々
決
ま
っ
て
お
り
、
庶
子
の
名
付
け
は
誰
が

し
た
の
か
は
記
録
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
父
親
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
（
‥
1
1
）
女
子
の
名
前
の
特
徴
と
呼
称

　
女
子
は
二
音
節
の
名
前
が
通
例
で
、
漢
字
で
表
記
す
る
場
合
は
同
音
の
一
字
を
使

用
す
る
。
例
え
ば
義
処
女
子
の
名
前
は
、
「
い
ち
」
1
1
「
市
」
、
「
か
め
」
‖
「
亀
」
、
「
な

べ
」

‖
「
鍋
」
、
「
き
よ
」
1
1
「
清
」
、
「
い
わ
」
H
「
岩
」
、
「
き
う
」
‖
「
久
」
と
い
っ

た
具
合
で
あ
る
。
「
か
め
」
を
「
加
免
」
、
「
い
わ
」
を
「
伊
和
」
と
漢
字
二
字
で
表

記

し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
変
体
仮
名
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

　
二
音
節
の
女
子
名
は
、
九
世
紀
初
期
の
嵯
峨
天
皇
期
に
内
親
王
に
「
二
音
節
の
嘉

字
一
字
＋
子
」
、
臣
籍
に
降
下
し
た
皇
女
に
「
二
音
節
の
嘉
字
一
字
＋
姫
」
と
命
名

　
（
嗣
）

し
た
の
に
由
来
す
る
。
た
だ
し
、
近
世
の
武
家
の
女
子
名
は
二
音
節
を
漢
字
一
字
で

表
記
す
る
場
合
で
も
嘉
字
と
は
限
ら
な
い
。
庶
民
の
女
子
名
は
、
室
町
時
代
前
期
に
、

平
仮
名
書
き
で
二
音
節
二
字
型
の
名
前
（
「
は
つ
」
「
く
り
」
「
ね
ね
」
「
つ
る
」
「
か
め
」

等
々
）
が
現
れ
、
室
町
時
代
後
期
に
加
速
度
的
に
増
加
し
、
江
戸
時
代
に
は
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
慨
）

一
般
的
な
名
前
と
な
る
。

　

こ
こ
で
問
題
に
す
べ
き
は
、
集
団
の
メ
ン
バ
ー
・
シ
ッ
プ
お
よ
び
系
譜
と
名
前
と

の

関
係
で
あ
る
。
男
性
の
場
合
、
佐
竹
氏
に
あ
っ
て
は
嫡
庶
に
か
か
わ
ら
ず
実
名
に

通
字

「義
」
を
組
み
込
ん
で
系
譜
関
係
と
メ
ン
バ
ー
・
シ
ッ
プ
が
表
示
さ
れ
、
宗
家

の

嫡
子
は
代
々
同
じ
幼
名
・
通
称
を
名
乗
っ
て
宗
家
の
継
承
者
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ

る
。
庶
民
で
は
当
主
名
の
襲
名
慣
行
が
広
く
み
ら
れ
、
武
家
で
も
家
に
よ
っ
て
は

当
主
の
通
称
が
代
々
一
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
女
性
の
名
前
に
は
帰
属
す
る

家
・
一
族
の
メ
ン
バ
ー
・
シ
ッ
プ
や
系
譜
関
係
を
表
示
す
る
機
能
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
佐
竹
家
の
女
子
は
家
臣
の
日
記
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
階
）

れ

は
呼
称
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

皿
　
産
屋
明
・
宮
参
・
箸
初

「名
前
＋
姫
様
」
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

　
（
i
）
産
屋
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
ぬ
か

　
長

女
「
市
」
、
三
女
「
鍋
」
を
産
ん
だ
「
御
台
」
は
い
ず
れ
も
三
七
日
の
二
一
日

　
（
7
5
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

目
に
、
六
女
「
岩
」
を
産
ん
だ
妾
「
お
清
」
は
二
四
日
目
に
、
産
屋
明
の
儀
礼
を

行
っ
て
い
る
。

　
鍋
出
産
後
の
産
屋
明
で
は
、
養
父
の
梅
津
半
右
衛
門
忠
宴
が
「
お
な
へ
様
御
膀
帯

包
候
紙
」
を
調
え
、
「
延
宝
三
年
正
月
二
二
日
卯
刻
御
誕
生
　
御
聴
帯
　
梅
津
半
右

衛
門
忠
宴
自
筆
」
と
銘
書
を
し
、
前
藩
主
義
隆
後
室
光
聚
院
と
「
御
台
」
の
御
前
に

罷
り
出
て
包
ん
で
い
る
〔
「
梅
津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
二

　
　
　
　
（
田
）

月
一
二
日
条
〕
。
そ
し
て
、
こ
の
産
屋
明
後
、
養
子
縁
組
の
祝
儀
と
し
て
梅
津
家
と

藩
主
家
と
の
間
で
贈
答
が
な
さ
れ
た
〔
同
前
延
宝
三
年
二
月
一
二
日
・
一
五
日
条
、
五

　
　
　
（
旧
）

月
二
二
日
条
〕
。

　
（
・
1
1
）
宮
参

　

長
女
「
市
」
は
三
三
日
目
に
、
三
女
「
鍋
」
は
五
〇
日
近
く
た
っ
て
、
五
女

い

よ

「
弥
」
は
三
四
日
目
に
、
六
女
「
岩
」
は
四
カ
月
た
っ
て
、
神
田
明
神
へ
参
詣
、
七

女
「
久
」
は
三
四
日
目
に
、
九
女
「
順
」
は
一
三
カ
月
た
っ
て
、
浅
草
鳥
越
明
神

　
　
　
　
　
　
（
旧
）

へ
参
詣
し
て
い
る
。
七
女
と
九
女
が
浅
草
鳥
越
明
神
に
参
詣
し
た
の
は
浅
草
屋
敷
に

生

ま
れ
育
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
嫡
子
の
場
合
は
先
述
の
よ
う
に
、
延
宝
八
年

（
一
六

八
〇
）
の
神
田
上
屋
敷
焼
失
後
、
浅
草
屋
敷
や
下
谷
屋
敷
に
生
ま
れ
育
っ
て

も
神
田
明
神
へ
参
詣
し
て
い
る
。

　
鍋
が
下
屋
敷
を
出
て
神
田
明
神
へ
参
詣
し
た
際
に
は
、
養
父
の
梅
津
半
右
衛
門
忠

宴
が
「
私
養
子
分
」
に
よ
り
紋
梅
鉢
付
幕
を
神
田
明
神
へ
持
参
、
鍋
は
帰
り
に
梅
津

の

屋
敷

に
立
ち
寄
り
馳
走
を
受
け
て
い
る
〔
「
梅
津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
延
宝
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
1
）

年
（
一
六
七
五
）
三
月
九
日
条
〕
。
鍋
は
梅
津
の
養
女
と
な
っ
た
の
ち
も
江
戸
藩
邸
で
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【秋田藩佐竹家子女の人生儀礼と名前｝・・…大藤修

1

成
育
・
成
人
儀
礼
の
構
成
と
実
施
年
齢

　
三
代
藩
主
義
処
女
子
の
う
ち
成
長
し
成
育
・
成
人
・
婚
姻
儀
礼
を
記
録
で
確
認
で

き
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
一
覧
表
に
し
て
掲
げ
て
お
こ
う
（
表
7
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ね
ぞ
め

　
こ
れ
か
ら
、
女
子
の
成
育
・
成
人
儀
礼
は
髪
置
↓
帯
直
↓
鉄
漿
初
と
い
う
順
序
で

執
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
義
処
の
女
子
は
全
員
、
三
歳
で
髪
置
、
七
歳

で
帯
直
を
行
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
五
代
藩
主
義
峰
の
女
子
四
人
に
つ
い
て
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

と
、
髪
置
は
二
歳
・
三
歳
各
二
人
、
帯
直
は
全
員
七
歳
で
あ
る
。

⑤
女
子
の
成
育
・
成
人
儀
礼
と
名
前

養
育
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
藩
主
の
娘
が
家
臣
の
養
女
と
な
っ
た
場
合
、
い

つ
家
臣
の
屋
敷
に
移
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
鍋
は
翌
年
二
歳
で
死
去
し
た
の

で
、
そ
の
点
は
不
明
で
あ
る
。

　
（
…
川
）
箸
初

　
三

女
「
鍋
」
は
一
〇
〇
日
近
く
た
っ
て
、
六
女
「
岩
」
は
三
カ
月
た
っ
て
、
七
女

「
久
」
は
五
カ
月
近
く
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
箸
初
を
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
で
確
認

で

き
⊇
。
鍋
の
箸
初
で
は
養
父
の
梅
津
忠
宴
が
奥
に
罷
り
出
て
鍋
に
箸
を
差
し
上
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）

て

い

る
〔
「
梅
津
忠
宴
御
家
老
勤
中
日
記
」
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
四
月
二
七
日
条
〕
。

　
な
お
、
岩
の
生
母
の
妾
「
お
清
」
に
つ
い
て
は
、
誕
生
か
ら
一
年
余
た
っ
た
時

点
で
「
お
岩
様
段
々
御
成
長
被
遊
候
二
付
」
、
以
後
「
御
袋
様
」
と
唱
え
る
よ
う
江

戸
の

諸
士

へ
仰
せ
渡
さ
れ
て
い
る
〔
「
後
藤
祐
寿
御
本
方
奉
行
勤
中
日
記
」
元
禄
元
年

（
一
六

八

八
）
五
月
九
日
緬
｝
。
先
に
生
児
が
嫡
子
に
な
っ
た
の
に
伴
い
生
母
の
妾
が

「
御
袋
様
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
例
を
紹
介
し
た
が
、
女
子
を
産
ん
で
も

同
様
の
呼
称
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、
家
臣
の
日
記
で

は
「
お
清
と
の
」
　
「
お
り
う
と
の
」
と
い
う
ふ
う
に
「
名
前
＋
と
の
」
で
表
記
さ
れ

て

い
る
。

表7　3代藩主佐竹義処女子の成育・成人・婚礼儀礼一覧　（）内の数字は年齢

　　いよ05女「弥」（嫡出c③）延宝8年（1680）12月22日誕生

髪置：天和2年2月24日（3）→帯直：貞享3年11月16日（7）→没：貞享4年4月21日（8）

　　いわ06女「岩」（庶出　c④）貞享4年（1687）4月19日誕生

髪置：元禄2年正月10日（3）→帯直・琴初：元禄6年2月14日（7）→手習初：同年2月23日→縁組：元禄11年12月5日（12）→結納：

元禄12年2月27日（13）→婚礼：元禄16年11月9日（17）〔美作国津山城主松平家に嫁す〕

　　きゆう
07女「久」（庶出c⑤）元禄2年（1689）6月20日誕生

髪置：元禄4年11月15日（3）→帯直：元禄8年2月2日（7）→縁組：元禄15年6月27日（14）→結納：元禄16年4月23日（15）

→婚礼：宝永4年7月21日（19）〔筑前国秋月城主黒田家に嫁す〕

　　じゆん09女「順」（庶出c⑥）元禄16年（1703）7月10日

髪置：宝永2年11月15日（3）→縁組：宝永5年12月21日（6）→帯直：宝永6年4月29日（7）→手習初：正徳元年2月13日（9）

→結納：正徳2年6月21日（10）→鉄漿初：正徳3年2月9日（11）→婚礼：享保5年9月21日（18）〔出雲国松江城主松平家に嫁す〕

・ 別表「秋田藩佐竹家子女の人生儀礼と名前一覧」に基づく。

・成長し史料で人生儀礼の判明する者のみを掲げた。
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義
処
六
女
「
岩
」
は
七
歳
で
帯
直
を
す
る
と
同
じ
日
に
琴
初
も
行
い
、
そ
の
九
日

後
に
手
習
初
を
し
て
い
る
。
同
九
女
「
順
」
の
手
習
初
は
九
歳
で
あ
っ
た
。
他
の
女

子

に
関
す
る
記
録
は
『
国
典
類
抄
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
様
に
成
育
儀

礼

の
一
環
と
し
て
琴
初
、
手
習
初
を
行
っ
て
い
た
に
相
違
な
か
ろ
う
。

　
女
子
の
成
人
儀
礼
の
鉄
漿
初
は
、
義
処
女
子
で
は
九
女
「
順
」
が
縁
組
（
幕
府
か

ら
縁
組
許
可
）
↓
結
納
を
終
え
た
の
ち
に
一
一
歳
で
執
行
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
で

確
認
で
き
、
生
母
の
側
室
智
清
院
よ
り
家
老
の
小
野
崎
権
太
夫
の
妻
へ
筆
の
献
上
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

仰
せ
付
け
、
小
野
崎
夫
妻
が
自
宅
で
鉄
漿
付
役
を
務
め
て
い
る
。

　
義
峰
女
子
で
は
、
二
女
「
常
」
と
三
女
「
直
」
は
縁
組
儀
礼
を
終
え
た
後
に
一
三

　
　
　
　
　
　
（
1
）

で
鉄
漿
初
を
執
行
、
長
女
「
栄
」
は
縁
組
が
済
ん
で
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
「
御
年

被
為
長
候
事
故
」
、
一
五
歳
で
行
っ
て
い
る
〔
「
今
宮
義
透
御
家
老
勤
中
日
記
」
享
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
1
）

一
九

年
（
一
七
三
四
）
一
〇
月
二
日
条
〕
。
常
と
栄
は
同
時
に
執
り
行
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
か
た

常
に
対
し
て
は
「
若
御
前
」
（
嫡
子
義
堅
正
室
）
が
、
栄
に
対
し
て
は
「
大
御
前
」
（
藩

主
義
峰
正
室
）
が
筆
を
贈
っ
て
い
る
。
両
者
が
鉄
漿
付
け
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
か

ら
、
武
家
の
女
子
の
鉄
漿
初
は
縁
組
を
済
ま
せ
た
う
え
で
行
う
の
が
通
例

で
、
お
歯
黒
は
成
人
で
あ
る
と
同
時
に
婚
約
済
み
で
あ
る
こ
と
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ

た
こ
と
、
た
だ
し
、
縁
組
を
し
て
い
な
く
て
も
一
五
歳
以
上
に
な
れ
ば
鉄
漿
付
け
を

し
た
こ
と
、
が
知
ら
れ
る
。

　
武

家
の
女
子
は
婚
姻
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
主
や
嫡
子
の
妻
と
し
て
家
の
存
続

に
責
任
を
負
い
、
家
内
外
の
儀
礼
に
お
い
て
「
公
的
」
な
役
割
を
果
た
す
。
そ
の
婚

姻

に
は
主
君
、
大
名
家
の
場
合
は
幕
府
の
許
可
を
要
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
主
君
か

ら
婚
姻
を
許
可
さ
れ
る
「
縁
組
」
は
、
女
子
が
武
家
社
会
に
お
け
る
「
公
的
」
な
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

在

と
し
て
認
知
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
れ
が
武
家
の
女
子
の
「
成
人
」
に

お

い
て

重

要
な
意
義
を
も
っ
た
の
も
、
そ
の
故
で
あ
ろ
う
。
佐
竹
家
女
子
の
成
人
ま

で

の
通
過
儀
礼

は
藩
主
家
族
の
身
内
の
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
の
祝

儀
も
家
老
ク
ラ
ス
が
献
上
す
る
程
度
で
あ
る
が
、
「
縁
組
」
↓
「
結
納
」
↓
「
婚
礼
」

と
い
う
婚
姻
儀
礼
は
、
幕
府
や
諸
大
名
家
と
の
関
係
に
お
け
る
「
公
儀
」
の
儀
礼
と

　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
。

　
近
世
末
期
の
江
戸
の
風
俗
を
描
い
た
『
守
貞
護
稿
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
今
世

モ
、
前
二
云
ル
如
ク
、
染
歯
テ
始
テ
嫁
ス
ル
ヲ
本
ト
ス
。
：
・
〈
中
略
〉
・
：

　
　
江
戸
ハ
、
未
嫁
、
既
二
嫁
ス
ル
女
モ
、
歯
ヲ
染
ル
者
ハ
、
専
ラ
髪
ヲ
丸
曲
に
更
メ
、

　
　
眉
ヲ
剃
ル
也
、
江
戸
モ
、
武
家
ノ
新
婦
ハ
歯
ヲ
黒
メ
、
髪
ヲ
丸
曲
二
結
べ
ド
モ
、

　
　
眉
ヲ
剃
ラ
ズ
。
二
十
三
四
才
二
及
デ
始
テ
、
眉
ヲ
剃
ル
。
…
〈
中
略
〉
…

　
　
京
坂
ニ
テ
、
歯
ヲ
染
メ
、
眉
ヲ
剃
ル
ヲ
、
顔
ヲ
直
ス
ト
云
。
江
戸
ニ
テ
ハ
、
元

　
　
服
ス
ト
云
也
。
又
、
江
戸
ニ
テ
歯
ヲ
黒
メ
テ
、
眉
ヲ
剃
ザ
ル
者
ヲ
、
半
元
服
ト

　
　
（
2
7
1
）

　
　
云
。

　
本
稿
で
対
象
と
す
る
時
期
と
は
異
な
る
も
の
の
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
江
戸

に
お
け
る
武
家
女
子
の
成
人
儀
礼
の
あ
り
方
は
、
一
八
世
紀
前
半
期
の
佐
竹
家
女
子

の

そ
れ
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
お
歯
黒
を
し
た
う
え
で
嫁
す
る
の
が
基
本
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
る
ま
げ

江
戸
で

は
鉄
漿
付
け
を
す
る
と
髪
を
「
丸
曲
」
（
丸
髭
）
に
改
め
、
眉
を
剃
る
の
が

風
習
で
あ
る
が
、
武
家
の
新
婦
は
「
二
十
三
四
才
」
に
な
っ
て
初
め
て
眉
を
剃
る
の

だ

と
い
う
。
佐
竹
家
女
子
の
成
人
儀
礼
で
は
眉
剃
に
つ
い
て
は
記
録
に
出
て
こ
な
い

が
、
お
そ
ら
く
嫁
い
で
か
ら
剃
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

義
処
と
義
峰
の
女
子
は
、
義
峰
長
女
「
栄
」
の
二
一
歳
を
例
外
と
し
て
一
七

～
一
九
歳
で
婚
礼
を
挙
げ
て
い
る
。
嫁
ぎ
先
は
い
ず
れ
も
大
名
家
で
、
義
処
六
女

「
岩
」
は
美
作
国
津
山
城
主
松
平
家
、
同
七
女
「
久
」
は
筑
前
国
秋
月
城
主
黒
田

家
、
同
九
女
「
順
」
は
出
雲
国
松
江
城
主
松
平
家
、
義
峰
長
女
「
栄
」
は
伊
予
国
松

山
城
主
松
平
家
、
同
二
女
「
富
」
は
信
濃
国
松
本
城
主
松
平
家
、
同
三
女
「
直
」
は

佐
竹
壱
岐
守
家
（
二
代
藩
主
義
隆
庶
子
の
義
長
が
分
家
創
設
し
た
大
名
家
）
、
同
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
）

女
「
寿
」
は
肥
前
国
平
戸
城
主
松
浦
家
に
、
そ
れ
ぞ
れ
嫁
い
で
い
る
。

　

徳
川
家
門
・
譜
代
大
名
家
、
外
様
大
名
家
と
姻
戚
関
係
を
形
成
す
る
ほ
か
、
一
族

大
名
の
佐
竹
壱
岐
守
家
に
も
娘
を
入
嫁
さ
せ
て
佐
竹
氏
の
血
筋
の
確
保
も
は
か
っ
て

い

る
の
で
あ
る
。
佐
竹
宗
家
に
嗣
子
不
在
の
時
は
佐
竹
壱
岐
守
家
か
ら
養
子
を
迎
え

た
こ
と
、
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

200



儒斑ヨ藩佐竹家子女の人生備礼と名前］……大藤修

皿

男
子
の
成
育
・
成
人
儀
礼
と
の
比
較

　

男
子
と
女
子
の
成
育
・
成
人
儀
礼
を
比
較
す
る
と
、
次
の
点
が
指
摘
で
き
る
。

　
①
将
軍
家
・
大
名
家
の
男
子
の
成
育
・
成
人
儀
礼
は
政
治
的
日
程
か
ら
執
行
時
期

が
決
め

ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
こ
と
に
成
人
儀
礼
に
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
女
子
の

場
合
は

政
治
的
理
由
で
執
行
時
期
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
点
。
た
だ
し
、
大
名

家
女
子

に
あ
っ
て
は
、
婚
姻
を
幕
府
か
ら
許
可
さ
れ
る
「
縁
組
」
を
済
ま
せ
た
う
え

で
鉄
漿
初
と
い
う
成
人
儀
礼
を
行
う
の
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
点
か
ら
す
る
と
、
大

名
家
女
子
が
武
家
社
会
に
お
け
る
公
的
な
存
在
と
し
て
国
家
的
な
認
知
を
得
る
「
縁

組
」
は
、
大
名
家
男
子
が
武
家
社
会
に
お
い
て
一
人
前
に
扱
わ
れ
る
条
件
と
な
る
将

軍
へ
の
初
御
目
見
得
に
対
比
さ
れ
る
意
義
を
も
っ
て
い
た
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。

　
②
女
子
の
成
人
儀
礼
は
身
体
的
儀
礼
の
み
で
、
男
子
の
よ
う
に
改
名
儀
礼
や
将
軍

へ
の

御
目
見
得
、
官
位
叙
任
、
初
入
部
な
ど
の
政
治
的
儀
礼
は
し
て
い
な
い
点
。

　
女
子
は
幼
名
を
成
人
名
に
改
名
す
る
こ
と
は
し
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
室

町
時
代
以
降
、
公
家
女
性
が
叙
位
や
宮
仕
え
に
際
し
て
「
：
子
」
型
の
実
名
に
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
翌

め

た
他
は
、
幼
名
を
成
人
後
も
使
用
す
る
の
が
原
則
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
女
性
の
社

会

的
地
位
の
低
下
を
反
映
し
て
い
る
。
徳
川
将
軍
家
の
女
性
も
子
型
の
名
は
皇
女
・

王
女
で
徳
川
家
に
降
嫁
し
た
者
、
な
い
し
入
内
し
た
息
女
に
限
ら
れ
、
将
軍
の
生
母

で
叙
位

ま
た
は
贈
位
さ
れ
た
者
に
は
改
め
て
子
型
の
実
名
が
付
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ

以
外

は
将
軍
の
息
女
で
も
二
音
節
型
の
名
で
子
型
の
名
を
称
す
る
こ
と
は
な
か
っ

（鵬
）

た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
晒
）

　
佐
竹
義
峰
女
子
で
は
次
の
よ
う
な
改
名
事
例
が
み
ら
れ
る
。

　
○
長
女

「
よ
ね
」
↓
「
栄
」
（
生
後
ニ
カ
月
余
経
過
）
↓
「
照
」
（
二
〇
歳
、
婚
約

　
　
者
の
伊
予
国
松
山
城
主
松
平
隠
岐
守
の
母
と
同
名
の
た
め
）

　
〇
二
女
「
常
」
↓
「
富
」
（
一
八
歳
、
婚
約
者
の
信
濃
国
松
本
城
主
松
平
丹
波
守

　
　
母
の
名
に
障
る
た
め
）

　
〇
三
女
「
阿
久
里
」
（
女
子
ば
か
り
生
ま
れ
て
男
子
が
ほ
し
い
場
合
の
名
付
け
）

　
　
↓
「
直
」
（
六
歳
、
四
女
出
生
の
た
め
）

　
以
上
の

よ
う
に
、
女
子
の
改
名
は
成
人
儀
礼
の
一
環
と
し
て
成
人
名
に
改
め
た
も

　
　
　
　
（
7
7
1
）

の

で

は
な
い
。
右
の
三
例
の
う
ち
二
例
は
婚
約
者
の
母
親
の
名
前
と
同
名
も
し
く
は

類
似
の

た
め
に
改
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
所
属
す
る
集
団
が
変
わ
れ
ば
、
新
た
な
帰

属
先
の
集
団
の
身
分
関
係
に
規
制
さ
れ
、
上
位
者
の
名
前
を
悼
っ
て
改
名
し
た
わ
け

で

あ
る
。
こ
れ
は
男
性
で
も
起
こ
り
う
る
事
態
で
あ
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
原
理
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
男
性
の
場
合
は
、
他
家
に
養
子
に
入
れ
ば
嫡
子
名
や
当
主
名
を
襲
名
し
た

り
、
通
字
を
継
承
し
て
改
名
し
た
り
し
て
、
そ
の
家
と
一
族
の
メ
ン
バ
ー
と
な
り
系

譜
関
係
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
が
名
前
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
一
方
、
女
性
の
名

前
に
は
、
先
述
の
よ
う
に
帰
属
す
る
家
・
一
族
の
メ
ン
バ
ー
・
シ
ッ
プ
や
系
譜
関
係

を
表
示
す
る
機
能
は
な
く
、
帰
属
の
変
更
に
伴
い
そ
れ
を
示
す
た
め
に
改
名
す
る
こ

と
も
少
な
い
。
た
だ
庶
民
の
家
で
は
、
嫁
が
姑
の
名
前
を
譲
り
受
け
て
い
る
事
例
も

　
　
　
　
　
　
（
澗
）

見
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
主
婦
の
地
位
・
権
限
の
継
承
と
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ

れ

る
の
で
、
主
婦
名
の
襲
名
事
例
が
ど
の
程
度
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
今

後
、
検
証
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

ま
と
め

　
以
上
の
検
討
か

ら
判
明
し
た
主
要
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
①
出
産
ま
で
は
性
別
は
不
明
で
あ
る
。
藩
主
や
世
子
の
正
室
が
懐
妊
し
た
時
、
い

ま
だ
嫡
子
不
在
で
あ
れ
ば
、
そ
の
誕
生
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
仮
帯
結
び
や
正
式

の
帯
祝
を
機
に
国
許
に
も
報
知
さ
れ
、
出
産
時
の
重
要
儀
礼
で
あ
る
墓
目
も
宿
老
・

家
老

ク
ラ
ス
の
重
臣
が
役
人
に
任
命
さ
れ
た
。
す
で
に
嫡
子
が
い
る
場
合
の
出
産
は
、

正
室
腹
の
子
で

あ
っ
て
も
自
動
的
に
は
嫡
子
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
格
下
の
家
臣
が

墓
目
役
を
務
め
て
い
る
。
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②
中
世
に
お
い
て
は
男
性
が
出
産
に
関
与
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
天
皇
家
や

将
軍
家
で
は
跡
継
ぎ
の
男
子
誕
生
時
に
は
天
皇
・
将
軍
自
ら
が
胞
衣
緒
を
裁
つ
儀
礼

を
行
っ
て
世
嗣
の
認
知
を
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
室
町
将
軍
が
嫡
男
に
産
湯
を
か
け

て

い
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
近
世
に
な
る
と
、
産
稜
の
禁
忌
か
ら
男

性
が
出
産
に
関
わ
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
化
さ
れ
、
出
産
へ
の
関
与
を
専
門
の
産
婆
に
転

化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
佐
竹
家
に
お
い
て
も
、
藩
祖
義
宣
が
元
亀
元
年

（
一
五
七

〇
）
に
誕
生
し
た
際
に
は
産
湯
役
を
一
門
の
佐
竹
北
家
当
主
が
務
め
て
い

た
の
が
、
近
世
に
は
出
産
の
場
に
お
け
る
男
性
家
臣
の
役
割
は
墓
目
役
と
矢
取
役
に

限
定
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
女
子
出
産
で
は
、
予
め
養
女
に
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
た
家
老
が
胞

衣

刀
を
差
し
上
げ
、
産
湯
も
か
け
て
い
た
事
例
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
自
分
が
生
児

の

父
親
で
あ
る
こ
と
を
示
す
行
為
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

　
③
嫡
子
誕
生
の
際
に
は
、
江
戸
藩
邸
に
お
い
て
一
門
の
佐
竹
北
家
・
南
家
・
東
家
・

西
家
の
各
当
主
が
祝
い
、
藩
主
の
直
書
で
も
っ
て
国
元
に
「
御
曹
司
様
御
誕
生
」
の

報
知
を
し
、
家
老
に
佐
竹
氏
菩
提
寺
の
天
徳
寺
に
参
詣
し
て
先
祖
へ
報
告
す
る
よ
う

命
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
嫡
子
の
誕
生
で
は
先
祖
と
の
縦
の
つ
な
が
り
と
一
門
と
の

横
の

つ
な
が
り
を
確
認
す
る
儀
礼
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ

れ

に
対
し
庶
子
や
女
子
誕
生
の
際
に
は
家
老
に
よ
っ
て
国
元
に
報
知
さ
れ
、
天

徳
寺
へ
の
参
詣
は
特
に
指
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
国
元
か
ら
祝
儀
の
飛
脚
を
江
戸

に

差

し
上
ら
せ
る
こ
と
は
無
用
と
指
示
し
て
い
る
例
も
あ
り
、
生
児
が
嫡
子
か
庶

子
・
女
子
か
で
対
応
に
明
ら
か
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

　
④
名
付
け
は
男
子
に
つ
い
て
は
七
夜
に
な
さ
れ
た
例
が
二
件
確
認
で
き
る
が
、
他

の

名
付
け
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
佐
竹
家
で
は
中
世
か
ら
嫡
出
の
長
男
子
が
嫡
子
と

な
る
原
則
が
確
立
し
て
お
り
、
嫡
子
は
代
々
「
徳
寿
丸
」
と
名
付
け
ら
れ
、
将
来
宗

家
を
継
ぐ
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
が
内
外
に
示
さ
れ
た
。
養
子
を
と
っ
て
嫡
子
に
す

る
か
庶
子
を
途
中
で
嫡
子
に
し
た
場
合
は
、
幼
少
で
あ
れ
ば
幼
名
を
「
徳
寿
丸
」
に

改

め
、
成
長
し
て
い
れ
ば
宗
家
嫡
子
の
元
服
後
の
通
称
で
あ
る
「
次
郎
」
を
称
さ
せ
、

他
氏
か

ら
迎
え
た
養
子
で
あ
れ
ば
実
名
を
佐
竹
氏
の
通
字
で
あ
る
「
義
」
を
組
み
込

ん

で
改
名
さ
せ
て
い
る
。

　
佐
竹
家
の
嫡
子
は
成
人
ま
で
は
家
臣
た
ち
か
ら
「
御
曹
司
様
」
と
呼
ば
れ
た
。
庶

子
は
「
幼
名
＋
名
前
」
で
呼
ば
れ
た
が
、
嫡
子
に
な
る
と
「
御
曹
司
様
」
と
呼
称
変

更
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
生
母
の
妾
の
呼
称
も
「
名
前
＋
と
の
」
か
ら
「
お
袋
様
」

に
変
わ
る
が
、
「
奥
」
に
お
け
る
女
性
の
身
分
に
関
わ
る
事
柄
は
正
室
が
決
定
権
を

も
っ
て
お
り
、
生
児
が
嫡
子
に
な
る
と
直
ち
に
生
母
の
呼
称
変
更
も
な
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
い
。

　
⑤
嫡
子
の
幼
名
は
代
々
襲
名
さ
れ
、
先
祖
と
の
つ
な
が
り
が
表
示
さ
れ
て
い
た
の

に
対
し
、
庶
子
の
幼
名
は
個
別
的
で
先
祖
と
の
系
譜
関
係
は
示
さ
れ
な
い
。
父
親
に

よ
っ
て
特
色
が
あ
り
、
父
親
個
人
と
し
て
の
願
望
や
意
向
・
好
み
が
投
影
し
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
全
体
的
に
長
寿
を
願
っ
て
「
寿
」
「
鶴
」
「
松
」
「
千
」
「
千
代
」

「
仙
」
な
ど
を
用
い
た
名
前
が
多
い
が
、
中
世
の
佐
竹
氏
は
庶
子
を
仏
門
に
入
ら
せ

て

い

る
例
が
少
な
く
な
く
、
戦
国
期
～
江
戸
時
代
初
頭
に
も
寺
院
・
仏
教
に
ち
な
ん

だ

名
前
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
も
出
家
さ
せ
る
こ
と
を
予
定
し
た
名
付
け
で
あ
っ
た
と

思

わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
他
家
を
継
い
だ
り
分
家
し
た
り
し
て
一
家
の
主
と
な
っ
て

い
る
。

　
⑥
誕
生
後
の
儀
礼
と
し
て
は
、
七
夜
の
祝
儀
、
産
屋
明
（
確
認
で
き
る
例
で
は

二

一
日
目
と
二
二
日
目
）
、
宮
参
（
時
期
は
一
定
し
て
お
ら
ず
、
早
い
例
で
三
二
日

目
、
遅
い
例
で
は
三
カ
月
余
た
っ
て
か
ら
）
、
箸
初
（
確
認
で
き
る
二
例
は
い
ず
れ

も
一
二
九
日
目
）
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
初

め
て
外
出
す
る
宮
参
で
は
、
嫡
子
と
庶
子
で
は
お
供
の
身
分
・
人
数
に
大
き
な

格
差
が

あ
っ
た
。
嫡
子
の
宮
参
行
列
は
家
老
以
下
江
戸
藩
邸
の
惣
家
中
が
加
わ
り
、

家
中
挙
げ
て
の
「
御
家
」
の
行
事
と
し
て
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
比

べ
、
庶
子
の
宮
参
行
列
は
親
族
の
付
人
を
中
心
と
す
る
陣
容
で
あ
り
、
親
族
主
催
の

行
事
と
し
て
簡
素
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
⑦
中
世
の
公
家
・
武
家
の
成
育
儀
礼
は
、
髪
型
と
服
装
を
大
人
の
そ
れ
に
近
づ
け
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て

い
く
「
髪
置
」
、
「
袴
着
」
、
「
帯
直
」
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、

近
世
の
佐
竹
家
と
徳
川
将
軍
家
に
あ
っ
て
も
そ
の
伝
統
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　

佐
竹
家
男
子
の
成
人
儀
礼
は
「
三
歳
髪
置
↓
七
歳
袴
着
・
帯
直
↓
九
歳
下
帯
（
裡
）

召
初
」
を
基
本
と
し
て
お
り
、
嫡
子
は
こ
の
通
り
に
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
庶
子
は

嫡
子
が
異
な
る
年
齢
で
段
階
的
に
行
っ
て
い
た
儀
礼
を
同
時
に
済
ま
せ
て
、
儀
礼
執

行
の
手
間
と
費
用
を
省
い
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
嫡
子
の
儀
礼
で
は
先
例

を
重
視
し
、
佐
竹
宗
家
の
嘉
例
を
務
め
て
き
た
由
緒
の
あ
る
家
の
者
を
役
人
に
任
じ

て

い

る
の
に
対
し
、
庶
子
の
儀
礼
で
は
縁
起
を
か
つ
い
で
場
当
た
り
的
に
役
人
を
選

定

し
て
い
る
。
祝
儀
も
嫡
子
の
そ
れ
は
盛
大
に
行
わ
れ
、
袴
着
の
祝
宴
に
は
親
類
の

他

に
、
使
番
・
番
頭
・
台
所
頭
ク
ラ
ス
の
幕
臣
も
招
か
れ
て
い
る
。

　

幕
藩
制
国
家
の
最
高
権
力
を
担
っ
て
い
た
徳
川
将
軍
家
で
は
、
政
治
的
企
図
か
ら

所
生
の
男
子
を
早
く
社
会
的
に
「
成
人
」
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
り
、
男
子
の
成
育
儀

礼
の

実
施
年
齢
は
概
し
て
早
く
、
元
服
も
四
代
将
軍
と
な
る
家
綱
以
降
、
幼
少
の
う

ち
に
実
施
し
て
い
る
。

　
⑧
成
人

男
子
の
象
徴
は
身
体
面
で
は
烏
帽
子
を
か
ぶ
る
加
冠
、
前
髪
を
取
っ
て

さ
か
や
き

月
代
を
し
た
髪
型
、
振
袖
を
普
通
の
長
さ
の
袖
に
留
め
る
「
袖
留
」
、
名
前
の
面
で

は
幼
名
を
改
め
て
実
名
と
通
称
を
名
乗
る
こ
と
で
あ
る
が
、
近
世
大
名
家
の
男
子
の

場
合

は
将
軍
に
初
御
目
見
得
し
て
主
従
関
係
を
結
び
、
官
位
叙
任
を
受
け
る
こ
と
が

重
要
な
意
味
を
も
つ
。
ま
た
、
成
育
・
成
人
儀
礼
の
一
環
と
し
て
各
種
の
文
武
初
を

行
っ
た
。
つ
ま
り
、
武
家
男
子
の
成
人
儀
礼
は
、
身
体
的
儀
礼
、
改
名
儀
礼
、
政
治

的
儀
礼
、
文
武
修
練
儀
礼
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
佐
竹
家
と
徳
川
将
軍
家
の
事
例
か
ら
、
「
公
儀
」
の
家
と
し
て
幕
藩
制
国
家
の
公

権
を
担
う
将
軍
家
と
大
名
家
に
あ
っ
て
は
、
男
子
の
元
服
（
加
冠
）
と
御
判
・
実
名

名
乗
初
は
肉
体
的
な
成
長
と
は
無
関
係
に
政
治
的
日
程
に
よ
っ
て
執
行
時
期
が
決
め

ら
れ
、
本
来
、
加
冠
と
一
体
化
し
て
い
た
袖
留
・
前
髪
取
は
肉
体
的
成
長
を
待
っ
て

行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
将
軍
家
や
大
名
家
の
男
子
の

「
成

人
」
は
、
政
治
的
・
社
会
的
な
成
人
範
疇
と
肉
体
的
な
成
人
範
疇
に
分
化
し
て

い

る
わ
け
で
あ
る
（
こ
れ
に
文
武
の
能
力
的
成
人
範
躊
を
加
え
て
も
よ
か
ろ
う
）
。

と
り
わ
け
嫡
子
は
政
治
的
・
社
会
的
「
成
人
」
化
が
急
が
れ
て
い
る
。

　

家
継
は
六
代
将
軍
家
宣
死
去
に
よ
り
四
歳
で
徳
川
宗
家
の
家
督
を
継
ぎ
、
五
カ
月

半
後
に
将
軍
宣
下
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
の
間
、
実
名
名
乗
初
、
官
位
叙
任
、
袴
着
、

元
服
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
肉
体
的
・
精
神
的
に
は
幼
年
で
あ
っ
て
も
、
将
軍

就
任
の

前
提
と
し
て
政
治
的
・
社
会
的
に
は
「
成
人
」
し
た
存
在
と
す
る
措
置
が
と

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
室
町
時
代
の
足
利
将
軍
家
で
も
元
服
を
し
た
の
ち
に
将
軍

宣
下
を
受
け
て
お
り
、
元
服
と
い
う
儀
礼
が
、
為
政
者
た
る
将
軍
の
資
格
と
し
て
重

要
な
意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
⑨
佐
竹
家
で
は
、
元
服
儀
礼
で
加
冠
役
を
務
め
る
家
臣
の
身
分
格
式
と
儀
礼
の
規

模

に
、
嫡
子
と
庶
子
と
で
格
差
が
存
在
し
た
。
嫡
子
の
元
服
儀
礼
は
、
一
門
の
佐
竹

北
家
の

当
主
が
加
冠
役
を
務
め
、
家
中
を
挙
げ
て
の
「
御
家
」
の
行
事
と
し
て
な
さ

れ
、
対
外
的
な
お
披
露
目
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
庶
子
の
元
服
儀
礼
は
身
内
の
行

事
で
あ
り
、
加
冠
役
も
格
下
の
家
臣
が
務
め
て
い
る
。

　
佐
竹
家
男
子
の
成
人
儀
礼
で
は
氏
神
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。

元
服

は
江
戸
屋
敷
に
国
元
か
ら
氏
神
を
祀
る
入
幡
宮
を
勧
請
し
て
神
前
で
執
り
行
わ

れ
、
名
乗
（
実
名
）
も
宗
教
者
が
撰
定
し
た
候
補
三
つ
の
中
か
ら
元
服
し
た
本
人
が

八
幡
宮
神
前
で
選
択
す
る
の
を
慣
例
と
し
た
。
中
剃
や
前
髪
取
を
し
た
際
に
は
髪
は

国
元
に
運
ば
れ
て
八
幡
宮
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
源
頼
義
後
胤
と
い
う
出
自

認
識
と
も
関
係
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
⑩
成
人
儀
礼

の
一
環
と
し
て
幼
名
を
成
人
名
に
改
め
る
。
こ
の
成
人
名
に
は
実
名

と
通
称
が
あ
る
。
御
判
・
名
乗
初
は
、
佐
竹
家
、
徳
川
将
軍
家
と
も
に
加
冠
（
元
服
）

儀
礼

と
と
も
に
幼
少
の
う
ち
に
行
っ
て
お
り
、
嫡
子
の
方
が
早
い
。
そ
れ
は
、
実
名

を
名
乗
り
、
個
人
の
表
徴
で
あ
る
花
押
を
用
い
る
こ
と
は
、
一
人
前
の
男
子
た
る
要

件
で

あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
元
服
と
と
も
に
御
判
・
名
乗
初

の
儀
礼
を
済
ま
せ
て
お
く
こ
と
が
、
将
軍
に
初
御
目
見
得
す
る
前
提
条
件
と
な
っ
た

の

で
あ
る
。

203



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第］41集2008年3月

　
佐
竹
氏
は
源
頼
義
の
後
胤
と
い
う
出
自
認
識
を
も
っ
て
お
り
、
平
安
時
代
末
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
よ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
き

佐
竹
の
苗
字
を
最
初
に
名
乗
っ
た
昌
義
以
来
、
「
頼
義
」
の
偏
諒
の
「
義
」
を
通
字

と
し
、
佐
竹
氏
所
生
の
男
子
に
は
「
義
」
と
他
の
嘉
字
一
字
を
組
み
合
わ
せ
て
実
名

を
付
与
し
て
佐
竹
一
族
の
標
識
と
し
て
い
る
。
姓
は
「
源
」
を
称
す
る
。
徳
川
将
軍

家
で
は
三
代
将
軍
家
光
以
後
、
家
康
の
「
家
」
を
通
字
と
す
る
が
、
嫡
子
の
み
が
継

承
し
、
庶
子
に
は
「
家
」
以
外
の
将
軍
の
偏
講
を
付
与
し
て
い
る
。

　
つ

ま
り
、
佐
竹
氏
の
通
字
「
義
」
は
養
親
子
の
擬
制
を
含
む
父
系
血
統
で
継
承
さ

れ

る
一
族
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
源
頼
義
後
胤
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
示

し
て
い
た
の
に
対
し
、
将
軍
家
の
通
字
「
家
」
は
家
康
の
後
継
者
た
る
将
軍
と
世
子

の

シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
将
軍
家
嫡
子
の
幼
名
も
家
康
の
「
竹
千
代
」
が

継
承

さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
家
康
の
後
継
者
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
佐
竹

氏

に
あ
っ
て
は
、
源
頼
義
後
胤
と
い
う
出
自
と
父
系
血
縁
に
よ
る
紐
帯
が
強
く
意
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
養
嗣
子
の
選
定
に
も
表
れ
て
い
る
。

　
⑪
実
名
は
人
格
の
象
徴
で
あ
り
、
名
乗
る
こ
と
、
他
人
の
実
名
を
呼
ぶ
こ
と
は
忌

避

さ
れ
た
の
で
、
通
称
を
用
い
た
。
佐
竹
家
の
嫡
子
は
中
世
以
来
、
「
次
郎
」
あ
る

い

は
「
次
郎
」
に
一
字
を
冠
し
た
名
前
を
通
称
と
し
て
い
る
。
「
次
郎
」
は
こ
の
場
合
、

出
生
順
を
示
す
輩
行
名
で
は
な
く
、
「
跡
次
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
仙
台

藩
伊
達
家
の
嫡
子
も
、
中
世
で
は
「
次
郎
」
、
藩
祖
政
宗
以
降
は
「
藤
次
郎
」
ま
た

は
「
総
次
郎
」
を
通
称
と
し
て
い
る
。

　
佐
竹
家
で
は
一
七
世
紀
半
ば
に
は
嫡
子
の
身
分
呼
称
が
ほ
ぼ
成
立
し
て
お
り
、
成

人
前
は
「
御
曹
司
様
」
、
元
服
後
は
「
若
殿
様
」
と
呼
ば
れ
た
。
藩
主
に
な
る
と
「
屋

形
様
」
あ
る
い
は
「
殿
様
」
と
呼
ば
れ
、
近
世
後
期
に
は
前
者
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
嫡
系
成
員
は
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
位
置
と
身
分
の
変
化
に
応
じ
て

呼

称
が
変
化
す
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
庶
子
は
幼
名
の
う
ち
は
「
幼
名
＋
様
」
、

成
人
名
の
通
称
に
改
名
す
る
と
「
通
称
＋
様
」
で
呼
ば
れ
た
。
藩
主
の
娘
は
「
名
前

＋

姫
様
」
、
嫡
子
正
室
は
「
若
御
前
様
」
、
藩
主
正
室
は
「
御
前
様
」
、
藩
主
死
去
後

は

「後
室
様
」
と
呼
ば
れ
る
。
側
室
の
呼
称
は
「
名
前
＋
と
の
」
で
あ
っ
た
。

　
秋

田
藩
の
禁
字
法
令
は
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
初
出
す
る
が
、
安
永
二
年

（
一
七
七

三
）
以
降
、
藩
主
家
子
女
の
誕
生
時
の
命
名
や
そ
の
後
の
改
名
に
際
し
て
、

「
同
文
字
」
「
同
唱
」
の
名
前
の
者
は
改
名
す
る
よ
う
領
民
に
も
令
達
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
近
世
後
期
に
は
、
藩
主
家
族
の
名
前
は
家
中
と
領
民

の

名
前
に
も
規
制
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
期
に
お
い
て
は
、

庶
子
の
嫡
子
成
り
、
嫡
子
の
元
服
や
襲
封
に
伴
う
呼
称
の
変
化
も
領
民
に
布
達
さ
れ

て

い
る
。

　
⑫
大
名
家
の
男
子
は
将
軍
へ
の
初
御
目
見
得
を
済
ま
せ
て
武
家
社
会
で
は
じ
め
て

一
人

前
に
扱
わ
れ
、
対
外
的
な
活
動
に
乗
り
出
し
た
。
そ
れ
故
、
嫡
子
・
藩
主
の
初

御
目
見
得
は
「
乗
出
」
と
称
さ
れ
た
。
佐
竹
家
の
男
子
は
嫡
子
・
庶
子
と
も
に
江
戸

時
代
に
は
、
御
判
・
実
名
名
乗
初
↓
将
軍
へ
の
初
御
目
見
得
の
儀
礼
を
済
ま
せ
た
の

ち
に
、
嫡
子
は
一
四
～
一
八
歳
で
、
庶
子
は
二
〇
歳
を
過
ぎ
て
官
位
初
叙
任
を
受
け

て

い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
幕
藩
制
国
家
の
身
分
体
系
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
格
式
が

付
与
さ
れ
る
。
そ
れ
が
対
外
的
な
儀
礼
や
書
札
礼
な
ど
の
基
準
の
一
つ
と
な
っ
た
。

　

国
持
大
名
の
格
式
で
あ
っ
た
佐
竹
家
の
嫡
子
は
最
初
か
ら
四
品
1
1
従
四
位
下
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
。
対
し
て
庶
子
は
諸
大
夫
H
従
五
位
下
で
あ
り
、
嫡
庶
の
別
は
官
位

の
格
差

に
も
示
さ
れ
る
。
近
世
の
武
士
は
官
位
叙
任
を
受
け
る
と
官
途
名
（
在
京
の

官
職
名
）
や
受
領
名
（
国
司
名
）
を
通
称
と
し
た
。
佐
竹
家
嫡
子
は
官
位
叙
任
を
機

に
「
右
京
大
夫
」
「
修
理
大
夫
」
「
大
膳
大
夫
」
な
ど
を
通
称
と
し
て
お
り
、
記
録
で

は
そ
れ
を
「
名
改
」
と
表
現
し
て
い
る
。

　
⑬
大
名
家
の
江
戸
屋
敷
は
「
表
」
と
「
奥
」
が
空
間
的
に
分
離
し
て
お
り
、
子
女

は
奥
で
育
て
ら
れ
、
男
子
は
成
人
後
に
表
に
移
っ
た
。
藩
主
で
あ
っ
て
も
、
肉
体
的
・

精
神
的
に
大
人
に
な
っ
た
暁
に
初
め
て
表
の
空
間
に
出
て
表
の
役
人
た
ち
の
謁
見
を

受
け
、
公
務
に
従
事
し
て
い
る
。

　
嫡
子
は
、
身
体
・
名
前
の
面
で
の
成
人
儀
礼
と
政
治
的
成
人
儀
礼
を
す
べ
て
済
ま

せ
、
肉
体
的
・
精
神
的
に
も
大
人
に
な
っ
て
か
ら
初
入
部
を
行
い
、
国
元
の
家
臣
・

領
民
お
よ
び
の
先
祖
の
前
に
姿
を
現
し
、
家
臣
た
ち
と
主
従
の
絆
を
結
ん
だ
。
し
た
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が
っ
て
、
嫡
子
の
初
入
部
は
成
人
儀
礼
の
総
仕
上
げ
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ

う
。
ま
た
家
督
相
続
後
の
初
入
部
で
あ
っ
て
も
、
幼
少
相
続
の
場
合
は
、
か
な
り
年

数
が
た
っ
て
肉
体
的
・
精
神
的
成
人
年
齢
に
達
し
て
か
ら
初
入
部
し
て
お
り
、
家
督

相
続
儀
礼
と
い
う
よ
り
も
成
人
儀
礼
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

　

藩
主
に
し
ろ
嫡
子
に
し
ろ
、
幼
少
で
は
君
主
と
し
て
の
「
威
厳
」
「
御
威
光
」
を

家
臣
や
領
民
に
示
せ
な
い
。
そ
こ
で
、
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
大
人
に
な
っ
て
か

ら
、
江
戸
藩
邸
お
い
て
「
奥
」
か
ら
「
表
」
へ
と
生
活
空
間
を
移
し
、
そ
の
う
え
で

初
入
部
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
君
主
の
身
体
性
と
関
わ
る
問
題
で
あ
る

　
⑭
女
子
の
場
合
、
産
育
儀
礼
は
男
子
と
同
じ
で
あ
る
が
、
成
育
・
成
人
儀
礼
は
髪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ね
ぞ
め

置
（
二
、
三
歳
）
↓
帯
直
（
七
歳
）
↓
鉄
漿
初
と
い
う
順
序
で
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。

鉄
漿
初
は
幕
府
か
ら
婚
姻
を
許
可
さ
れ
る
「
縁
組
」
を
済
ま
せ
た
う
え
で
行
う
の
が

通
例

で
、
お
歯
黒
は
成
人
で
あ
る
と
同
時
に
婚
約
済
み
で
あ
る
こ
と
の
シ
ン
ボ
ル
で

あ
っ
た
が
、
縁
組
を
し
て
い
な
く
て
も
一
五
歳
以
上
に
な
れ
ば
鉄
漿
付
け
を
し
て
い

る
。

　
将
軍
家
・
大
名
家
の
男
子
の
成
育
・
成
人
儀
礼
は
政
治
的
日
程
か
ら
執
行
時
期
が

決
め

ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
女
子
の
場
合
は
そ
う
し
た
事
例
は
み
ら

れ

な
い
。
た
だ
し
、
大
名
家
女
子
に
あ
っ
て
は
「
縁
組
」
を
済
ま
せ
て
か
ら
鉄
漿
初

と
い
う
成
人
儀
礼
を
行
う
の
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
点
か
ら
す
る
と
、
大
名
家
女
子

が
武
家
社
会
に
お
け
る
公
的
な
存
在
と
し
て
国
家
的
な
認
知
を
得
る
「
縁
組
」
は
、

大
名
家
男
子
が
武
家
社
会
に
お
い
て
一
人
前
に
扱
わ
れ
る
条
件
と
な
る
将
軍
へ
の
初

御
目
見
得
に
対
比
さ
れ
る
意
義
を
も
っ
て
い
た
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
佐
竹
家
女
子
の
成
人
ま
で
の
通
過
儀
礼
は
藩
主
家
族
の
身
内
の
儀
礼
と
し
て
行
わ

れ
て

お
り
、
そ
の
際
の
祝
儀
も
家
老
ク
ラ
ス
が
献
上
す
る
程
度
で
あ
る
が
、
「
縁
組
」

↓
「
結
納
」
↓
「
婚
礼
」
と
い
う
婚
姻
儀
礼
は
、
幕
府
や
諸
大
名
家
と
の
関
係
に
お

け
る
「
公
儀
」
の
儀
礼
と
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
。

　
⑮
女
子
の

名
前
は
二
音
節
が
通
例
で
、
漢
字
で
表
記
す
る
場
合
は
同
音
の
一
字
を

使
用
す
る
。
男
子
の
場
合
は
、
家
・
一
族
の
メ
ン
バ
ー
・
シ
ッ
プ
や
系
譜
関
係
を
名

前
に
よ
っ
て
表
示
し
て
い
る
例
が
多
い
が
、
女
子
の
名
前
に
は
そ
う
し
た
機
能
は

認
め
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
女
子
は
幼
名
を
成
人
名
に
改
名
す
る
こ
と
は
し
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
っ

た
。
室
町
時
代
以
降
、
公
家
女
性
が
叙
位
や
宮
仕
え
に
際
し
て
「
・
・
子
」
型
の
実

名
に
改
め
た
他
は
、
幼
名
を
成
人
後
も
使
用
す
る
の
が
原
則
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

徳
川
将
軍
家
の
女
性
も
、
子
型
の
名
は
皇
女
・
王
女
で
徳
川
家
に
降
嫁
し
た
者
、
な

い

し
入
内
し
た
息
女
に
限
ら
れ
、
将
軍
の
生
母
で
叙
位
ま
た
は
贈
位
さ
れ
た
者
に
は

改
め
て
子
型
の
実
名
が
付
け
ら
れ
た
。
そ
れ
以
外
は
将
軍
の
息
女
で
も
二
音
節
型
の

名
で
子
型
の
名
を
称
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
女
子
の
改
名
事
例
も
み
ら
れ
る
が
、

特
別
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
成
人
儀
礼
の
一
環
と
し
て
成
人
名
に
改
め
た
も

の
で
は
な
い
。

　
以
上
で

あ
る
。
人
生
儀
礼
を
構
成
す
る
諸
儀
礼
を
個
別
に
で
は
な
く
、
一
連
の
も

の

と
し
て
系
統
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
論
点
が
見
出
せ
る
こ
と
、

お

よ
び
名
前
も
帰
属
す
る
集
団
の
メ
ン
バ
ー
・
シ
ッ
プ
、
系
譜
関
係
、
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
と
集
団
・
社
会
・
国
家
に
お
け
る
位
置
づ
け
1
1
身
分
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
等
々
、
多

様
な
問
題
に
関
わ
る
こ
と
、
そ
れ
が
ご
理
解
い
た
だ
け
た
な
ら
ば
、
本
稿
の
目
的
は

達
せ

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
長
々
と
叙
述
し
て
し
ま
っ
た
が
、
「
は
じ
め
に
」
で
提

示

し
た
視
角
と
方
法
論
の
有
効
性
を
実
際
の
史
料
分
析
を
通
じ
て
検
証
し
、
そ
こ
で

引
き
出
せ
た
論
点
を
広
く
様
々
な
分
野
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ
て
み
た
か
っ
た
が
故
で

あ
る
。
本
稿
が
近
世
史
研
究
に
新
た
な
視
野
を
切
り
開
く
の
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も

資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
幸
甚
、
こ
の
上
な
い
。
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註（
1
）
　
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
誕
生
か
ら
成
人
期
ま
で
の
人
生
儀
礼
に
関
わ
る
研
究
成
果
を
、
管

　

見
の
範
囲
で
次
に
掲
げ
て
お
く
。

　
　
○
産
育
儀
礼

　
　

真
下
道
子
「
出
産
・
育
児
に
お
け
る
近
世
」
（
女
性
史
総
合
研
究
会
編
『
日
本
女
性
生
活
史
』

　
　

第
三
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）
、
太
田
素
子
『
江
戸
の
親
子
』
（
中
公
新
書
、

　
　
　
一
九
九
四
）
、
堀
田
幸
義
「
人
生
儀
礼
に
見
る
近
世
武
家
の
人
間
関
係
ー
仙
台
藩
給
人
高
野

　
　

家
記
録
の
分
析
か
ら
ー
」
（
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
第
三
九
号
、
一
九
九
八
年
）
、
菊
池
慶
子
「
武

　
　
　
士
の
家
族
と
女
性
」
（
『
仙
台
市
史
　
通
史
編
4
　
近
世
2
』
仙
台
市
、
二
〇
〇
三
年
）
。
堀

　
　
　
田
氏
と
菊
池
氏
の
論
考
は
元
服
に
も
触
れ
る
。

　
　
○
宮
参
り
儀
礼

　
　
　
皿
海
ふ
み
「
若
君
の
宮
参
り
と
伊
井
家
御
成
－
井
伊
家
奥
向
と
の
関
係
を
中
心
に
ー
」
（
朝

　
　
　
尾
直
弘
編
『
彦
根
城
博
物
館
叢
書
5
　
譜
代
大
名
伊
井
家
の
儀
礼
』
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、

　
　
　
二
〇
〇
四
年
）
。

　
　
　
　
本
論
文
で
は
徳
川
将
軍
家
の
世
継
で
あ
る
「
若
君
」
が
生
後
初
め
て
宮
参
り
を
行
っ
た
際
、

　
　
　
譜
代
大
名
筆
頭
の
井
伊
家
の
屋
敷
に
立
ち
寄
る
井
伊
家
御
成
の
儀
礼
を
取
り
上
げ
、
こ
の
御

　
　
　
成
を
機
に
井
伊
家
正
室
と
江
戸
城
大
奥
と
の
交
流
が
開
始
さ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
将

　
　
　
軍
家
世
子
の
人
生
儀
礼
の
一
つ
が
、
大
名
家
奥
向
が
将
軍
家
奥
向
と
関
係
を
取
り
結
ぶ
契
機

　
　
　
と
も
な
っ
て
い
た
事
例
と
し
て
興
味
深
い
。

　
　
　
　
近
年
、
将
軍
家
・
大
名
家
の
奥
向
に
つ
い
て
実
証
的
な
研
究
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

　
　
　
い
る
が
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
先
駆
的
な
論
考
に
松
崎
瑠
美
「
天
下
統
一
・
幕

　
　
　
藩
制
確
立
期
に
お
け
る
武
家
女
性
の
役
割
ー
仙
台
藩
伊
達
家
を
事
例
と
し
て
ー
」
（
『
国
史
談

　
　
　
話
会
雑
誌
』
第
四
五
号
、
二
〇
〇
四
年
）
、
同
「
近
世
武
家
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ

　
　
　
ム
と
女
性
の
役
割
ー
近
世
中
期
の
仙
台
藩
伊
達
家
を
事
例
と
し
て
ー
」
（
『
歴
史
』
第
一
〇
四

　
　
　
輯
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。

　
　
○
元
服
儀
礼

　
　
　
岡
崎
寛
徳
「
幕
府
儀
礼
の
裏
事
情
と
井
伊
家
の
対
応
」
（
同
著
『
近
世
武
家
社
会
の
儀
礼
と

　
　
　
交
際
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
年
。
家
治
の
元
服
も
検
討
）
、
野
田
浩
子
「
徳
川
将
軍
家
の

　
　
　
元
服
儀
礼
と
加
冠
役
井
伊
家
」
（
『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
一
七
号
、
二
〇
〇
六
年
）
。

　
　
○
将

軍
へ
の
初
御
目
見
得
儀
礼

　
　
　
大

友
一
雄
「
近
世
武
家
社
会
の
年
中
儀
礼
と
人
生
儀
礼
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
六
三
〇
号
、

　
　
　
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
「
近
世
の
武
家
儀
礼
と
江
戸
・
江
戸
城
」
（
『
日
本
史
研
究
』
第
四
六
三
号
、

　
　
　
二
〇
〇
一
年
）
。

　
　
○
官
位
叙
任
儀
礼

　
　

近
世
の
武
家
官
位
に
関
す
る
論
考
は
多
く
あ
る
が
、
橋
本
政
宣
編
『
近
世
武
家
官
位
の
研
究
』

　
　

（続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
九
年
）
は
そ
の
総
括
的
な
研
究
成
果
で
あ
り
、
「
近
世
武
家

　
　

官
位
関
係
文
献
目
録
」
を
付
し
て
い
る
。

　

○
代
替
わ
り
・
家
督
相
続
儀
礼

　
　

堀
　
新
「
大
名
の
官
位
と
「
家
政
」
「
国
政
」
」
（
岡
山
藩
研
究
会
編
『
藩
世
界
の
意
識
と
関
係
』

　
　

岩
田
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
白
根
孝
胤
「
近
世
大
名
家
臣
の
隠
居
・
家
督
・
継
目
御
礼
と

　
　

家
格
認
識
」
（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
三
五
号
、
二
〇
〇
一
年
）
、
同
「
藩
主

　
　

代
替
り
に
お
け
る
「
御
上
国
」
と
領
民
ー
尾
張
藩
を
中
心
に
ー
」
（
森
　
安
彦
編
『
地
域
社

　
　

会
の
展
開
と
幕
藩
制
支
配
』
名
著
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
岡
崎
寛
徳
「
家
督
相
続
・
改
易
・

　
　

再
興

と
什
物
の
相
伝
」
（
前
掲
『
近
世
武
家
社
会
の
儀
礼
と
交
際
』
）
、
下
重
　
清
「
藩
主
代

　
　

替
り
と
初
入
部
」
（
『
小
田
原
地
方
史
研
究
』
第
二
二
号
、
二
〇
〇
三
年
）
。

　

○
養
子
縁
組
・
相
続
儀
礼

　
　

岡
崎
寛
徳
「
津
軽
・
那
須
家
の
養
子
縁
組
・
相
続
儀
礼
」
（
前
掲
『
近
世
武
家
社
会
の
儀
礼

　
　

と
交
際
』
）
。

　

○
婚
姻
儀
礼

　
　

武
家
の
婚
姻
儀
礼
に
関
す
る
論
考
は
多
い
が
、
佐
竹
家
の
そ
れ
を
対
象
と
し
た
も
の
に
、
高

　
　

橋
　
博
「
大
名
佐
竹
家
の
婚
姻
・
通
婚
圏
と
幕
藩
関
係
」
（
『
学
習
院
史
学
』
第
三
二
号
、

　
　
　
一
九
九
四
年
）
、
同
「
近
世
中
期
に
お
け
る
大
名
婚
礼
交
渉
の
一
側
面
」
（
『
論
集
　
き
ん
せ

　
　
　
い
』
第
一
六
号
、
一
九
九
四
年
）
が
あ
る
。

（
2
）
　
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
大
友
一
雄
氏
の
前
掲
二
論
文
は
注
目
す
べ
き
論
点
を
提
示
し
て

　
　
い
る
。
す
な
わ
ち
氏
は
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
五
月
＝
日
に
＝
歳
で
遺
領
を
継
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
あ
つ

　
　
秋
田
藩
八
代
藩
主
と
な
っ
た
秀
丸
（
の
ち
義
敦
）
は
、
い
ま
だ
将
軍
へ
の
初
御
目
見
得
を
済
ま

　
　
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
武
家
社
会
で
一
人
前
扱
い
さ
れ
ず
、
江
戸
城
殿
中
儀
礼
に
参
加
で

　
　
き
な
い
ば
か
り
か
前
藩
主
の
墓
参
り
も
で
き
ず
、
家
中
か
ら
も
十
分
な
祝
い
を
受
け
ら
れ
な

　
　
か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
初
御
目
見
得
を
す
る
た
め
に
、
前
提
と
な
る
元
服
や
名
乗
初
め
な
ど

　
　
の
準
備
儀
礼
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
論
文
は
、
人
生
儀
礼
を
系
統
的
に
分

　
　
析
し
て
個
々
の
儀
礼
相
互
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
、
人
生

　
　
儀
礼
と
年
中
儀
礼
を
横
断
す
る
問
題
の
存
在
を
指
摘
し
た
点
で
重
要
で
あ
る
。

（
3
）
　
産
育
儀
礼
で
は
特
定
の
家
に
お
け
る
子
女
の
そ
れ
が
分
析
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
他
の
儀
礼

　
　
で
は
婚
姻
儀
礼
を
除
き
男
子
の
儀
礼
を
対
象
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
生
儀
礼
の
観
点
か
ら

　
　
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
幕
藩
関
係
や
領
主
・
領
民
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
問
題
関
心
か

　
　
ら
儀
礼
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

（
4
）
　
一
九
九
六
年
開
催
の
比
較
家
族
史
学
会
第
二
九
回
研
究
大
会
に
お
け
る
、
「
名
前
と
社
会
」

　
　
を
テ
ー
マ
と
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
で
あ
る
比
較
家
族
史
学
会
監
修
『
名
前
と
社
会
』
（
早

　
　
稲
田
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
所
収
の
上
野
和
男
「
名
前
と
社
会
を
め
ぐ
る
基
本
的
問
題
」

　
　
は
、
各
学
問
分
野
に
お
け
る
名
前
研
究
の
状
況
と
「
名
前
と
社
会
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
要
領
よ

206



大藤修齢畑藩佐噺如）姓關比名

　
　
く
整
理
し
た
う
え
で
問
題
提
起
を
し
て
お
り
、
今
後
の
名
前
研
究
に
と
っ
て
指
針
と
な
る
。
本

　
　
書

は
諸
民
族
の
「
名
前
と
社
会
」
に
関
す
る
論
考
を
収
め
て
お
り
、
名
前
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会

　
　
の

あ
り
方
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

（
5
）
　
穂
積
陳
重
『
実
名
敬
避
俗
研
究
』
（
刀
江
書
院
、
一
九
二
六
年
。
『
忌
み
名
の
研
究
』
と
改

　
　
題

し
、
講
談
社
学
術
文
庫
と
し
て
一
九
九
二
年
復
刊
）
、
高
梨
公
之
『
名
前
の
は
な
し
』
（
東

　
　
京
書
籍
、
一
九
八
一
年
）
、
井
戸
田
博
史
「
「
家
」
に
探
る
苗
字
と
な
ま
え
』
（
雄
山
閣
出
版
、

　
　
一
九
八
六
年
）
、
豊
田
国
夫
「
名
前
の
禁
忌
習
俗
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
八
年
）
、
角

　
　
田
文
衛
『
日
本
の
女
性
名
（
上
）
（
中
）
（
下
）
』
（
教
育
社
、
一
九
八
〇
、
八
七
、
八
八
年
）
、
奥

　
　
富
敬
之
『
日
本
人
の
名
前
の
歴
史
』
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
九
年
）
、
紀
田
順
一
郎
『
名

　
　
前
の
日
本
史
』
（
文
春
新
書
、
一
九
九
九
年
）
、
星
田
晋
五
『
名
前
の
研
究
』
（
近
代
文
芸
社
、

　
　
二
〇
〇
二
年
）
、
坂
田
　
聡
『
苗
字
と
名
前
の
歴
史
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
等
。

（
6
）
　
玉
村
竹
二
「
日
本
人
名
の
通
字
に
つ
い
て
」
（
同
著
『
日
本
禅
宗
論
集
』
上
、
思
文
閣
、

　
　
一
九
七
六
年
。
初
稿
は
一
九
六
六
年
）
。

（
7
）
　
岸
　
俊
男
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
七
三
年
）
、
阿
部
武
彦
『
日
本
古
代

　
　
の
氏
族
と
祭
祀
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
、
吉
田
　
孝
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
（
岩

　
　
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
。

（
8
）
　
竹
内
理
三
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
荘
園
制
と
中
世
社
会
』
（
東
京
堂
出
版
、

　
　
一
九
八
四
年
）
所
収
。

（
9
）
　
「
女
性
名
か
ら
見
た
中
世
の
女
性
の
社
会
的
位
置
」
（
『
歴
史
評
論
』
第
四
四
三
号
、

　
　
一
九
八
七
）
、
「
中
世
女
性
の
名
前
に
つ
い
て
」
（
『
週
間
朝
日
百
科
　
日
本
の
歴
史
　
歴
史
の
読

　
　
み
方
8
　
名
前
と
系
図
・
花
押
と
印
章
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
九
年
）
。

（
1
0
）
　
坂
田
　
聡
「
中
世
百
姓
の
人
名
と
村
社
会
」
（
『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
　
史
学
科
』
第
四
五

　
　
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
薗
部
寿
樹
『
日
本
中
世
村
落
内
身
分
の
研
究
』
（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二

　
　
年
）
、
同
『
村
落
内
身
分
と
村
落
神
話
』
（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
。

（
H
）
　
註
（
5
）
前
掲
『
苗
字
と
名
前
の
歴
史
』
。

（
1
2
）
　
大
藤
　
修
「
近
世
に
お
け
る
農
民
層
の
「
家
」
意
識
の
一
般
的
成
立
と
相
続
」
（
東
北
大
学

　

文
学
部
「
日
本
文
化
研
究
所
研
究
紀
要
』
別
巻
第
一
二
集
、
一
九
七
五
年
。
同
著
「
近
世
農
民

　
　
と
家
・
村
・
国
家
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
、
再
収
）
。
近
世
農
民
層
の
襲
名
慣
行
を
最

　

初
に
見
出
さ
れ
た
の
は
大
竹
秀
男
氏
の
「
相
続
」
（
同
著
『
封
建
社
会
の
農
民
家
族
』
創
文
社
、

　
　
一
九
六
二
年
。
改
訂
版
、
一
九
八
二
年
）
に
お
い
て
で
あ
り
、
拙
論
は
そ
れ
に
示
唆
を
受
け
て

　

襲
名
慣
行
の
成
立
を
指
標
に
近
世
農
民
層
の
「
家
」
意
識
の
一
般
的
成
立
過
程
を
分
析
し
た
も

　
　
の
で
、
名
前
自
体
の
研
究
を
問
題
意
識
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
　

農
村
に
お
け
る
襲
名
の
実
態
分
析
を
し
た
も
の
に
、
こ
の
他
、
森
　
安
彦
「
近
世
後
期
信
州

　

佐
久
郡
五
郎
兵
衛
新

田
村
の
構
造
」
（
『
水
と
村
の
歴
史
』
創
刊
号
、
一
九
八
三
年
）
、
高
木

　

侃

「
明
治
民
法
施
行
以
前
に
お
け
る
襲
名
」
（
『
関
東
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
六
集
、
一
九
八
一

　

年
）
、
同
「
近
世
の
名
前
」
〔
註
（
4
）
前
掲
『
名
前
と
社
会
』
〕
、
軍
司
礼
子
「
近
世
農
村
に
お

　
　
け
る
婚
姻
と
家
督
相
続
」
（
『
茨
城
史
林
』
第
一
六
号
、
一
九
九
二
年
）
、
森
　
謙
二
「
名
前
の

　
　
近
代
化
ー
襲
名
か
ら
一
人
一
名
主
義
ヘ
ー
」
（
落
合
恵
美
子
編
『
徳
川
日
本
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
』

　
　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
等
が
あ
る
。
な
お
、
永
田
メ
ア
リ
ー
「
改
名
に
み
る
家
の

　
　
戦
略
と
個
人
の
選
択
」
（
同
前
書
）
は
、
農
村
に
お
け
る
改
名
習
俗
の
分
析
を
通
し
て
標
題
の

　
　
テ
ー
マ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。

　
　
　
都
市
に
お
け
る
襲
名
に
つ
い
て
は
、
深
井
甚
三
「
近
世
都
市
発
達
期
に
お
け
る
大
坂
舟
場
町

　
　
町
人
社
会
の
動
向
」
（
『
文
化
』
第
四
三
巻
第
三
・
四
号
、
一
九
八
〇
年
）
、
乾
　
宏
巳
「
近
世
大

　
　
坂
の
家
・
町
・
住
民
』
（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
で
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
今
野
　
真
「
幕
藩
制
下
の
生
活
規
制
ー
鳴
物
停
止
令
と
禁
字
ー
」
（
『
宮
城
歴
史
科
学
研
究
』

　
　
第
三
八
号
、
一
九
九
四
年
）
。

（
1
4
）
　
堀
田
幸
義
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
実
名
敬
避
俗
と
禁
字
法
令
ー
仙
台
藩
を
事
例
に
ー
」

　
　
（
『
史
学
雑
誌
』
第
一
二
一
編
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
三
年
。
同
著
『
近
世
武
家
の
「
個
」
と
社
会

　
　
ー
身
分
格
式
と
名
前
に
見
る
社
会
像
ー
』
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
再
収
）
、
同
「
諸
藩
に

　
　
お
け
る
禁
字
政
策
と
そ
の
概
要
」
（
同
前
書
）
、
同
「
武
家
の
「
名
」
と
近
世
社
会
」
（
同
前
書
）
、

　
　
同
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
呼
び
名
と
「
家
」
内
秩
序
」
（
『
文
化
』
第
六
五
巻
第
一
・
二
号
、

　
　
二
〇
〇
一
年
。
同
前
書
再
収
）
。

　
　
　
以
上
の
堀
田
氏
の
諸
論
考
は
、
社
会
史
と
政
治
史
・
権
力
論
を
結
び
つ
け
る
視
角
と
方
法
論

　
　
で

も
っ
て
、
近
世
の
名
前
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
豊
富
な
事
例
に
も
と
つ
い
て
考
究
し
て
お
り
、

　
　
新
た
な
研
究
領
域
を
切
り
拓
い
た
も
の
と
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
よ
い
。

（
1
5
）
　
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
様
々
な
題
材
を
取
り
上
げ
て
歴
史
研
究
の
多
様
な
切
り
口
を
示

　
　
す
こ
と
を
企
図
し
た
、
鵜
飼
政
志
・
蔵
持
重
裕
・
杉
本
史
子
・
宮
瀧
交
二
・
若
尾
政
希
編
『
歴

　
　
史
を
よ
む
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
「
「
わ
た
く
し
」
と
は
何
か
1
名
乗
り
・

　
　
名
付
け
の
歴
史
学
」
と
い
う
章
を
設
け
て
、
人
名
を
め
ぐ
る
諸
論
考
収
め
、
人
名
研
究
の
可
能

　
　
性
を
示
そ
う
と
し
て
お
り
、
編
者
の
す
ぐ
れ
た
見
識
と
評
価
し
た
い
。

（
1
6
）
　
全
一
九
巻
、
加
賀
谷
書
店
、
一
九
七
八
～
八
七
年
。

（
1
7
）
　
加
賀
谷
書
店
、
一
九
七
三
年
。

（
1
8
）
　
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
四
年
。

（
1
9
）
　
『
国
』
（
『
国
典
類
抄
』
を
略
記
、
以
下
同
）
一
ー
三
一
入
。

（
2
0
）
　
小
野
崎
氏
は
中
世
以
来
の
佐
竹
家
宿
老
で
、
小
野
崎
大
蔵
は
二
代
藩
主
義
隆
の
時
代
に
番
頭

　
　
を
勤
め
て
い
た
〔
「
佐
竹
御
家
譜
」
（
『
秋
田
県
史
　
資
料
　
近
世
編
上
』
秋
田
県
、
一
九
六
三
年
、

　
　
一
〇
二
頁
）
〕
。

（2
1
）
　
『
国
』
　
一
ー
三
一
八
～
三
一
九
。

（
2
2
）
　
「
歴
代
家
老
名
譜
」
（
『
秋
田
県
史
　
資
料
　
近
世
編
上
』
）
に
よ
れ
ば
、
梅
津
半
右
衛
門
忠
宴

　
　
は
当
時
、
家
老
で
あ
っ
た
。

（2
3
）
　
『
国
』
　
一
ー
三
六
七
。

（
2
4
）
　
加
藤
美
恵
子
氏
は
、
院
政
期
以
降
、
天
皇
が
腹
帯
を
結
ぶ
よ
う
に
な
り
、
源
頼
朝
も
政
子
に
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腹
帯
を
結
ん
で
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
は
家
父
長
制
的
な
「
家
」
の
成
立
と
関
わ
り
、
「
胎

　
　
児
の
親
権
が
自
ら
に
あ
る
こ
と
を
内
外
に
示
す
と
と
も
に
、
自
ら
の
「
権
力
」
の
強
化
・
継

　
　
承
の
誇
示
へ
の
手
段
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
」
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
（
「
中
世
の
出
産
」

　
　
『
女
性
史
学
』
第
一
六
号
、
二
〇
〇
六
年
）
。
本
文
で
紹
介
し
た
事
例
で
は
仮
帯
は
姑
が
結
ん
で

　
　
い
る
が
、
正
式
の
帯
祝
で
は
誰
が
結
ん
だ
か
は
不
明
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
も
腹
帯
を
夫
が

　
　
結
ぶ
例
が
み
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
今
後
の
検
討
課
題
と
な
ろ
う
。

（2
5
）
　
『
国
』
　
一
－
四
。

（2
6
）
　
『
国
』
　
一
－
三
三
三
～
三
三
四
。

（2
7
）
　
『
国
』
　
一
－
三
三
六
。

（2
8
）
　
『
国
』
　
一
－
一
◇

（
2
9
）
　
二
木
謙
一
『
中
世
武
家
の
作
法
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
二
一
二
頁
。

（3
0
）
　
新
村
　
拓
「
出
産
に
お
け
る
女
と
男
」
（
赤
坂
憲
雄
他
編
『
女
の
領
域
・
男
の
領
域
』
岩
波
書
店
、

　
　
二
〇
〇
二
年
）
、
註
（
2
4
）
前
掲
加
藤
論
文
。

　
　
　
『
国
』
　
一
ー
四
、
五
。

　
　
　
『
国
』
　
一
ー
三
六
七
～
三
六
八
。

　
　
　
『
国
』
一
ー
三
四
〇
。

　
　
　
「
佐
竹
御
家
譜
」
（
『
秋
田
県
史
　
資
料
　
近
世
編
上
』
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
）
。

45　44　43　42
）　　　）　　　）　　　）
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41　40　39　38　37　36　35　34　33　32　31
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　　　　　 　　　　　　　　ヨ　　　　　国国新国国国国国国国
』』 村』』』』』』』

一ー
二
。

一ー
二
。

一ー
三
三
二
。

一ー
三
六
五
。

一ー
七
。

一ー
三
四
二
。

一ー
三
三
〇
～
三
三
一
。

拓

『出
産
と
生
殖
観
の
歴
史
』

一ー
二
。

一ー
一
九
。

（法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
年
）
一
七
八
頁
。

　
　
　
仙
台
藩
伊
達
家
で
は
嫡
子
は
襲
封
ま
で
「
御
曹
司
様
」
と
呼
ば
れ
た
が
〔
註
（
1
4
）
前
掲
堀

　
　
田
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
呼
び
名
と
「
家
」
内
秩
序
」
〕
、
佐
竹
家
で
は
成
人
を
機
に
「
若

　
　
殿
様
」
に
変
え
て
い
る
。

（4
6
）
　
『
国
』
　
一
－
九
～
一
〇
。

（4
7
）
　
『
国
』
　
一
ー
五
六
四
。

（4
8
）
　
以
上
、
「
国
』
　
一
五
六
四
～
五
六
五
。

（
4
9
∀
　
義
処
の
五
女
ま
で
の
娘
た
ち
は
夫
逝
し
て
い
る
。

（5
0
）
　
『
国
』
　
一
ー
四
三
二
。

（
5
1
）
　
こ
れ
は
仙
台
藩
伊
達
家
で
も
同
様
で
あ
る
〔
註
（
1
4
）
前
掲
堀
田
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け

　61

）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　

60　59　58　57　56　55　54　53　52
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　）　　　　）

　
　
江
戸
屋
敷
図
」

（6
2
）
　
『
佐
』

（6
3
）
　
『
国
』

　
　
候
二
付
、

　
　
お
供
の
持
つ
頭
道
具
も
特
別
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（6
4
）
　
『
国
』
　
一
ー
一
五
。

（6
5
）
　
『
国
』
　
一
ー
三
四
八
。

（6
6
）
　
『
国
』
一
ー
三
四
九
。

（
6
7
）
　
註
（
2
9
）
前
掲
二
木
著
書
第
四
章
、
菅
原
正
子
「
七
五
三
の
源
流
」
（
『
日
本
歴
史
』
第

　
　
六
三

〇

号
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
「
男
子
の
成
長
と
儀
礼
」
（
服
藤
早
苗
・
小
島
菜
温
子
編
『
生

　
　
育
儀
礼
の
歴
史
と
文
化
』
森
話
社
、
二
〇
〇
三
年
）
。

（
6
8
）
　
二
木
前
掲
書
第
四
章
。
菅
原
正
子
氏
は
、
髪
置
・
袴
着
・
帯
直
に
七
五
三
の
源
流
を
求
め
ら

　
　
れ
、
天
保
九
年
（
一
九
三
八
）
刊
の
『
東
都
歳
時
記
』
に
、
嬰
児
宮
参
・
髪
置
（
三
歳
男
女
）
、

　
　
袴
着
（
五
歳
男
女
）
、
帯
解
（
七
歳
女
子
）
等
の
祝
い
は
＝
月
初
め
～
下
旬
で
あ
る
が
＝

　
　
月
一
五
日
を
専
ら
と
す
、
と
み
え
る
こ
と
か
ら
江
戸
時
代
に
は
日
が
＝
月
一
一
五
日
に
固
定

　
　
化

さ
れ
は
じ
め
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
菅
原
「
七
五
三
の
源
流
」
）
。
太
田
素
子
氏
は
、
七
五
三
の

　
　
儀
礼

は
近
世
に
武
家
の
間
で
定
式
化
し
て
城
下
町
の
町
人
社
会
に
広
ま
り
、
一
九
世
紀
に
は
農

　
　
村
部
に
も
浸
透
し
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
農
村
社
会
で
は
乳
幼
児
期
と
元
服
と
に

　
　
儀
礼
が
限
定
さ
れ
て
い
た
の
が
、
誕
生
と
成
人
と
い
う
二
つ
の
間
の
プ
ロ
セ
ス
に
も
人
々
の
関

　
　
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
説
か
れ
る
（
「
近
世
農
村
社
会
に
お
け
る
子
ど
も

　
　
を
め
ぐ
る
社
交
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
五
四
号
、
一
九
九
三
年
。
同
著
『
子

　
　
宝

と
子
返
し
ー
近
世
農
村
の
家
族
生
活
と
子
育
て
ー
』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
再
収
）
。

　
　
　
成
育
儀
礼
の
実
施
月
日
が
固
定
化
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
年
中
行
事
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

　
　

ら
ず
、
人
生
儀
礼
と
年
中
行
事
の
関
係
を
論
じ
る
題
材
と
な
る
が
、
そ
の
過
程
を
具
体
的
に
明

　
　
ら
か
に
す
る
こ
と
は
本
文
で
も
述
べ
る
よ
う
に
今
後
の
研
究
課
題
と
な
る
。

る
呼
び
名
と
「
家
」
内
秩
序
」
〕
。

　
『
国
』
　
一
ー
二
。

　
『
国
』
一
ー
三
三
一
。

　
『
国
』
　
一
ー
三
三
一
。

　
『
国
』
　
一
ー
三
六
三
。

　
『
国
』
一
ー
三
三
一
。

　
『
国
』
　
一
－
三
四
四
。

　
『
国
』
　
一
ー
一
一
～
二
二
。

　
『
国
』
　
一
ー
三
四
四
～
三
四
五
。

　
『
国
』
　
一
～
三
四
五
。

　
『
秋
田
県
史
　
第
二
巻
　
近
世
編
上
』
（
一
九
六
四
年
）
添
付
「
図
版
六
　
延
宝
七
年
佐
竹
氏

　
　
　
　
　
　
の

解
説
。

　
　
　

（
『新
編
　
佐
竹
氏
系
図
』
を
略
記
、
以
下
同
）
六
五
頁
。

　
　
　
　
一
ー
一
三
。
「
御
宮
参
御
供
酒
出
金
太
夫
弐
本
御
道
具
、
是
ハ
　
御
嫡
子
二
被
為
　
成

　
　
　
　
花
色
御
十
文
字
か
ら
の
頭
御
道
具
為
　
御
持
被
成
候
」
と
あ
り
、
嫡
子
の
宮
参
で
は
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・大藤修醐ヨ藩佐竹家子女の入生繍しと名前

（6
9
）
　
『
国
』
　
一
－
一
七
。

（7
0
）
　
『
国
』
　
一
－
二
一
。

（7
1
）
　
『
国
』
　
一
－
四
五
〇
。

（7
2
）
　
『
国
』
　
一
ー
二
一
。

（
7
3
）
三
代
藩
主
義
処
嫡
子
義
格
が
一
六
歳
で
前
髪
取
を
行
っ
た
際
、
髪
を
八
幡
宮
へ
納
め
た
こ
と

　
　
が
記
録
に
み
え
る
（
『
国
』
一
ー
四
三
）
。
ま
た
義
処
庶
子
仁
寿
丸
が
七
歳
で
元
服
・
中
剃
し
た

　
　
際
も
、
髪
は
八
幡
宮
へ
納
め
て
い
る
（
『
国
』
一
－
三
五
四
）
。
他
の
男
子
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ

　
　
た
で
あ
ろ
う
。

（7
4
）
　
註
（
1
）
前
掲
大
友
論
文
。

（
7
5
）
　
三
代
藩
主
義
処
庶
子
千
代
丸
は
、
嫡
子
義
苗
死
去
に
よ
り
嫡
子
と
な
っ
た
の
ち
に
九
歳
で
御

　
　

判
・
名
乗
初
を
行
い
、
実
名
「
義
格
」
を
名
乗
り
、
そ
の
後
、
乗
出
↓
遺
領
襲
封
↓
家
督
御

　
　
礼

↓
官
位
叙
任
↓
束
帯
召
初
↓
表
へ
出
初
を
経
て
、
一
六
歳
で
袖
留
・
額
直
と
前
髪
取
の
儀

　
　
礼
を
し
て
い
る
。
「
御
記
録
処
御
日
記
」
で
は
、
袖
留
・
額
直
を
「
半
御
元
服
」
（
『
国
』
一
ー

　
　
三

七
）
、
前
髪
取
を
「
御
元
服
」
（
『
国
』
　
一
ー
四
こ
と
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
　
前
髪
取
の
際
に
は
加
冠
儀
礼
は
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
御
判
・
名
乗
初
の
時
に
執
行

　
　
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
他
の
人
物
に
つ
い
て
は
加
冠
儀
礼
を
「
御
元
服
」
と
表
現
し

　
　
て

お
り
、
『
国
典
類
抄
』
の
「
御
元
服
」
の
項
に
収
録
さ
れ
て
い
る
記
録
も
加
冠
儀
礼
に
関
す

　
　

る
も
の
で
、
義
格
の
半
元
服
と
元
服
に
関
す
る
記
録
は
そ
れ
ぞ
れ
「
御
額
直
・
御
袖
留
」
「
御

　
　
前
髪
」
の
項
に
収
め
て
い
る
。

　
　
　
加
冠
・
名
乗
初
と
袖
留
・
前
髪
取
は
本
来
、
成
人
儀
礼
と
し
て
同
時
あ
る
い
は
間
隔
を
あ
ま

　
　
り
お
か
ず
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
前
二
者
は
政
治
的
日
程
で
幼

　
　
少
時
に
行
い
、
後
二
者
は
肉
体
的
成
長
を
待
っ
て
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
元
服
」

　
　
は
加
冠
儀
礼
に
限
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
肉
体

　
　
的
成
人
年
齢
に
合
わ
せ
て
執
行
す
る
袖
留
・
額
直
を
「
半
元
服
」
、
前
髪
取
を
「
元
服
」
と
み

　
　
な
す
意
識
も
残
っ
て
い
た
こ
と
が
、
右
の
事
例
か
ら
う
か
が
え
よ
う
。
義
処
庶
子
仁
寿
丸
（
の

　
　
ち
義
珍
）
は
七
歳
で
加
冠
儀
礼
、
一
八
歳
で
袖
留
・
額
直
を
行
っ
て
い
る
が
、
家
老
の
日
記
で

　
　
は
前
者
を
「
御
元
服
」
と
記
し
て
い
な
が
ら
（
『
国
』
　
一
ー
三
六
三
～
三
六
四
）
、
後
者
に
つ
い

　
　
て
も
「
御
半
元
服
」
と
表
記
し
て
い
る
（
『
国
』
一
～
三
五
五
）
。

（
7
6
）
　
註
（
1
）
前
掲
高
橋
「
大
名
佐
竹
家
の
婚
姻
・
通
婚
圏
と
幕
藩
関
係
」
。

（7
7
）
　
『
佐
』
参
照
。

（
7
8
）
　
註
（
1
）
前
掲
高
橋
「
大
名
佐
竹
家
の
婚
姻
・
通
婚
圏
と
幕
藩
関
係
」
は
、
江
戸
時
代
初
期

　
　
～
中
期
に
お
け
る
佐
竹
家
当
主
の
婚
姻
の
経
緯
・
手
続
き
を
時
の
政
治
状
況
や
政
治
構
造
と
関

　
　
係
づ
け
て
考
察
し
て
い
る
。

（
7
9
）
　
註
（
1
）
前
掲
野
田
論
文
。

（8
0
）
　
註
（
2
9
）
前
掲
二
木
著
書
二
一
三
二
頁
。

（8
1
）
　
『
国
』
　
一
－
二
三
。

　
　
　
飯
沼
賢
司

　
　
　
註
（
4
）
前
掲
上
野
論
文
。

　
　
　
『
佐
』
参
照
。

　
　
　
註
（
8
4
）
前
掲
「
幕
府
酢
胤
伝
」
参
照
。

　
　
　
註
（
1
4
）
前
掲
堀
田
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
実
名
敬
避
俗
と
禁
字
法
令
ー
仙
台
藩
を
事

　
　
例
に
ー
」
。
堀
田
氏
は
、
四
代
藩
主
綱
村
と
五
代
藩
主
吉
村
が
こ
う
し
た
禁
字
政
策
を
実
施
し

　
　
た
理
由
に
つ
い
て
、
三
代
藩
主
綱
宗
が
襲
封
後
間
も
な
く
逼
塞
・
隠
居
の
憂
き
目
に
あ
っ
て
幼

　
　
君
亀
千
代
（
の
ち
の
綱
村
）
が
誕
生
し
、
一
門
に
よ
る
後
見
政
治
が
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
藩

　
　
主
権
力
の
相
対
的
な
弱
体
化
を
招
き
、
そ
れ
へ
の
対
応
と
し
て
、
入
部
後
の
綱
村
と
次
代
の
吉

　
　
村
は
藩
主
権
力
の
再
強
化
と
地
位
の
絶
対
化
を
は
か
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
禁
字
政
策
を
実
施

　
　
し
た
、
と
説
く
。

（
9
5
）
　
『
新
編
　
佐
竹
氏
系
図
』
付
録
「
佐
竹
氏
五
家
略
系
図
」
参
照
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

　
　
佐
竹
北
家
と
東
家
以
外
は
、
一
門
家
で
あ
っ
て
も
藩
主
か
ら
偏
誰
「
義
」
を
賜
与
さ
れ
る
こ
と

　
　
を
要
件
と
し
た
。

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　　　　　 　　 　94　93　92　91　90　89　88　87　86　85　　　　84　83　82
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　　　　　 　　 　
　　　　　　　　　　成
　　　　　　き覧謎

　　　　　罪籔1聖

102101
）　　）

　　　　　　　　　　　　　　　

10099　98　97　96
）　　　）　　　）　　）　　　）

　
　
　
　
　
　
「
幕
府
酢
胤
伝
」
（
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
二
巻
、
続
群
書
類
従
完

　
　
　
　
　
O

　
　
　
　
近
世
編
上
』
八
九
頁
。

「人
名
小
考
」
〔
註
（
8
）
前
掲
書
〕
。

エロ　　ロ　　　　　　ヨ　　

国国国国国国
』　』　』　』　』　』

lll三ll三三三〇二二
〇〇〇～九九
1　°°三～　°

一 　　 ゜O
o　　　　　　　　　o

　
　
　
「
歴
代
藩
主
年
譜
」
（
仙
台
郷
土
研
究
会
編
『
仙
台
藩
事
典
』
仙
台
郷
土
研
究
会
、
二
〇
〇
二
年
）

　
　
参
照
。
四
代
綱
村
が
始
祖
以
来
の
通
字
「
宗
」
を
継
承
し
な
か
っ
た
の
は
、
将
軍
家
綱
の
偏
誰

　
　

「綱
」
と
「
宗
」
を
組
み
合
わ
せ
る
と
三
代
綱
宗
と
同
名
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
以
降
、
「
村
」

　
　
も
通
字
化
し
て
い
る
。

（
3
0
1
）
　
「
御
一
門
井
引
渡
・
廻
座
山
縣
清
右
衛
門
出
仕
之
節
御
一
字
被
下
候
御
証
文
控
」
（
『
秋
田
県

　
　
史
　
資
料
　
近
世
編
　
上
』
二
七
八
～
二
七
七
頁
。
初
入
部
の
際
の
一
斉
賜
与
以
外
に
も
、
藩

　
　
祖
義
宣
以
来
、
個
別
の
偏
誰
賜
与
も
行
っ
て
い
る
（
同
前
書
二
六
一
～
二
六
二
頁
所
収
「
御
下
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字
御
証
文
」
）
。

（1
）
　
『
国
』
　
］
ー
三
四
。

（5
0
1
）
　
註
（
1
3
）
前
掲
今
野
論
文
。

（
0
6
1
）
　
今
村
義
孝
・
高
橋
秀
夫
編
『
秋
田
藩
町
触
集
』
上
・
中
・
下
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
未

　
　
来
社
、
一
九
七
一
、
七
二
、
七
三
年
）
。

（
7
0
1
）
　
中
川
　
学
「
「
鳴
物
停
止
令
」
と
藩
政
」
（
渡
辺
信
夫
編
『
近
世
日
本
の
生
活
文
化
と
地
域
社

　
　
会
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
秋
田
藩
『
国
典
類
抄
』
で
の
鳴
物
停
止
令

　
　
の
初
出
は
幕
府
関
係
・
藩
関
係
と
も
に
延
宝
期
で
あ
る
が
、
同
藩
に
お
け
る
制
度
的
成
立
過
程

　
　
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
久
保
田
城
下
上
肴
町
の
町
代
が
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
よ
り
代
々

　
　
書
き
継
い
だ
日
記
（
「
上
肴
町
記
録
」
と
題
し
て
『
第
二
期
　
新
秋
田
叢
書
』
第
三
巻
、
歴
史

　
　
図
書
社
、
一
九
七
三
年
、
収
録
）
で
は
、
元
禄
期
に
藩
主
や
嫡
子
死
亡
時
の
鳴
物
停
止
令
が
初

　
　
出
す
る
。
そ
し
て
「
町
触
控
」
に
は
そ
の
関
係
の
法
令
は
多
く
収
録
さ
れ
、
慎
む
べ
き
死
者
の

　
　
対
象
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
で
、
近
世
中
期
以
降
、
権
力
者
と
そ
の
家
族
の
死
が
秋
田
藩
領
民

　
　
の
生
活
に
も
様
々
な
規
制
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
秋
田
藩
主

　
　
と
そ
の
家
族
の
死
を
め
ぐ
る
儀
礼
と
領
民
生
活
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
し
て
み

　
　
た
い
。

　
　
　
な
お
、
註
（
1
3
）
前
掲
今
野
論
文
は
禁
字
と
鳴
物
停
止
令
を
民
衆
生
活
規
制
の
観
点
か
ら
論

　
　

じ
て
お
り
、
権
力
・
権
威
を
担
う
家
成
員
の
生
死
と
民
衆
生
活
の
関
係
を
考
え
る
上
で
示
唆
に

　
　
富
む
。

（
8
0
1
）
　
註
（
5
）
前
掲
の
穂
積
著
書
と
豊
田
著
書
参
照
。

　
　
　
た

だ

し
、
高
橋
　
修
「
実
名
ー
呼
び
捨
て
の
習
慣
は
い
つ
終
わ
っ
た
か
」
〔
註
（
1
5
）
前
掲
『
歴

　
　
史
を
よ
む
』
〕
に
よ
れ
ば
、
戦
国
時
代
の
史
料
に
は
、
実
名
敬
避
の
常
識
が
当
て
は
ま
ら
な
い

　
　
例
が
多
く
見
出
さ
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
実
力
で
天
下
に
名
を
馳
せ
た
人
物
が
、
例
え
ば

　
　
「
信
長
」
「
秀
吉
」
「
家
康
」
と
い
う
ふ
う
に
、
実
名
で
、
敬
称
も
付
さ
ず
に
呼
び
捨
て
表
現
さ

　
　
れ
て

い

る
の
で
あ
る
。
高
橋
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
「
戦
国
争
乱
の
下

　
　
剋
上
の
世

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
個
々
人
の
実
力
こ
そ
が
重
要
な
価
値
観
で
あ
り
」
、
「
名
字
や
仮

　
　
名
（
通
称
　
引
用
者
註
）
が
省
略
さ
れ
、
実
名
の
み
で
あ
る
人
物
が
特
定
さ
れ
る
に
は
、
か
な

　
　
り
の
程
度
、
そ
の
人
の
存
在
が
広
く
一
般
に
認
知
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

　
　
実
名
の
み
を
記
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
そ
の
人
物
が
広
く
社
会
的
に
名
の
通
っ
た
人
物

　
　
で

あ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
敬
意
の
表
現
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
。
そ

　
　

し
て
、
天
正
末
頃
に
豊
臣
秀
吉
が
天
下
統
一
を
成
し
遂
げ
、
官
位
制
に
よ
っ
て
全
大
名
を
統
一

　
　
基
準
の
も
と
に
編
成
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
「
大
納
言
様
」
「
宰
相
様
」
と
い
う
官
職
で
の
表
記

　
　

に
転
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
　
　
収
録
書
物
の
性
格
上
、
短
文
で
は
あ
る
が
、
名
前
の
表
記
法
に
着
目
し
て
、
実
力
重
視
の
戦

　
　
国
時
代
的
価
値
観
か
ら
秩
序
・
儀
礼
重
視
の
近
世
的
価
値
観
へ
の
転
換
に
迫
っ
て
お
り
、
名
前

　
　
研
究
の

豊
か
な
可
能
性
を
示
唆
す
る
好
論
で
あ
る
。

（
9
0
1
）
　
註
（
皿
）
前
掲
「
歴
代
藩
主
年
譜
」
参
照
。

（0
1
1
）
　
『
国
』
　
一
－
三
五
六
。

（1
1
1
）
　
『
国
』
一
ー
三
五
七
。

（皿
）
　
『
国
』
　
一
ー
八
。

（3
1
1
）
　
『
秋
田
藩
町
触
集
』
上
、
二
九
九
頁
。

（脳
）
　
同
前
書
上
・
中
・
下
参
照
。

（
田
）
　
同
前
書
上
、
三
〇
〇
頁
。

（
6
1
1
）
　
註
（
1
4
）
前
掲
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
呼
び
名
と
「
家
」
内
秩
序
」
。
本
論
文
は
仙
台
藩

　
　
伊
達
家
を
主
対
象
と
し
て
い
る
が
、
徳
川
将
軍
家
、
他
大
名
家
、
旗
本
、
御
家
人
、
仙
台
藩
士

　
　
家

な
ど
の
家
族
成
員
の
呼
称
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
家
の
格
に
よ
っ
て
そ
の
成
員
の
呼
称
も
異

　
　
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
m
）
　
同
前
論
文
。
な
お
、
将
軍
就
職
と
同
時
に
「
公
方
様
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
四

　
　
代
家
綱
以
降
で
あ
る
（
藤
井
譲
治
「
近
世
「
公
方
」
論
」
、
朝
尾
直
弘
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日

　
　
本
国
家
の
史
的
特
質
　
近
世
・
近
代
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
。
同
著
『
幕
藩
領
主
の
権
力

　
　
構
造
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
再
収
）
。

（8
1
1
）
　
『
国
』
二
ー
九
四
～
一
一
〇
。

（9
1
1
）
　
小
宮
木
代
良
「
幕
藩
政
治
史
に
お
け
る
儀
礼
行
為
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』

　
　
第
七
〇
三
号
、
一
九
九
七
年
）
、
堀
　
新
「
近
世
武
家
官
位
試
論
」
（
同
前
）
、
橋
本
政
宣
「
近

　
　
世
の
武
家
官
位
」
〔
註
（
1
）
前
掲
『
近
世
武
家
官
位
の
研
究
』
〕
等
参
照
。

（
0
2
1
）
　
山
口
和
夫
「
近
世
初
期
武
家
官
位
の
展
開
と
特
質
に
つ
い
て
」
（
前
掲
『
近
世
武
家
官
位
の

　
　
研
究
』
）
。

（
1
2
1
）
　
上
野
秀
治
「
徳
川
時
代
の
武
家
官
位
」
（
『
歴
史
公
論
』
第
一
〇
七
号
、
一
九
八
四
年
）
、
水

　
　
林

彪

「
武
家
官
位
制
」
（
『
講
座
前
近
代
の
天
皇
』
三
、
青
木
書
店
、
一
九
九
三
年
）
、
註

　
　
（
9
1
1
）
前
掲
の
堀
論
文
・
小
宮
論
文
等
。

（2
2
1
）
　
註
（
m
）
前
掲
橋
本
論
文
。

（3
2
1
）
　
『
国
』
二
ー
一
六
一
。

（4
2
1
）
　
『
国
』
二
ー
一
六
二
。

（
5
2
1
）
　
註
（
皿
）
前
掲
「
上
肴
町
記
録
」
（
『
第
二
期
　
新
秋
田
叢
書
』
第
三
巻
、
一
五
〇
頁
）
。
た
だ
し
、

　
　
祝
賀
す
る
よ
う
申
し
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
同
記
録
に
お
け
る
藩
主
・
子
弟
の
官
位
叙
任
の

　
　
記
事
は
、
元
禄
＝
年
（
一
六
九
八
）
一
二
月
、
三
代
藩
主
義
処
が
左
近
衛
権
少
将
に
任
官
さ

　
　
れ

た
時
が
初
見
で
あ
る
が
、
「
同
年
極
月
十
日
に
、
屋
形
様
に
て
御
官
位
被
為
遊
少
将
之
御
位

　
　

に
被
為
成
候
」
（
同
前
書
一
一
九
頁
）
と
あ
る
の
み
で
、
こ
の
時
も
祝
賀
に
つ
い
て
は
何
ら
記

　
　

さ
れ
て
い
な
い
。
藩
主
・
嫡
子
の
官
位
叙
任
は
「
御
家
」
の
慶
事
と
し
て
家
中
は
も
ち
ろ
ん
祝

　
　
賀
し
て
い
る
も
の
の
（
『
国
』
二
ー
二
二
四
～
一
六
九
参
照
）
、
領
民
を
含
む
「
御
国
」
と
し
て

　
　
の
祝
賀
行
事
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
岡
山
藩
で
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
註

　
　
（
1
）
前
掲
堀
論
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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（6
2
1
）
　
註
（
m
）
』
9
0
掲
「
歴
代
藩
主
年
譜
」
参
照
。

（
7
2
1
）
　
藤
井
譲
治
「
日
本
近
世
社
会
に
お
け
る
武
家
の
官
位
」
〔
『
国
家
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

　
　
所
、
一
九
八
九
年
。
註
（
7
1
1
）
前
掲
書
再
収
〕
。

（
8
2
1
）
　
小
林
清
治
「
伊
達
氏
と
奥
州
探
題
職
」
（
『
福
大
史
学
』
第
一
八
号
、
一
九
七
四
年
）
。
小
林

　
　
氏

は
、
伊
達
政
宗
は
強
烈
な
「
奥
州
王
」
意
識
を
も
っ
て
お
り
、
「
陸
奥
守
」
を
名
乗
っ
た
の

　
　

は
そ
う
し
た
自
意
識
に
も
と
つ
く
と
解
さ
れ
て
い
る
。
近
世
に
お
け
る
伊
達
氏
の
自
意
識
に
つ

　
　
い
て
は
、
高
橋
　
修
「
仙
台
藩
知
行
宛
行
状
の
文
書
学
的
考
察
（
上
）
」
（
『
文
化
』
第
六
〇
巻

　
　
第
三
・
四
号
、
一
九
九
七
年
）
が
参
考
に
な
る
。
氏
は
、
伊
達
騒
動
後
、
一
七
世
紀
後
期
に
藩

　
　
主
権
力
・
権
威
の
確
立
に
努
め
た
四
代
藩
主
綱
村
は
奥
羽
の
「
小
幕
府
」
の
長
た
ら
ん
と
自
ら

　
　
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
9
2
1
）
　
こ
う
し
た
伊
達
氏
の
自
意
識
は
維
新
期
の
仙
台
藩
の
動
向
を
も
規
定
し
た
と
い
う
見
解
も
唱

　
　
え
ら
れ
て
い
る
。
難
波
信
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
「
仙
台
藩
は
、
そ
の
地
理
的
・
歴

　
　
史
的
背
景
か
ら
東
方
の
大
藩
と
し
て
、
奥
州
・
奥
羽
の
管
領
あ
る
い
は
征
夷
大
将
軍
と
し
て
軍

　
　
事
指
揮
権
を
有
す
る
職
掌
の
後
継
者
と
い
う
自
意
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
意
識
は
諸
藩
の
亀

　
　
鑑
と
な
り
指
揮
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
任
の
意
識
を
伴
っ
て
い
て
、
仙
台
藩

　
　
が
戊
辰
戦
争
に
際
し
て
奥
羽
五
藩
へ
呼
び
か
け
自
己
の
建
白
に
同
意
を
求
め
た
こ
と
や
、
そ
れ

　
　
が
奥
羽
列
藩
同
盟
結
成
の
契
機
に
な
っ
た
こ
と
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
（
「
大

　
　
藩
の
選
択
ー
仙
台
藩
の
明
治
維
新
ー
」
『
東
北
学
院
大
学
　
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
七

　
　
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三
五
頁
）
と
。

　
　
　
註
（
9
1
1
）
前
掲
小
宮
論
文
で
も
、
領
国
受
領
名
に
つ
い
て
、
「
領
国
支
配
の
正
統
性
」
の
文
脈

　
　
と
は
異
な
る
も
の
で
、
大
名
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
意
識
に
も
と
つ
く
要
素
の
方
が
強

　
　
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。

（蜘
）
註
（
田
）
前
掲
小
宮
論
文
。

（皿
）
　
註
（
1
4
）
前
掲
「
武
家
の
「
名
」
と
近
世
社
会
」
。

（
2
3
1
）
吉
田
　
孝
「
古
代
社
会
に
お
け
る
「
ウ
ジ
」
」
（
『
日
本
の
社
会
史
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、

　
　
一
九
八
八
年
）
。

（
鵬
）
　
近
世
の
上
級
武
家
領
主
が
、
封
土
を
媒
介
と
し
た
「
将
軍
ー
大
名
・
旗
本
等
」
と
い
う
実
質

　
　
上
の
封
建
的
な
君
臣
関
係
と
、
官
位
を
媒
介
に
し
た
「
天
皇
ー
将
軍
・
大
名
等
」
と
い
う
形
式

　

上
の
律
令
制
的
な
君
臣
関
係
と
い
う
二
重
の
君
臣
関
係
を
結
び
、
後
者
は
天
皇
を
頂
点
と
す
る

　

姓
氏
の

ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
関
連
し
て
い
た
こ
と
は
、
宮
沢
誠
一
氏
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
と

　
　
こ
ろ
で
あ
る
（
「
幕
末
に
お
け
る
天
皇
を
め
ぐ
る
思
想
的
動
向
」
『
歴
史
学
研
究
』
一
九
七
五
年

　

度
大
会
特
集
号
、
「
幕
藩
制
期
の
天
皇
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
盤
－
擬
制
的
氏
族
制
の
問
題
を

　

中
心
に
ー
」
、
北
島
正
元
編
『
幕
藩
制
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
。

　

筆
者
も
近
世
に
お
け
る
姓
と
苗
字
の
機
能
の
相
違
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
〔
「
近
世
の

　

国
家
・
社
会
と
苗
字
・
姓
氏
」
、
註
（
1
2
）
前
掲
書
所
収
〕
。

　
　

近
世
武
家
官
位
制
に
つ
い
て
は
そ
の
後
も
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
実
態
面
の
解
明

　
　

は
進
ん
で
い
る
も
の
の
、
姓
の
問
題
は
捨
象
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
堀
　
新
氏
は
、
幕
藩
制
国

　
　
家
論
の
観
点
か
ら
の
武
家
官
位
制
研
究
が
、
天
皇
・
朝
廷
の
存
在
を
議
論
に
組
み
込
む
こ
と
で

　
　
多
く
の
成
果
を
生
み
出
す
一
方
、
肥
大
化
し
た
天
皇
・
朝
廷
像
を
も
生
み
出
し
た
と
批
判
す
る

　
　
〔
註
（
1
）
（
…
…
）
前
掲
論
文
）
。
そ
れ
を
諸
階
層
の
官
位
認
識
や
官
位
の
機
能
の
実
態
に
即
し
た

　
　
検
討

を
通
じ
て
是
正
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
理
解
で
き
る
も
の
の
、
宮
沢
氏
に
あ
っ
て
は
姓
氏

　
　
の

秩
序
の
問
題
も
組
み
込
ん
で
思
想
史
的
・
社
会
史
的
な
文
脈
に
も
広
げ
て
議
論
さ
れ
て
い
る

　
　
の

に
比
べ
、
堀
氏
の
論
考
で
は
そ
れ
が
欠
落
し
て
お
り
、
議
論
の
枠
組
み
が
や
や
狭
す
ぎ
る
と

　
　
の
感
を
禁
じ
え
な
い
。

（
4
3
1
）
　
庶
民
の
上
層
で
も
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
例
は
近
世
に
お
い
て
も
広
く
見
出
せ
る
。
例
え
ば
、

　
　
甲
斐
国
山
梨
郡
下
井
尻
村
の
新
興
地
主
で
あ
る
依
田
家
の
系
図
は
清
和
源
氏
に
結
び
つ
け
ら

　
　
れ
て

お
り
、
当
家
の
発
展
の
基
礎
を
築
い
た
依
田
長
安
（
一
六
七
四
～
一
七
五
八
）
は
、
自
ら

　
　
の
一
代
記
の
表
紙
に
「
依
田
民
部
源
長
安
一
代
記
」
と
し
た
た
め
て
い
る
。
「
民
部
」
と
い
う

　
　
官
名
と
「
源
」
と
い
う
姓
も
組
み
込
ん
で
自
己
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
長
安
が

　
　
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
著
し
た
「
依
田
家
訓
身
持
鑑
」
で
は
、
将
軍
以
下
大
名
・
小
名

　
　
は
み
な
「
王
孫
」
で
あ
り
、
「
土
民
百
姓
」
と
い
え
ど
も
氏
素
姓
の
正
し
い
者
は
「
王
孫
」
で

　
　
あ
る
と
し
て
、
依
田
の
系
譜
を
引
く
者
は
「
王
孫
」
で
あ
る
と
い
う
衿
持
を
も
っ
て
「
天
照
大

　
　
神
’
御
公
儀
江
対
し
御
奉
公
」
に
努
め
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
（
以
上
の
史
料
は
国
立
史

　
　
料
館
編

『依
田
長
安
一
代
記
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
所
収
）
。

　
　
　
姓
と
官
位
、
そ
れ
と
関
わ
る
天
皇
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
社
会
史
的
な
広
い
文
脈
を
踏
ま
え
て

　
　
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
朝
尾
直
弘
「
武
家
と
官
位
」
（
『
彦
根
城
博
物
館
叢
書
5
　
譜

　
　
代
大
名
伊
井
家
の
儀
礼
』
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
武
家
領
主
が
自
家
の
系
譜

　
　
を
古
代
の
名
族
に
結
び
つ
け
、
「
源
」
「
平
」
「
藤
原
」
な
ど
の
尊
貴
な
姓
を
名
乗
っ
て
官
位
を

　
　
得
た
こ
と
の
意
味
を
、
百
姓
の
「
王
孫
」
意
識
と
の
関
係
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

（斑
）
　
『
国
』
一
－
五
〇
～
五
三
参
照
。

（
6
3
1
）
　
母
利
美
和
「
彦
根
藩
伊
井
家
庶
子
の
生
活
と
教
養
形
成
ー
近
世
中
後
期
庶
子
教
育
制
度
の
成

　
　
立
と
展
開
ー
」
、
宇
野
田
尚
哉
「
彦
根
藩
伊
井
家
庶
子
の
学
問
受
容
」
（
と
も
に
『
彦
根
城
博
物

　
　
館
叢
書
6
　
武
家
の
生
活
と
教
養
』
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
所
収
）
で
は
、
近
世

　
　
中
後
期
に
お
け
る
伊
井
家
の
庶
子
教
育
シ
ス
テ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
手
習
の
始
期
は

　
　
七
、
八
歳
頃
で
あ
る
。

（
7
3
1
）
　
藩
主
教
育
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
に
脇
　
正
典
「
萩
藩
成
立
期
に
お
け
る
藩
主
教
育
」
（
『
山

　
　
口
県
史
研
究
』
第
一
四
号
、
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
り
、
初
代
秀
就
の
時
に
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が

　

整
っ
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
二
代
綱
広
の
時
に
は
江
戸
藩
邸
に
お
け
る
傅
役
の
制
度
化
と
教
育

　

内
容
に
つ
い
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
で
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
阿
部
哲
人

　
　
「
江
戸
に
生
き
る
～
父
景
勝
か
ら
息
子
定
勝
へ
の
手
紙
を
読
む
」
（
『
置
賜
文
化
』
第
一
〇
七
号
、

　
　
二
〇
〇
七
年
）
で
も
、
江
戸
時
代
初
期
に
お
け
る
上
杉
景
勝
の
嗣
子
定
勝
に
対
す
る
教
育
に
つ

　
　
い
て
述
べ
て
い
る
。
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な
お
、
近
年
、
近
世
史
研
究
に
お
い
て
は
読
書
論
が
盛
ん
に
な
り
、
主
体
形
成
の
問
題
と
も

　

絡
め

て

議
論
さ
れ
て
い
る
が
（
例
え
ば
、
若
尾
政
希
「
歴
史
と
主
体
形
成
ー
書
物
・
出
版
と
近

　

世

日
本
の
社
会
変
容
－
」
『
歴
史
学
研
究
』
第
八
二
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
）
、
近
世
に
お
い
て
は

　

そ
れ
ぞ
れ
の
家
職
（
家
業
）
を
通
じ
て
身
分
に
応
じ
た
職
分
（
社
会
的
役
割
・
責
務
）
を
果
た

　

す
こ
と
が
規
範
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
代
特
有
の
主
体
形
成
の
あ
り
方
を
解

　

明
す
る
た
め
に
は
、
共
通
の
書
物
の
受
容
に
よ
る
身
分
を
超
え
た
社
会
通
念
・
常
識
の
形
成
を

　

問
題
す
る
だ
け
で
な
く
、
身
分
1
1
職
分
が
読
書
の
内
容
と
受
容
の
仕
方
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し

　
　
て
い
た
か
に
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
と
も
に
、
家
職
H
職
分
を
果
た
す
の
に
必

　

要

な
技
能
の
習
得
過
程
も
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　

な
お
筆
者
は
、
読
書
論
に
も
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
観
点
を
導
入
す
る
必

　

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
年
齢
・
性
別
に
よ
っ
て
読
書
内
容
は
当
然
異
な
る
し
、
主
体
形
成

　

を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
男
女
個
々
人
が
自
己
の
家
や
社
会
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
応
じ
ど

　
　
の
よ
う
に
主
体
形
成
を
行
っ
た
の
か
を
、
人
生
過
程
全
体
を
通
じ
て
考
察
し
な
く
て
は
な
る
ま

　
　
い
。

（
8
3
1
）
　
「
御
記
録
処
御
日
記
」
宝
永
六
年
五
月
一
日
条
（
『
国
』
一
ー
四
四
）
。

（
9
3
1
）
　
『
国
』
一
ー
五
八
。
ち
な
み
に
彦
根
城
主
伊
井
家
で
は
、
庶
子
は
元
服
す
る
一
五
歳
前
後
に

　

奥
住
居
か
ら
表
住
居
に
移
っ
て
い
る
〔
福
田
千
鶴
「
近
世
中
期
に
お
け
る
彦
根
伊
井
家
の
奥

　
向
」
、
註
（
団
）
前
掲
書
所
収
〕
。

（0
4
1
）
　
『
国
』
二
ー
三
四
九
～
三
七
三
。

（
1
4
1
）
　
「
上
肴
町
記
録
」
に
は
、
「
五
月
二
十
八
日
に
於
江
戸
若
殿
様
御
入
部
相
極
り
申
候
由
」
、
閏

　

　
五
月
五
日
に
町
中
へ
申
し
渡
さ
れ
た
こ
と
、
入
部
後
、
七
月
に
城
下
惣
町
と
湊
惣
町
よ
り

　
　
踊
り
献
上
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
『
第
二
期
　
新
秋
田
叢
書
』
第
三
巻
、

　
　
一
〇
一
二
、
一
〇
⊥
ハ
頁
）
。

（
2
4
1
）
　
註
（
1
）
前
掲
の
堀
　
新
「
大
名
の
官
位
と
「
家
政
」
「
国
政
」
」
、
白
根
孝
胤
「
藩
主
代
替
り

　
　
に
お
け
る
「
御
上
国
」
と
領
民
ー
尾
張
藩
を
中
心
に
ー
」
、
下
重
　
清
「
藩
主
代
替
り
と
初
入
部
」

　
　
等
。

（鴎
）
　
『
国
』
　
一
－
三
六
五
。

（
幽
）
　
『
国
』
一
－
三
六
〇
～
三
六
二
参
照
。

（頂
）
　
『
国
』
　
一
ー
三
六
二
。

（頂
）
　
『
佐
』
　
⊥
ハ
ニ
頁
。

（7
4
1
）
　
註
（
2
4
）
前
掲
加
藤
論
文
。

（8
4
1
）
　
『
国
』
　
一
ー
三
六
二
～
三
六
三
◇

（
9
4
1
）
　
た
だ
し
、
嫡
子
義
処
の
「
若
御
前
」
が
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
一
〇
月
三
日
、
長
女
「
市
」

　
　
を
出
産
し
た
際
に
は
、
家
老
の
多
賀
谷
隆
家
が
「
御
産
湯
御
祝
儀
二
参
候
様
二
と
被
　
仰
付
」
、

　
　
「
御
産
屋
へ
参
御
産
水
御
祝
義
相
勤
」
て
い
る
（
「
多
賀
谷
隆
家
御
家
老
勤
中
日
記
」
寛
文
八
年

　
　
一
〇
月
三
日
条
、
『
国
』
一
ー
三
六
〇
）
。
し
て
み
る
と
、
近
世
前
期
に
は
産
稜
の
禁
忌
は
佐
竹
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家
中
で
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

屋
に

入
っ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。

た
だ
し
、
父
親
の
藩
主
や
嫡
子
が
産

　
『
国
』
一
ー
三
六
九
。

　
『
国
』
　
一
ー
三
六
九
。

　
『
国
』
　
一
ー
三
七
〇
。

　
『
国
』
　
一
－
三
七
〇
。

　
註
（
5
）
前
掲
角
田
『
日
本
の
女
性
名
（
上
）
』
一
五
三
～
一
五
四
頁
。

　
同
前
書
（
中
）
。

　
仙
台
藩
伊
達
家
で
は
、
藩
主
の
娘
た
ち
の
呼
称
は
近
世
前
期
に
は
嫡
出
・
庶
出
の
別
が
厳
密

で

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
中
期
以
降
、
正
室
腹
の
女
子
は
「
～
姫
様
」
、
側
室
腹
の
女

子

は
「
御
～
様
」
と
区
別
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
者
で
あ
っ
て
も
正
室
の
養
女
と
な

れ
ば

前
者
の
呼
び
方
に
変
更
さ
れ
て
い
る
〔
註
（
1
4
）
前
掲
堀
田
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る

呼
び
名
と
「
家
」
内
秩
序
」
〕
。
佐
竹
家
の
女
子
の
場
合
、
庶
出
で
あ
っ
て
も
名
付
け
時
点
か
ら

「
～
姫
様
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
。
嫡
出
・
庶
出
に
よ
る
呼
称
の
区
別
は
さ
れ
て
い
な
か
っ

た

よ
う
で
あ
る
。

　
『
国
』
　
一
ー
三
六
一
　
三
六
三
。

　
『
国
』
　
一
五
六
三
～
五
六
四
。

　
『
国
』
　
一
ー
三
六
三
。

　
『
国
』
一
ー
三
六
三
～
三
六
四
。

　
『
国
』
　
　
ー
三
七
三
～
三
七
六
。

　
『
国
』
　
一
ー
三
七
三
～
三
七
四
。

　
『
国
』
　
一
－
三
七
二
。

　
『
国
』
　
一
ー
三
七
二
。

　
『
国
』
　
一
ー
五
六
四
。

　
『
国
』
　
一
ー
三
七
八
～
三
八
二
。

　
『
国
』
　
一
－
三
八
一
。

　
『
国
』
　
一
ー
三
八
二
。

　
『
国
』
　
一
ー
三
八
二
。

　
長
野
ひ

ろ
子
氏
は
、
将
軍
・
大
名
の
妻
・
娘
は
公
的
な
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
、
儀
礼
面
を

中
心
に
政
治
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
「
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構
造
と
女

性
」
、
近
世
女
性
史
研
究
会
編
『
江
戸
時
代
の
女
性
た
ち
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
。
同

著
『
日
本
近
世
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
再
収
）
。
本
論
考
は
幕
藩
制

国
家
の
政
治
・
権
力
構
造
に
奥
向
女
性
を
初
め
て
位
置
づ
け
た
も
の
で
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て

そ
の
後
、
大
名
家
や
給
人
家
の
儀
礼
に
お
い
て
女
性
が
果
た
し
た
役
割
の
解
明
が
進
ん
で
い

る
。
大
名
の
「
御
家
」
内
部
に
お
い
て
は
大
名
の
娘
は
誕
生
後
た
だ
ち
に
「
公
的
」
な
存
在
と

し
て
の
性
格
を
あ
る
程
度
帯
び
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
武
家
社
会
に
お
け
る
「
公
的
」
な
存
在
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・大藤修女の人生儀礼と名前・

と
し
て
国
家
的
な
認
知
を
得
た
の
は
、

い
よ
う
。

幕
府
に
よ
る
婚
姻
の
許
可
1
1
「
縁
組
」
を
契
機
と
し
て

（1
7
／
）
　
『
国
』
一
－
三
六
〇
～
五
四
三
頁
参
照
。

（
2
7
1
）
　
朝
倉
治
彦
・
柏
川
修
一
『
守
貞
護
稿
』
第
二
巻
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
二
年
）
、
五
三
頁
。

（3
7
1
）
　
『
佐
』
六
四
～
七
四
頁
参
照
。

（
4
7
1
）
　
註
（
5
）
前
掲
角
田
『
日
本
の
女
性
名
（
中
）
』
、
註
（
9
）
前
掲
飯
沼
論
文
。

（晒
）
　
角
田
同
前
書
一
八
四
～
一
八
五
頁
。

（田
）
　
『
国
』
　
一
－
三
七
〇
～
三
七
一
。

（
7
7
1
）
　
将
軍
家
や
大
名
家
の
「
奥
」
に
女
中
奉
公
に
上
が
る
と
本
名
を
女
中
名
に
改
め
、
地
位
の

　
　
昇
進
に
伴
い
名
前
も
変
更
し
た
〔
註
（
5
）
前
掲
角
田
『
日
本
の
女
性
名
（
中
）
』
一
八
五
～

　
　
一
九
〇
頁
、
畑
　
尚
子
『
奥
女
中
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
一
年
〕
。
ま
た
、
遊
郭
に
お

　
　
け
る
遊
女
は
源
氏
名
を
名
乗
り
、
地
位
が
上
が
れ
ば
名
前
も
変
わ
っ
た
（
角
田
同
前
書
二
四
〇

　
　
～
二
五
二
頁
）
。

　
　
　
世
俗
の
社
会
に
お
い
て
は
、
女
性
は
例
え
ば
「
某
村
百
姓
某
娘
（
妹
）
某
」
と
い
う
ふ
う
に
、

　
　
当
主
と
の
親
族
関
係
に
お
い
て
「
公
儀
」
権
力
か
ら
身
分
編
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
将
軍
家
・

　
　
大
名
家
の
「
奥
」
や
遊
郭
と
い
う
世
俗
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
た
空
間
に
入
る
と
、
そ
の
世
界
独

　
　
自
の
身
分
関
係
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
世
俗
社
会
に
お
け
る
の
と
は
異
な
る
職
能
を
果
た
す
こ
と

　
　
に
な
る
。
そ
れ
故
、
名
前
を
変
え
て
別
人
格
と
な
る
措
置
を
と
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
武
家
の
男
子
が
幕
府
や
藩
の
役
職
に
就
い
て
も
一
律
に
改
名
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の

　
　
の
、
上
役
と
同
名
の
場
合
は
改
名
し
た
し
、
仙
台
藩
で
は
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
に

　
　
か
け
て
官
僚
制
機
構
を
整
備
し
、
役
職
序
列
・
支
配
系
列
や
家
臣
相
互
の
身
分
序
列
を
明
確
化

　
　
す
る
に
伴
い
、
家
臣
た
ち
に
役
職
相
応
の
名
前
を
名
乗
ら
せ
、
身
分
格
式
を
反
映
さ
せ
た
シ
ス

　
　
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
改
名
規
定
も
制
定
し
て
い
る
〔
註
（
1
4
）
前
掲
堀
田
著
書
二
一
七
頁
〕
。
男
子

　
　
も
幕
府
・
藩
の
役
所
と
い
う
職
場
に
身
を
置
け
ば
、
上
下
関
係
に
よ
っ
て
名
前
を
規
制
さ
れ
、

　
　
改
名
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
職
能
に
よ
り
独
自
の
名
前
を
使
用
す
る
例
は
広
く
み
ら
れ
る
。
先
の
奥
女
中
や
遊
女
の
名
前

　
　
も
そ
の
例
で
あ
る
が
、
近
世
の
水
主
集
団
を
分
析
し
た
斎
藤
善
之
「
水
主
」
（
『
身
分
的
周
縁
と

　
　
近
世
社
会
』
第
二
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
は
、
水
主
の
名
乗
り
に
も
着
目
し
て
お

　
　
り
、
水
主
集
団
に
属
す
る
と
集
団
内
の
地
位
相
応
の
名
乗
り
が
与
え
ら
れ
、
昇
進
と
と
も
に
改

　
　
名
し
て
い
く
慣
行
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
8
7
1
）
　
柳
谷
慶
子
「
女
性
名
ー
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
み
る
名
前
の
不
思
議
」
〔
註
（
1
5
）
前
掲
『
歴

　
　
史
を
よ
む
』
〕
。

（東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　
（
二
〇
〇
七
年
三
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
七
年
九
月
一
四
日
審
査
終
了
）
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【別　表】

　　　　　　　　　　　　　　　秋田藩佐竹家子女の人生儀礼と名前一覧

　・典拠：「国典類抄』（加賀谷書店刊）は『国』と略記し、『国』1－22というふうに巻と頁を表示。原　武男編『新編　佐竹氏

　　　　系図』（加賀谷書店刊）は「佐』、『新訂　寛政重修諸家譜』第3巻（続群書類従完成会刊）は『寛』と略記。

　・歳は数え歳。

　・表記は史料上の呼称表記。

A　嫡子・当主

　よしのぶ
①義宣（義重嫡子、初代藩主）

・ 誕生　　元亀元年（1570）7月16日〔『国』1－1、『佐』〕　於．常陸国太田城〔『佐』〕

　　　　　父：佐竹義重　　母：伊達晴宗女（正室）　幼名「徳寿丸」〔『国』1－1、『佐』、『寛』〕

　　　　　　御産母湯役：佐竹北家の左衛門　御墓目役：小野崎越前　御矢取役：小野崎権八郎

　　　　　　他に御酌役2名、御膳仕配役1名、御前役1名、御膳奉役2名、付人9名〔『国』1－1〕

・ 元服　　天正10年（1582）2月卯日卯時　13歳　表記：「義宣様」〔『国』1－22〕

　　　　　※「八幡御宝殿二而御烏帽子召始十三之御年御祝儀」〔『国』1－22〕

　　　　　　通称「次郎」　実名「義宣」〔『佐』、「寛』〕

・ 襲封（生前相続）　　天正14年（1586）　17歳〔『佐』、『寛』〕

・従四位下・侍従・右京大夫　　天正18年（1590）12月23日　21歳〔『寛』〕

・ 転封（常陸国→出羽国）　　慶長7年（1602）　33歳〔『佐』、『寛』〕

・ 従四位上・左近衛権中将　　寛永3年（1626）8月29日　59歳〔『国』2－137、『佐』、「寛』〕

　　　　　　表記：「大殿様」（『国』2－137）

・ 没　　　寛永10年（1633）正月25日　64歳〔『佐』、『寛』〕

※　婚礼時期不明　正室：那須資胤女（元亀3年〈1572＞、義宣3歳の時、婚約）、継室：多賀谷重経（下野国下妻

　　城主）女〔「佐』〕

　よしなお

②義直（義重5男、義宣養嗣子、廃嫡）

　・誕生　　慶長17年（1612）10月（佐竹義宣弟）〔『佐』〕

　　　　　　父：佐竹義重　　母：細谷氏（側室）幼名「申若丸」〔『佐』、『寛』〕

　・佐竹義宣の養嗣子　　元和7年（1621）7月　10歳〔『佐』、『寛』〕

　・元服　　同年7月7日　表記：「御猿若様」〔『国』1－23〕

　　　　　　　通称「彦次郎」　実名「義直」〔『国』1－23、『佐』、『寛』〕

　・乗出（将軍徳川秀忠に初御目見得）　　同年11月14B〔『国』2－94、『佐』、『寛』〕

　　　　　　　表記：御目見得前は「御猿若様」、御目見得後は「彦次郎殿」〔『国』2－94〕

　・廃嫡　　寛永3年（1626）3月21日　15歳〔「佐』、『寛』〕

　よしたか

③義隆（義宣養嗣子、2代藩主）

　・誕生　　慶長14年（1609）正月14日〔『国』1－2、『佐』〕

　　　　　　父：岩城貞隆（佐竹義重第3子、義宣弟）　　母：相馬義胤女（正室）　幼名「能化丸」〔『佐』、『寛』〕

　・岩城貞隆の遺領襲封　　元和6年（1620）　12歳〔『佐』、『寛』〕

　　　　　　同年閏12月18日、通称「四郎次郎」、実名「昌隆」を称し、後に吉隆に改める〔『佐』〕

　・従五位下・修理大夫　　寛永元年（1624）12月29日　16歳〔『佐』、『寛』〕

　・佐竹義宣の養嗣子　　寛永3年（1626）4月25日　18歳〔『国』1－197、『佐』、『寛』〕

　　　　　　　表記：「修理様」、義宣は「屋形様」〔『国』1－197〕

　　　　　　同年4月26日、実名を「義隆」に改める〔『国』1－197、『佐』〕

　　　　　　　表記：改名前は「修理大夫様」、改名後は「義隆様」
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・ 乗出（将軍徳川家光・大御所秀忠に初御目見得）　同年4月27日〔『国』2－95、『寛』〕

　　　　　表記：「義隆様」〔『国』2－95〕

・ 従四位下・侍従　同年8月29日〔『国』2－150、『寛』〕

　　　　　表記：「若殿様」　義宣は「大殿様」〔『国』2－150〕

・ 遺領襲封　寛永10年（1633）2月26日　25歳〔『寛』〕

・家督御礼（将軍徳川家光へ）　同年3月28日〔『国』2－112、『寛』〕

　　　　同年4月21日、下屋敷から上屋敷へ移る〔『国』1－59〕

・ 家督後初入部　　同年5月27日　公儀の御暇許可は同年5月8日　表記：「屋形様」〔『国』2－170〕

・ 婚礼　　同年7月28日〔『国』1－82、『佐』〕　正室：佐竹義章（南家）女（14歳）〔『佐』〕

・ 左近衛権少将　　寛文6年（1666）12月28日　58歳〔『国』2－138、「佐』、『寛』〕

　　　　　表記：「屋形様」

・ 没　　　寛文11年（1671）12月5日　63歳〔『佐』、『寛』〕

　よしずみ

④義処儀隆嫡子、3代藩主）

妊

祝

生

懐

帯
誕

・ 髪置

・ 袴着

・ 庖瘡仕舞祝儀

・下帯（揮）召初

・ 元服

・ 乗出（将軍徳川家光に初御目見得）

・ 袖留

・ 従四位下・右京大夫

・ 公儀より縁組仰付

・ 結納

・初入部

・ 婚礼

・ 侍従

・ 遺領襲封

・ 家督御礼（将軍徳川家綱へ）

寛永14年（1637）正月　表記：「御台様」〔『国』1－318〕

同年閏月13日〔『国』1－318〕

同年（1637）8月21日〔『国』1－2、『佐』〕　　於．江戸神田邸（上屋敷）〔『佐』〕

父：佐竹義隆　　母：佐竹義章（南家）女（正室）〔『佐』、『寛』〕

　幼名「徳千代」〔『国』1－2〕　表記：「徳千代様」〔『国』1－2〕

墓目役：小野崎甚三郎　矢取役：小貫喜兵衛

寛永16年（1639）11月15日　3歳　表記；「徳千代様」〔『国』1－16〕

寛永20年（1643）2月14日　7歳　〔「国』1－19〕

　表記：「徳寿丸様」「御曹司様」〔『国』1－19〕

　袴着役：佐竹河内義親（北家）　介添役：赤須内蔵允乾康〔『国』1－19〕

　　　　正保2年（1645）2月17日　9歳　表記：「御曹司様」（『国』1－545）

　　　　　同年11月16日　表記：「御曹司様」〔『国』1－45〕

正保3年（1646）7月28日　10歳〔『国』1－23、『佐』〕

　表記：元服前は「御曹司様」、元服後は「次郎様」〔『国』1－23〕

　加冠役：佐竹河内義親　理髪役：赤津内蔵〔『国』1－23、『佐』〕

　通称「次郎」〔『国』1－23、『佐』、『寛』〕〕　実名「義処」〔『佐』、『寛』〕

　　　　　　　　　　　　同年8月12日〔『国』1－98、『佐』、『寛』〕

　表記：御目見得前は「御曹司様」、御目見得後は「若殿様」〔『国』2－98〕

承応元年（1652）11月15日　16歳〔『国』1～35〕

　表記：「若殿様」、義隆は「大殿様」〔『国』1－35〕

　　　　　　　承応3年（1654）12月26日　18歳〔『国』2－160、『佐』、『寛』〕

　表記：「若殿様」〔『国』2－160〕

　　　　　　明暦2年（1656）4月13日　20歳

　表記：「若殿様」　義隆は「屋形様」「大殿様」〔『国』1－64〕

同年5月6日〔『国』1－74〕

同年6月19日　公儀の御暇許可は同年5月11日　表記：「若殿様」〔『国』2－349〕

寛文元年（1661）4月26日　25歳〔『国』1－83、『佐』〕

　表記：「義処公様」（『国』1－83）　正室：松平直政（出雲国松江城主）女（12歳）

寛文9年（1669）12月25日　33歳〔『国』2－151、『佐』、『寛』〕

　表記：「若殿様」〔『国』2－151〕

　寛文12年（1672）2月9日　36歳〔『国』2－111、『佐』、『寛』〕

　　　　　　　　　同年2月21日〔『国』2－114、『寛』〕

〔『佐』〕
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　　　　　表記：「屋形様」〔『国』2－114〕

・ 家督後初入部　　同年6月　公儀の御暇許可は同年5月14日　表記：「屋形様」〔『国』2－436〕

・ 左近衛権少将　　元禄11年（1698）12月9日　62歳〔『国』2－142、『寛』〕

　　　　　表記：「屋形様」

・ 没　　　元禄16年（1703）6月23日　67歳〔「佐』、『寛』〕

　よしみつ

⑤義苗儀処嫡子、襲封前死去）

・ 懐妊　　寛文11年（1671）4月　表記：「若御前様」〔「国』1－4〕

・誕生　　同年12月29日〔『国』1－2、『佐』〕　　於．江戸浅草邸（下屋敷）〔「佐』〕

　　　　　父：佐竹義処　　母：松平直政（出雲国松江城主）女（正室）〔『佐』、『寛』〕

　　　　　　表記：「若君様」「御曹司様」　父は「殿様」　母は「御前様」「御台様」〔『国』1－2〕

　　　　　　墓目役：梅津茂右衛門　矢取役：藤井甚左衛門　同役後見：今村喜兵衛

　　　　　　御膳奉役：菊地新蔵人　同役後見：江橋善兵衛〔『国』1－4〕

・ 産屋明祝儀i　寛文12年（1672）正月20日　「御台様」産屋より出る〔『国』1－2〕

・ 七夜の祝儀　　同年3月12日（祖父義隆死去のため忌中につき延引）　幼名「徳寿丸」と名付け　表記：「若君様」

　　　　　　　「御曹司様」〔「国』1－7〕

・ 宮参　　同年3月16日　神田明神へ参詣　表記：「徳寿丸様」〔『国』1－11〕

・ 髪置　　延宝元年（1673）11月15日　3歳　表記：「御曹司様」〔『国』1－17〕

　　　　　髪置役：佐竹左衛門義明（北家）

・ 袴着　　延宝5年（1677）2月23日　7歳〔「国』1－21〕

　　　　　表記：袴着前は「徳寿丸様」「御曹司様」、袴着後は「御曹司様」「若殿様」〔『国』1－21〕

　　　　　袴着役：佐竹左衛門義明・太田九郎左右衛門　介添：宇留野源兵衛〔『国』1－21〕

・ 下帯（揮）召初　　延宝7年（1679）2月24日　9歳　表記：「御曹司様」〔『国』1－45〕

・ 元服　　天和元年（1681）2月23日　11歳〔『国』1－24、『佐』〕

　　　　　表記：元服前は「徳寿丸様」「御曹司様」「若殿様」、元服後は「次郎様」「若殿様」　義処は「大屋形様」

　　　　　　　（「国』1－24～28）

　　　　　加冠役：佐竹左衛門義明〔『国』1－24、「佐』〕
　　　　　　　　　　　　　　よししげ
　　　　　通称「次郎」実名「義林」〔『国』1－24、26、「佐』、「寛』〕

・ 乗出（将軍徳川綱吉に初御目見得）　同年4月11日〔『国』2－99、『佐』、『寛』〕

　　　　　表記：「若殿様」〔『国』2－99〕

・ 従四位下　貞享元年（1684）12月25日　14歳〔「国』1－160、「佐』、『寛』〕

　　　　　表記：「若殿様」〔『国』1－160〕

・ 修理大夫　同年12月28日〔『国』1－162、『佐』〕

　※12月27日「次郎様御名之義御老中江御伺之処、修理大夫と御改之旨議定ス」〔『国』2－161〕

　※12月28日「歳暮之為御礼　若殿様今日御登　城　御名をも御改　修理大夫様二被為　成候」〔『国』2－162〕

・ 縁組

　
　
取

留
納
髪
礼

袖
結
前
婚

・ 庖瘡仕舞祝儀

・ 麻疹仕舞祝儀

貞享2年（1685）2月25日　15歳　公儀より和歌山城主徳川中納言光貞息女との縁組仰付

表記：「修理大夫様」「若殿様」　義処は「屋形様」〔『国』1－65、66〕

貞享3年（1686）11月12日　16歳　表記：「若殿様」〔『国』1－36〕

貞享4年（1687）6月3日　17歳　表記：「若殿様」〔『国』1－76〕

同年（1687）12月晦日　表記：「若殿様」〔『国』1－39〕

元禄2年（1689）2月11日　19歳〔『国』1－90、『佐』〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いく表記：「若殿様」〔「国』－84～146〕　正室：徳川大納言光貞（和歌山城主）女「育」〔『佐』〕

　　　元禄3年（1690）8月22日、9月2・14日　20歳

表記：若殿様〔『国』1－549、550〕

　　　元禄4年（1691）9月24日　11月3日　21歳

表記：「若殿様」〔『国』1－553〕
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・ 初入部　　元禄7年（1694）6月19日　24歳　公儀の御暇許可は同年5月18日

　　　　　表記：「若殿様」〔『国』2－365〕

・ 義苗と改名　　元禄9年（1696）12月28日　26歳〔『国』1－31〕

　　　　　　　　翌日、幕府老中戸田山城守忠政に断り、「義苗」を名乗り始める

　※義林の名は宝鏡院が調えたが、「御名乗字反り悪く」と義処はかねがね思っていたので、同年2月8日、新

　　しい名乗を調えるよう一乗院に申しつける〔『国』1－30〕

・ 没　　　元禄12年（1699）6月18日　　29歳〔『佐』、『寛』〕

　よしただ

⑥義格儀処3男、義苗死後嫡子、第4代藩主）

・ 誕生

・ 宮参

・ 髪置・袴着

・ 縁組

・水痘仕舞祝儀

・ 嫡子成の宮参

　※「御嫡子二被為

　※生母「おりう」は同年8月3日に「お町つぼね」に移り、祝儀〔『国』1－564〕

・ 紐解・嫡子成り披露　　元禄13年（1700）11月15日　7歳〔『国』1－9、22、『佐』、『寛』〕

　※「千代丸様御事向後　御曹司様と可申よし諸士江被　仰付」〔『国』1－9〕

　※前年の義処下国発駕前に千代丸を嫡子にすることを公儀に申し出ていたが、江戸・国元の家中には紐解祝儀

　の節に披露
・ 下帯（揮）召初　　元禄15年（1702）6月19日　9歳〔『国』1－45、『佐』〕

　※「屋形様」より六字宗光小サ刀一腰と長上下を「御曹司様」に進ぜらる〔『国』1－44〕

　※同年7月13日、生母の「おりう」を「御曹司様御母儀故」をもって、以後「お袋様」と唱えるよう江戸在

　番の諸士へ仰せ渡す〔『国』1－564、565〕

・ 長上下召初　　同年11月15日　表記：「御曹司様」〔『国』1－45〕

・ 御判・名乗初　同年12月11日　実名「義格」を名乗る　表記：「御曹司様」〔『国』1－31〕

　※「御名乗御判之義秋田宝鏡院二被　仰付候、八幡宝殿御園を以差上候」〔『国』1－31〕

　　※宝永元年（1704）3月19日、新御判を湯島天神延命院法印源説に命じて調えさせ、今日

　吉日に御判初
・ 乗出（将軍徳川綱吉に初御目見得）　元禄16年（1703）4月1日　10歳　「源次郎」と改名〔『国』1－8、『国』

　　　　　　　　　　　　　　　　　2－103、『佐』〕

　　　　　表記：「御曹司様」「若殿様」　義処は「屋形様」

・ 遺領襲封　　同年8月12日〔『国』2－120、『佐』、『寛』〕

　　※忌明けにて老中より家督を仰せ付けられる〔『国』2－120〕

　　※「源次郎様御事　屋形様可奉申由御家老申渡之」〔『国』2－120〕

・家督御礼（将軍徳川綱吉へ）　同年8月28日〔『国』2－122〕

・ 読書初　　元禄17年（1704）2月26日　11歳　表記：「屋形様」〔『国』1－51〕

　　※林大学頭門弟の太田勝五郎を師範とし『大学』を講釈〔『国』1－51〕

・ 弓初　　宝永4年（1707）正月11日　14歳　表記：「御前」〔『国』1－51〕

・ 麻疹仕舞祝儀i　宝永5年（1708）10月26日、11月12日　15歳

元禄7年（1694）12月11日（11月11日とする記録もあり）〔『国』1－333、『佐』〕

於．江戸下谷邸（上屋敷）〔『佐』〕

父：佐竹義処　　母：布施氏「おりう　（隆）」（侍妾）〔『国』1－333、『佐』〕

幼名「千代之助」〔『国』1－333、『佐』『寛』〕

元禄8年（1695）3月13日　浅草■越明神へ参詣〔『国』1－345〕

　　　元禄9年（1696）11月27日　3歳　「千代丸」と改名〔『国』1－349、『佐』〕

元禄10年（1697）閏2月　4歳　公儀より和歌山城主徳川大納言光貞の息女との縁組仰付

　表記：「若殿様」　義処は「屋形様」〔『国』1－66〕

　　　　元禄11年（1698）2月22日　5歳　表記：「千代丸様」〔『国』1－556〕

　　　元禄12年（1699）11月26日　6歳　神田明神・浅草観音へ参詣

　表記：「千代丸様」〔『国』1－13〕

　　　　　　成候二付花色御十文字からの頭御道具為　御持被成候」〔『国』1－13〕
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　　　　　　表記：「若殿様」〔『国』1－554〕

・ 従四位下・侍従　　同年12月18日〔「佐』、『寛』〕

・ 大膳大夫　　同年12月19日〔『寛』〕

・ 束帯召初　　宝永6年（1709）5月1日　16歳　表記：「屋形様」〔『国』1－44〕

　　※将軍宣下につき束帯で衛府太刀を帯して登城、藩邸に帰って束帯召初の祝儀として、家老・番頭・元方奉行・

　御用人・御膳番・徒頭に料理を振る舞い、帷子を一つずつ下す〔『国』1－44〕

・ 表へ出初　　同年6月27日〔『国』1－58〕

　　※「御先代之通今日より表江被為　出、昼之内ハ毎日被為　出被成御座候筈二御座候」、「向後朝御

　前ハ陰之間、夕飯ハ御座之間二而被　召上候筈二候」〔『国』1－58〕

・ 袖留・額直　　同年7月19日　表記：「屋形様」〔『国』1－37〕

・ 前髪取　同年11月6日　表記：「屋形様」〔『国』1－41〕

　　※正徳2年（1712）3月16日、前髪を八幡宮に納める吉日の選定を宝鏡院に命じ、3月19日に収める〔『国』

　1－43〕
・ 切合初　宝永7年（1710）2月8日　17歳　柳生流〔『国』1－52〕

・ 馬稽古初　同年9月13日〔『国』1－52〕

　※「御稽古初と申故、陰之間二而木馬御召被遊候」〔『国』1－52〕

・ 初入部　正徳元年（1711）5月19日　18歳　表記：「屋形様」〔「国』2－258～305〕

・ 没　　正徳5年（1715）7月19日22歳〔『佐』、『寛』〕

B　庶子

　史料で人生儀礼の判明する者のみを記す

　よしやす

①義慰（2代藩主義隆4男）

・ 誕生

・ 名乗初

　※「松之助様従

・袖留

・ 名改

・ 没

正保2年（1645）9月21日〔『国』1－330、『佐』〕

於．江戸上屋敷〔『国』1－30〕

父：佐竹義隆　　母：佐竹義章（南家）女（正室）　幼名「松之助」〔『佐』〕

　表記：「若子様」　母「御台様」〔「国』1－331〕

明暦3年（1657）11月15B　13歳〔『国』1－355、『佐』〕

実名「義慰」を名乗る〔『佐』〕

　　　　　大殿様御名乗被遣之御祝儀有之」〔「国』1－355〕

万治3年（1660）11月15日　16歳　表記：「松之助様」　〔『国』1－354〕

寛文8年（1668）3月3日　24歳　松之助を「玄蕃」（通称）に改める〔「国』1－343、『佐』〕

寛文13年（1673）4月20日　29歳〔『佐』〕

　よしなが

②義長（2代藩主義隆5男）

　・誕生　　明暦元年（1655）9月4B〔『国』1－330、『佐』〕　　於．江戸邸

　　　　　　父：佐竹義隆　　母：佐竹義章（南家）女（正室）　幼名「千代松」〔『佐』、『寛』〕

　　　　　　　表記：「御男子様」　父「殿様」　母「御台様」「奥様」

　・七夜の祝儀　　同年9月10日　名づけの記載なし〔『国』1－330〕

　・産屋明・枕直祝儀　　同年9月24日　「御台様」産屋より出て枕直〔『国』1－331〕

　・宮参　　同年10月5日　神田明神へ参詣〔『国』1－344〕

　・髪置　　明暦3年（1657）11月15日　3歳　表記：「千代松様」〔『国』1－349〕

　・御判・名乗初　寛文8年（1668）9月22日　14歳〔『国』1－355、『佐』〕

　　　　　　　表記：「千代松様」〔『国』1－355〕

　　　　　　御判を調え、実名「義知」を名乗る〔「国』1－355～356〕

　　　　　　通称「左近」
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・ 将軍へ初御目見得（徳川家綱へ）同年〔『佐』〕

・ 袖留　　寛文10年（1670）11月10日　16歳
・ 従五位下・左近将監　同年12月28日〔『佐』〕

・ 壱岐守　延宝4年（1676）12月16日　22歳

表記：「左近様」〔『国』1－354〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実名を「義長」に改める〔『佐』〕

・ 婚礼　　延宝6年（1678）12月13日　正室：相馬昌胤（陸奥国中村藩主）女

　　　　　のち松浦鎮信（平戸藩主）養女を要る〔『佐』〕

・ 分家　　元禄14年（1701）2月11日　47歳　義処の領知より新田2万石を分知され、大名に列す〔『佐』〕

・ 致仕　　享保3年（1718）9月6日　64歳〔『佐』〕

・兵部少輔　同年12月7日〔『佐』〕

・ 没　　　元文5年（1740）12月7日　86歳

　よしはる

③義珍（3代藩主義処2男）

　・誕生　　延宝5年（1677）4月4日〔「国』1－332、『佐』〕於．江戸下屋敷〔『国』1－332〕

　　　　　父：佐竹義処　　母：松平直政（松江城主）女（正室）幼名「仁寿丸」〔『佐』、「寛』〕

　　　　　　表記：「御男子様」「若子様」　父「屋形様」　母「御前様」〔『国』1－332、333〕

　・産屋明祝儀　　同年4月24日〔『国』1－332〕

　・宮参　　同年5月23日　神田明神へ参詣　表記：「仁寿丸様」〔『国』1－344〕

　・箸初　　同年8月12日　表記：「仁寿丸様」〔『国』1－348〕

　・髪置　　延宝6年（1678）12月2日　2歳　表記：「仁寿丸様」〔『国』1－349〕

　・屋形様と初対顔　　延宝7年（1679）2月7日　3歳　表記：「仁寿丸様」〔『国』1－333〕

　　　※「屋形様初而　御対顔被遊、付而御祝儀有之御太刀銀馬両種一荷　仁寿丸様より　屋形様江被為進」

　・袴着　　天和元年（1681）4月9日　5歳　表記：「仁寿丸様」〔『国』1－351〕

　・元服・帯直・中剃　天和3年（1683）11月27日　7歳　表記：「仁寿丸様」〔『国』1－351〕

　　　　　　　　　　　加冠役：小野崎藤兵衛

　・庖瘡仕舞祝儀　　貞享3年（1686）2月　10歳〔『国』1－556〕

　・名改　　元禄5年（1692）11月2日　16歳　〔『佐』〕

　　　　　　仁寿丸を「求馬」（通称）に改め〔『国』1－343、356、『佐』〕、実名「義珍」を名乗る〔『佐』〕

　　　　　　　表記：「仁寿丸」〔『国』1－343、356〕

　・将軍へ初御目見得（徳川綱吉へ）　同年12月15日〔『国』1－357、『佐』〕

　　　　　　　表記：「求馬様」〔『国』1－357〕

　・袖留・額直　元禄7年（1684）8月13日　18歳

　・前髪取　元禄8年（1695）6月22日　19歳　表記：「求馬様」〔『国』1－355〕

　・養子成　元禄9年（1696）7月25日　相馬弾正少弼昌胤の養子となる　20歳〔『国』1－358、『佐』〕

　　　　　　　表記：「求馬様」　義処は「屋形様」〔『国』1－358〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　のぶたね　　　　　　　　7月27日、実名を「叙胤」に改める〔『国』1－358、『佐』〕

　・従五位下・図書頭　　同年12月22日〔『国』1－359、『佐』〕

　　　　　　　表記：「求馬様」〔『国』1－359〕

　　　　　　求馬を「図書頭」に改名〔『国』1－359〕

　・婚礼　　元禄10年（1697）正月15日　21歳　正室：相馬昌胤女〔『国』1－359、『佐』〕

　　　　　　同日、相馬邸に移る〔『国』1－359、『佐』〕

　・奥州中村に初入部　　元禄13年（1700）24歳〔『佐』〕

　・中村藩領襲封（生前相続）　元禄14年（1701）2月　25歳〔『佐』〕

　・長門守任官　　宝永6年（1709）6月5日　33歳　のち病にて辞す〔『佐』〕

　　　　　　図書頭を「長門守」に改名〔『国』1－359〕

　・没　　　宝永8年（1711）4月20日　35歳
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C　女子

　　史料で人生儀礼の判明する者のみを記す

　　いち
①市（3代藩主義処長女）

　　・帯祝　　寛文8年（1668）5月4日、「若御前様御懐胎弥紛無御座二付　御台様頼御申仮之御帯御結被成候由」、

　　　　　　国元に知らせの飛脚到着、その後、小野崎大蔵内儀に「御新造様御懐胎之帯」を調える申しつけ、宝鏡

　　　　　　院に吉日を選考させ、宝鏡院に帯へ加持祈祷させたうえで正式の帯祝をする〔『国』1－318、319〕

　　　　※7月9日、墓目御用を梅津茂右衛門に申し付け、江戸に上らせる〔『国』1－367〕

　　・産屋移初祝儀　　同年9月7日　表記：「御新造様」〔『国』1－320〕

　　　　※「今朝は　御新造様御産屋江御移初被遊候御祝儀御座候」〔『国』1－320〕

・ 誕生

・七夜の祝儀

　　※「若御前様一産屋之御祝儀」と表記、「御姫様」へ「屋形様」や墓目役の梅津茂右衛門など「方々より御樽・

　　肴・御産着数多上り申候」〔『国』1－360〕

・ 産屋明祝儀　　同年10月23日　「若御前様」産屋より出る〔『国』1－361〕

　　※「今朝　若御前様三七夜之御祝儀相済表御座敷江被為出御祝儀之御振舞共御座候」〔『国』1－361〕

・ 宮参　　同年11月5日　神田明神へ参詣　表記：「市姫様」〔『国』1－373〕

・ 没　　寛文12年（1672）8月28日　5歳〔『佐』〕

寛文8年（1668）10月3日〔『国』1－360、『佐』〕　　於．江戸邸〔『佐』〕

父：佐竹義処　　母：松平直政（松江城主）女（正室）　名前「市（一）」のち「吉（幾知）」〔『佐』〕

　表記：「御姫様」　母親「若御前様」〔「国』1－360〕

墓目役：梅津茂右衛門　矢取役：藤井甚左衛門　後見：今村喜兵衛〔『国』1－367〕

　　　同年10月9日　名づけの記載なし　表記：「御姫様」〔『国』1－360〕

　なへ
②鍋（3代藩主義処3女）

　・御帯祝　延宝2年（1674）8月12日　表記：「御台様」〔『国』1－318〕

　・誕生　　延宝3年（1675）正月22日〔『国』1－362、「佐』〕

　　　　　　父：佐竹義処　　母：松平直政（松江城主）女（正室）

　　　　　　　表記：「御女子様」「御姫様」　母「御台様」「御前様」　名前「鍋」〔『佐』〕

　　　※家老の梅津半右衛門忠宴が仰せ付けられて胞衣刀（「御衣那刀」と表記）を差し上げ、産湯もかけ、「先例を

　　　引替」誕生の「御姫様」を「娘分」（養女）にされて〔『国』1－362〕、名前を付けせられる〔『佐』〕

　・七夜の祝儀　　同年正月26日（28日は涼月院の命口のため繰り上げ）　表記：「おなへ様」〔『国』1－362〕

　・産屋明祝儀　　同年2月12日〔『国』1－363〕

　　　※「おなへ様御聴帯包候紙」を梅津半右衛門が調え、光聚院と御台の御前にまかり出て膀帯を包む〔「国』1

　　　－363〕

　・宮参　　同年3月9日　下屋敷より神田明神へ参詣　表記：「お鍋様」〔『国』1－373〕

　　　※梅津半右衛門が「私養子分」により紋梅鉢付幕を神田明神へ持参、お鍋は帰りに梅津の私宅に立ち寄り、馳

　　　走を受ける〔『国』1－373〕

　・箸初　　同年4月27日　表記：「お鍋様」〔『国』1－372〕

　　　※梅津半右衛門が奥に罷り出て「お鍋様江我等御箸差上故、於御座之間御吸物被下、拙者盃　お鍋様江献上、

　　　御盃拙者二被下候」

　・没　　　延宝4年（1676）10月18日　2歳〔『佐』〕

　いよ
③弥（3代藩主義処5女）

・ 誕生 延宝8年（1680）12月22日〔『国』1－364、『佐』〕　　於．江戸邸〔『佐』〕

父：佐竹義処　　母：松平直政（松江城主）女（正室）〔『佐』〕

名前「弥」〔『国』375、379、『佐』は「弁」〕

　表記：「御姫様」母「御前様」
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参

置
直

宮
髪
帯

・ 没

天和元年（1681）正月25日　神田明神へ参詣　表記：「いよ姫様」〔『国』1－375〕

天和2年（1682）2月24日　3歳　「いよ姫様」〔『国』1－377〕

貞享3年（1686）11月16日　7歳　「御帯解之御祝儀」

　表記：「御姫様」〔『国』1－379〕

貞享4年（1687）4月21日　8歳〔『佐』〕

　いわ
④岩（3代藩主義処6女）

　・誕生　　貞享4年（1687）4月19日〔『国』1－364、『佐』〕　　於．江戸邸〔『佐』〕

　　　　　父：佐竹義処　　母：谷氏「お清」（側室）〔「国』1－364、『佐』〕

　　　　　　表記：「御姫様」　母「お清殿」〔『国』1－364〕　名前「岩」〔『佐』〕

　・産屋明祝儀　　同年5月12日　表記：「おいわ様」　母「お清との」〔『国』1－563、564〕

　　　※「おいわ様より為御祝儀御肴代百疋被下置、お清とのよりも箱肴一種給候」

　・箸初　　同年8月19日〔『国』1－372〕

　　　※「直々表局江被為　入御箸初被遊候」

　・宮参　　同年8月12日　神田明神へ参詣　表記：「お岩様」〔『国』1－375〕

　　　※元禄元年（1688）5月、生母「お清」を「お岩様段々御成長被遊候二付」、以後「御袋様」と唱えるよう江

　　　戸の諸士へ仰せ渡す〔『国』1－564〕

　・髪置　　元禄2年（1689）正月10日　3歳　表記：「お岩様」母「お袋様」〔『国』1－377〕

　・帯直　　元禄6年（1693）2月14日　7歳　「御紐解之御祝儀」

　　　　　　表記：「岩姫様」〔『国』1－379〕

　・琴初　　同年（1693）2月14日　7歳　表記1「岩姫様」〔『国』1－383〕
　　　　　　　いち　　　※師匠は鈴都勾当、鈴都が勾当に任官した際の費用は「御姫様」と「御前」から下す

　・手習初　　同年2月23日　表記：「岩姫様」〔『国』1－383〕

　　　　※手習師匠を大嶋小助に仰せ付け、大嶋より手本献上

　・縁組　　元禄11年（1698）12月5日　12歳

　　　　　　公儀より松平備前守長矩（美作国津山城主家）との縁組許可　表記：「岩姫様」〔『国』1－384〕

　　　※縁組願いは同年7月18日

　・結納　　元禄12年（1699）2月27日　13歳　表記：「岩姫様」〔『国』1－405〕

　・婚礼　　元禄16年（1703）11月9日　17歳〔『佐』〕

　・没　　　宝永6年（1709）正月26日　23歳〔『佐』〕

　きゆう

⑤久（3代藩主義処7女）

　・誕生　　元禄2年（1689）6月20日　於．江戸中屋敷〔『国』1－365、『佐』〕

　　　　　父：佐竹義処　　母：谷氏「お清」（側室）〔「国』1－365、『佐』〕

　　　　　　表記：「御姫様」　母「お清殿」「御袋様」〔『国』1－365〕

　・七夜祝儀　　同年6月27日　表記：「お久様」　母「御袋様」〔『国』1－365〕

　　　　　　　兄の仁寿丸（当時13歳）が「久」と名付け〔『国』1－369〕

　　　※「従　仁寿丸様此度御出生之　御姫様江御名　久姫様と被仰遣候」

・ 宮参

初
置
直
組

箸
髪
帯
縁

・ 結納

同年7月23日　中屋敷より■越明神へ参詣

　表記：「お久様」「御姫様」　母「御袋様」〔『国』1－375〕

同年11月15日　表記：「久姫様」〔『国』1－372〕

元禄4年（1691）11月15日　3歳　表記：「お久様」〔『国』1－377〕

元禄8年（1695）2月2日　7歳　「御紐解之御祝儀」表記：「久姫様」〔『国』1－379〕

元禄15年（1702）6月27日　14歳

公儀より黒田隠岐守長範（筑前国秋月城主家）との縁組許可　表記：「久姫様」〔『国』1－385〕

元禄16年（1703）4月23日　15歳〔『国』1－405〕
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・ 婚礼　　宝永4年（1707）7月21日　19歳〔『佐』〕

・ 没　　　享保16年（1731）7月10日　43歳〔『佐』〕

　じゆん

⑥順（3代藩主義処9女）

・ 誕生

・ 名付

・ 宮詣

・ 髪置

元禄16年（1703）7月10日〔『国』1－365〕

父：佐竹義処　　母：布施氏「智清院」（側室）〔『国』1－365、『佐』〕

　表記：「御女子」　母「御袋様」〔『国』1－365〕

同年9月12日　家老の梅津半右衛門忠昭が「親分」になって「順」と名付ける

　表記：「御姫様」〔『国』1－369〕

宝永元年（1704）8月29日　2歳　鳥越明神へ参詣　表記：「順姫様」〔『国』1－376〕

宝永2年（1705）11月15日　3歳　表記：「順姫様」

　　※名付け親の梅津半右衛門も祝儀の品を献上

・ 麻疹仕舞祝儀　　宝永5年（1708）9月　6歳　表記：「順姫様」〔『国』1－557〕

・縁組　　同年12月21日　公儀より松平庄五郎（出雲国松江城主松平出羽守嫡子）との縁組許可

　　　　　表記：「順姫様」〔『国』1、－385〕

　　※縁組願いは同年11月2日

・ 庖瘡仕舞祝儀　　宝永6年（1709）2月　7歳　表記：「順姫様」〔「国』1－557〕

・ 帯直　　同年4月29日　7歳　「御紐解之祝儀」　表記：「順姫様」〔『国』1－379〕

・ 手習初　正徳元年（1711）2月13日〔『国』1－383〕

・ 結納　　正徳2年（1712）6月21日　10歳　表記：「順姫様」〔『国』1－406〕

・ 鉄漿初　正徳3年（1713）2月9日　11歳　表記：「順姫様」〔「国』1－382〕

　　　　鉄漿付役：家老小野崎権太夫妻（於．小野崎宅）

・ 婚礼　　享保5年（1720）9月21日　18歳　松平出羽守宣維（松江城主）に嫁す〔『国』1－465、〕『佐』〕

　　　　　表記：「順姫」〔「国』1－465〕

　※「浅草御屋敷」（下屋敷）より出輿〔『国』1－465〕

・ 没　　　享保6年（1721）5月14日　19歳〔『佐』〕
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1jfe　Ceremonies　a血d　N㎜ing　of　the　CIlildren　of　The　Satake　Family　in　Akita　Han：

ACompa㎡son　to　The　lb㎞gawa　F㎜i⑱

OTou　Osamu

　　　This　paper　explores　the　birth　ceremony，　the　raising　ceremony，　and　the　coming－of－age　ceremony　of　the

children　of　The　Satake　Family　in　Akita　Han　in　the　first　half　of　the　early　modern　period，　and　it　compares　the

ceremonies　to　those　of　the　Tokugawa　family　First，　this　study　considers　how　a　son　of　Daimyo　family　was　sociaUzed

and　became　a　political　being　through　several　kinds　of　initiation　ceremonies．　The　family　was　integrated　in　the

Baku－han　system　and　was　placed，　as　a　family　of　kougi，　with　the　delegated　public　allthority　to　rule　its　fief　from　the

Shogunate．　The　main　characteristics　of　this　process　can　be　extracted　by　focusing　on　the　differences　between　a

legitimate　son　and　an　illegitimate　son，　including　the　problem　of　n㎜ing，　and　this　is　compared　to　the　cases　of　dle

Tokugawa　f㎜ily．　Second，　this　paper　considers　initiation　ceremonies　and　naming　of　daughters　to　analyze　gender

differences　in　early　modern　Japan．

　　　In　previous　studies，1旋ceremonies　were　ex㎜ined　separately　This　paper　attempts　to　consider　systemically

those　ceremonies　as　a　whole，　placing　and　focusing　the　Ineaning　of　each　ceremony，　including　the　problem　of

naming．　This　study　shows，6rst，　how　ceremonies　of　sons　of　the　Tokugawa　and　the　Satake，　both　f㎜ilies　of　kogi，

were　scheduled　by　pontical　intention，　while　daughters’ceremonies　were　not．　Second，　a　son’s　attaining　of　manhood

was　divided　into　political，　social　and　physical　categories．　A　legitimate　son　was　supposed　to　attain　political　and

social　manhood　in　haste，　but　he　could　only　move　from　oku　to　omote　and　enter　his　fief　after　he　had　grown　up

physically　and　mentally　at　his　Han’s　house　in　Edo．　Third，　the　coming－ofage　ceremony　for　a　daughter　was　only

limited　physically，　not　politically，　nor　did　she　need　a　name　changing　ceremony　Finally，　a　son’s　name　indicated　his

membership　and　genealogical　relationship　in　the　f㎜ily　and　the　clan，　his　l洗cycle，　and　his　position（class）in　the

血mily，　society　and　state，　while　a　dallghter’s　name　did　not．
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